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　　　　　　　　　　　　　　　　　　序

　道路は都市を構成する様々な施設の中でも、最も基本的な施設の1っであり、都市

化の進展に合わせて整備が図られてきたが、戦後の道路整備の進展は特に目覚しく、

今日の都市活動を支える基盤として重要な役割を果している。しかし最近では、自動

車利用の増加に伴う諸問題が発生し、自動車利用を主体に考えた道路整備から、歩行

者と車の調和した安全快適な道路整備、あるいは沿道と調和した道路整備が求められ

るなど、従来からの量的拡大に加えて、道路の質的向上を図ることが必要となってき

ている。

　このような観点から、人々の日常生活空間である区画道路をみると、区画道路にお

いても自動車の利用が優先され、交通事故、交通騒音などの問題が発生しており、本

来立ち話をする、子供が遊ぶといった日常生活の場としての役割が大きい区画道路が、

自動車利用の増大によりその機能が阻害され、快適な生活の場とはなっていない現状

にある。幹線道路において発生している諸問題と同様の問題が区画道路においても発

生している状況にある。本研究は、道路を整備することは都市の環境を整備すること

であるとの原点に立ち戻り、区画道路において自動車と歩行者のバランスを回復し、

人々が憩える場としての区画道路のあり方を求める必要があるとの認識を契機として

始めたものである。しかし自動車利用の普及した今日、区画道路も昔日の素朴な道路

へのノスタルジーのみで解決できるものではなく、種々検討を重ねていたが、その中

で人と車が同じ空間で共存しようとする歩車共存手法がその解決の一方法であると考

え、我国へもその思想や手法を導入すべく本研究に着手したものである。

　研究を進める中で、我国と欧米都市との都市構造や道路構造の違い、交通マナーの

差異、さらには交通法規の違いもあり、単純にその思想や手法を導入できないことが

明らかになり、我国の都市に適合する手法や構造を求めることが必要となった。その

ため、2回にわたる走行実験を行い、そのデータを分析し、歩車共存手法の我国への

適用にっいて工学的かっ実証的に検討を加えてきた。その成果がコミュニティ道路や

庭先道路あるいはハンプである。現在それらは多くの市民の共感を得ている。歩車共

存手法にっいては、なお今後に残された課題も多いが、将来の礎とすべくここにこれ

までの研究をとりまとめたものである。

本論文が、今後の我国における道路整備進展の一助となれば幸いである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成元年3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋　本　　　固
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第1章　序　　論

1－1　研究の背景と目的

　道路は交通を処理する機能、オープンスペースとしての機能、各種供給管を収容す

る機能など様々な機能を有する最も基盤的な都市施設であり、質・量ともに必要にし

て十分な道路が確保されてこそ、円滑な都市活動、快適な都市生活が可能となる。し．

かし、現実には必要な量が確保されていないのみならず、交通事故、騒音、振動など

質的にも改善すべき多くの問題があり、今後なお道路の整備を進めていく必要がある。

これらの問題のなかでも、交通安全の問題は直接市民の生命に関わる問題であり、快

適な都市生活を根底から脅かす問題となっている。

　大阪市の例で交通事故の状況をみると、1年間に約16，000件の事故が発生し、死者

約130人、傷者20，eOO人となっており、きわめて高い事故発生率となっている。

　このため従来から、道路構造の改良，交通規則の強化，交通安全運動を3本の柱と

する交通安全対策が積極的に進められているが、事故は以前にも増して増加の傾向に

あり、今後なお一層の交通安全対策の充実促進が望まれる。しかし、交通事故の原因

をみると、スピード違反，信号無視など交通マナーに起因するものが多く、従来の手

法では交通事故の抑制を図ることが困難となりっっある。特に幅員の狭い区画道路で

は、道路構造面での改良に限界があり、いきおい交通規制が交通安全対策の主体にな

らざるを得ない。しかし、現実には、交通規制が無視あるいは軽視されるような状況

にあり、交通安全対策を進めるうえで、新しい交通事故防止方策が求められている。

　また、区画道路には交通事故の外にも、通過交通が多いとか、駐車が多いなど生活

環境面の問題も指摘されており、特に住宅地区において改善を求める声が強い。この

ため、交通事故の防止，通過交通の抑制，違反駐車の排除を行い、安全性と快適性を

総合的に追及した新しい道路整備方策が必要となっている。

　交通安全対策のみならず、積極的に道路環境を改善しようとする方策については、

近隣住区理論やラドバーンシステム等の検討や整備が行われてきたが、これらの手法

は新しい市街地整備に際しては有効と考えられるものの、既成市街地にっいては新た

な用地取得や用地の交換分合が必要なこともあり、現実的にはきわめて実施困難な方

策である。

　このような状況にあって、近年、欧州に端を発した「歩車共存道路」の手法が、既

成市街地における総合的な交通環境改善のための有効な手法として注目を集めている。

一1一



歩車共存手法とは、地区道路において従来から行われている交通規制に加えて、道路

の構造的改良や意匠上の工夫を行うことにより、自動車走行を物理的かっ心理的に抑

制し、車と同じ空間を歩行者も安全に利用できるようにするとともに、緑化や舗装材

の改良を図り、歩行者や居住者のためにより快適な道路空間の整備を図ろうとするも

のである。

　しかしながら、こうした歩車共存手法にっいては、既に諸外国において様々な事例

がみられるがいずれも我国とは交通環境が異なっているうえに、構造諸元と速度抑制

効果との関係等が十分明らかにされておらず、我国の道路への直接的な適用はきわめ

て困難であった。

　本研究は以上のような観点から、住宅地区における新しい生活道路の整備方策とし

て、歩車共存型の道路構造の導入を図るべく、蛇行、ハンプ、狭さく等の新しい道路

構造にっいて実証的に研究を行ったものである。

　具体的には次の点を明らかにすることを目的としている。

①数多く提案されている歩車共存手法を整理分類し、我国の住宅地区内道路に適

　　用するために必要な検討事項を明らかにする。

　②速度抑制手法として有効であると考えられる「蛇行」「ハンプ」にっいて走行

　　実験を行い、その結果を分析することにより、望ましい設計指針の確立を図る。

③歩車共存手法が実際に適用された道路や地区において整備効果を分析し、各手

　　法の効果と得失を明らかにする。

1－2　本研究の構成

　第2章ではまず、交通事故の実態と住民の意識調査結果をもとに住宅地区にお

ける交通問題にっいて述べ、現在の住宅地区内の道路における諸問題について明

らかにする。次いで、住宅地区において実施されてきた道路交通環境改善手法に

っいて整理を行い、それらの特性を明らかにするとともに、歩車共存手法の有用

性にっいて述べる。

　第3章では、歩車共存手法の分類整理を行い、各手法の導入目的と適用空間を

明らかにするとともに、それらの組合せ手法について述べる。

　第4章では、歩車共存手法のうち、車道を蛇行させる速度抑制手法に着目し、まず

現実の区画道路において自動車の走行状態を観測し、蛇行走行による速度低下を確認

した。次に、実験道路において自動車の蛇行走行実験を行い、蛇行による速度抑制
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効果を定量的に把握した。続いて、蛇行を用いた道路設計案を作成し、これにもとづ

き、再度実験道路において歩行者や自転車も混えた走行実験を行い、蛇行を導入した

場合の交通流動状態の予測を行った。

　第5章では、同じく速度抑制のための道路構造であるハンプに着目し、まず欧米に

おける既往の研究を整理考察し、実験を行うハンプの形状を決定した。次に、実験道

路において走行実験を行い、速度抑制効果や危険性、あるいは不快感等にっいて分析

し、構造指針にっいて検討を行った。またハンプ設置による騒音・振動にっいても実

験時に観測し、現実の道路に設置した場合の騒音・振動にっいて予測評価を行った。

　第6章では、まず蛇行を用いたコミュニティ道路の整備事例と、蛇行、ハンプ、狭

さく等の歩車共存手法を面的に整備した事例にっいて述べ、次いで、整備前後に行っ

た交通実態と意識調査結果をもとに歩車共存手法の有効性にっいて述べる。

　第7章では、本研究で得られた成果と今後の課題にっいてまとめる。
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第2章　住宅地区における交通問題と歩車共存手法の展開

2－1　概　説

　第2章では、住宅地区内の道路交通問題に関する課題と、その対策事例としての歩

車共存手法にっいて考察する。

　2－2では、住宅地区における区画道路の実態を交通事故の状況と住民の意識から

分析することで、住宅地区における交通問題を概観する。2－3では、住宅地区にお

ける交通対策の変遷にっいて考察する。すなわち、住宅地区に関する欧米での中心的

な交通計画手法を整理するとともに、国内における手法として交通管理面からのアプ

ローチである生活ゾーン規制を、また道路整備の事例として居住環境整備事業等を紹

介する。

　2－4では、歩車共存手法の発祥の地である西欧諸国にっいて、その事例を分析す

る。さらに2－5では我国における歩車共存手法の事例を分析し、その背景ならびに

目的を考察することにより歩車共存手法の内容を明らかにする。

2－2　住宅地区における交通問題

　都市内の道路は一般にきわめて多様な機能を有しているが、その中でも住宅地区内

における区画道路は、居住者の生活に最も密着した日常生活空間としての機能が大き

いことにその特徴がある。しかし、交通事故をはじめとして現在いくっかの問題を抱

えている。ここでは、住宅地区における交通安全と交通環境の問題にっいて、区画道

路の交通事故の実態と居住者の意識を中心に述べる。

　2－2－1　交通事故の実態

　図2・2・1は全国の交通事故等の推移を示したものであるが、昭和45年と昭和52

年を比較すると、自動車保有台数で77％、運転免許保有者で40％増加しているが、交

通事故発生件数では36％の減少を示している。交通安全運動や交通法制度の充実、横

断歩道橋や中央分離帯など幹線道路を中心とした各種交通安全施設の整備が効果をあ

らわしたものと考えられる。しかし、その後交通事故は漸増し、昭和62年では約59万

件の交通事故が発生し、昭和52年と比較して約28％の増加となっている。我国の交通

事故は表2・2・1に示すように、欧米各国と比較して「人ロ当たり」や「自動車当

たり」の死亡率は低いが、「歩行中」や「自転車乗車中」、「二輪車乗車中」の死亡事

故が多いのが特徴となっている。
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（千件）

　800

（百万く百万台）…

－50一

一40一

一30一

一20一

一〇一運転免許保有者数

一v一　自動車保有台数

　　　　（二給車、小型特殊等を除く）

　　　　54，080千
52，348千

46，151千47・942千

44　45　46　47　48　49　50　51　52　53　54　55　56　57　58　59　60　61　62（年）

図2・2・1　交通事故等の推移（警察庁、運輸省の資料より作成）

表2・2・1　交通事故の欧米諸国との比較

　　　　　　　　　　（1985年道路交通経済要覧より作成）

種　　　別 日　　本 アメリカ カナダ 西ドイツ フランス イタリア オランダ イギリス

単年
ﾊ間あ死た 人ロ10万人

魔ｽり死者数
10．5 18．3 17．2 13．8 18．9 12．5 9．9 9．2

り数の㊦　）

自動車1万台
魔ｽり死者数

2．7 2．6 3．0 3．0 4．3 3．1 2．6 2．7

歩　行　中

ｩ転車乗用中

�ﾖ車乗車中

ｩ動車乗車中

ｻ　の　他

28．7

P0．4

Q5．3

R5．3

O．4

15．5

Q．0

P0．4

V2．0

13．6『

Q．8

X．5

V1．6

Q．4

21．3

X．1

P6．6

S9．8

R2

14．9

S．1

P5．4

UL4

S．2

17．5　．

|2L151．69．9

13．1

Q1．9

P2．0

T1．8

O．2

34．6

T．5

P5．4

S4．1

O．3

（注）1日本以外の数値は、外務省資料および国連ヨーロッパ経済委員会資料による。イギリスの数値は北

　　　　アイルランドを除く。イタリアのその他には、自転車乗用中を含む。

　　2日本の数値は、警察庁資料による。

　　3二輪車には、原動機付自転車を含む。

　　4人ロ10万人当たり死者数は、年央推計人ロ（国連資料）を基準に算出した。

　　5自動車1万台当たり死者数の算出には、二輪車を除外した。

　　6道路交通事故による死者の定義は、次のとおりである。

　　　　　日　　本：自動車事故を直接死因とするすべての死者（厚生省資料）

　　　　　フランス：事故発生後6日以内の死者

　　　　　イタリア：事故発生後7日以内の死者

　　　　　カナダ1事故発生後30日以内の死者（州にようて7日以内、1年以内のところもある。）

　　　　　その他の国は、事故発生後30日以内の死者
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　表2・2・2は大阪市における交通事故の発生件数を、幹線道路とそれ以外の区画

道路とに分類したものである。大阪市においても発生件数の推移は全国と同様な傾向

を示しているが、全事故のうち約半数近くが区画道路で発生していることがわかる。

また表2・2・3は大阪市における歩行者の交通事故であるが、全歩行者事故のうち

区画道路における事故が約63％を占めており、図2・2・2のようにその発生箇所も

地域全体に分散している。

　2－2－2　住民の意識

　次に、居住者が周辺の区画道路に対して持っている問題意識にっいて考察する。

　図2・2・3は、昭和58年に大阪市内の住民（459人）に住居の前面道路の安全性

にっいてアンケート調査した結果であるが、半数以上が危険と感じており、その理由

としては、図2・2・4に示すように自動車の交通量が多いこと、走行速度が速いこ

表2・2・2　大阪市の交通事故件数（大阪府警察本部資料より作成）

昭和46年 昭和50年 昭和54年 昭和58年 昭和62年

総発生件数
23，380

@（100）

12，726

@（54）

12，648

@（54）

15，719

@（67）

16，386

@（70）

幹線道路 12，747 6，863 6，487 8，371 9，031

区画道路
10，633

@（45）

5，863

@（46）

6，161

@（49）

7，341

@（47）

7，355

@（45）

総発生件数の（　）は、昭和46年に対する割合（％）を示す。

区画道路の（　）は、各年における総発生件数に対する割合（％）を示す。

表2・2・3　大阪市における歩行者の交通事故件数

　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪府警察本部より作成）

昭和47年 昭和50年 昭和54年 昭和58年 昭和62年

総発生件数
5，772

i100）

3，552

@（62）

2，619

@（45）

2，420

@（42）

2，392

@（41）

幹線道路 1，976 1，091 779 841 896

区画道路
3，796

@（66）

2，461

@（69）

1，840

@（70）

1，579

@（65）

1，496

@（63）

総発生件数の（　）は、昭和47年に対する割合（％）を示す。

区画道路の（　）は、各年における総発生件数に対する割合（％）を示す。
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図2・2・2
　住宅地区内での交通事故発生箇所

　　　　　　　　　（大阪市城東区）

　（大阪府警察本部資料より作成）

図2・2・3

財

住居周辺道路の安全性についての意識1）

自動車がよく通るから

自動車のスピードが
はやいから

自転車がよく通るから

歩道やガードレールが
ないから

路上駐車が多いから

　　　　　　　0　　　　　20　　　　　40　　　　　60　（％）

図2・2・4
住居周辺道路を安全と思わない理由1）

と、路上駐車の量が多いことが指摘され

ている。

　また、大阪市市政モニター調査（300

人）における区画道路のよい点、よくな

い点のアンケート結果を示したのが図2・

2・5である。これをみると、「駐車が

多く歩きにくい」，「車の通行が多く不

安」など、自動車利用に関するものがよ

くない点として指摘されている。このよ

うに住民は道路の構造よりもむしろ交通

管理にっいて問題を感じており、もとも

と居住空間としての役割が大きい区画道

路の快適性、安全性が自動車により損な

われていることがわかる。

　さらに、今後の大阪市のあり方を市民

にアンケートした結果（市政モニター調

査、300人）が図2・2・6～7である。

これにより「水とみどりのあふれる憩い

のまち」、「街路樹や街園などのある道路」

といった、いわゆる快適環境を考慮した

道路整備を強くもとめていることがわかる。

　2－2－3　住宅地区内道路の課題

　以上のように、区画道路には現在様々

な問題があるが、これをまとめるとおよ

そ次の2っの問題に集約される。

　①全交通事故の約半数が区画道路で

　　発生し、かっ事故件数が増加してい

　　る。特に、歩行者事故の60％以上が

　　区画道路で発生しており、歩行者を

　　中心とした交通安全対策が必要であ

　　ること。
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　　　必要であること。

　　②　自動車交通量や違法駐車が多く、本来生活空間であるべきはずの区画道路が

　　　自動車の影響によりその機能を果たせず、住環境を悪化させており、その対策

　　　が必要なこと。

　これらの問題はいずれも幹線道路をあふれて地区内を通過する自動車交通の多さ、

あるいは違法駐車車両の多さなど自動車利用に端を発する問題であり、戦後のモータ

リゼーションと、これに十分対応できない都市構造との軋蝶がもたらす諸問題といえ

よう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位％

蘂謬慰頴灘41．0車が通らなくてよい　28．6頴総蹴：：註

梼ﾔが少なく歩きやすい　　9．2霧 謬窯蹴頴謬辮憲謬59

藻講裁22．6障害物が少なく歩きやすい　8．1禄

ｹ幅が広くてよい　　　　13．1辮 i：●蕎蕊灘29．7

よく舗装されている35．OSi：i罐辮i謬e 顯c11．3

蘂譲i19．8路上が清潔である　　　　9．2惑

ﾔが走りやすい　　　　　　2．8

湯竡ﾔなどが容易　　　　　5．6駕

灘9．5

�X．2

自転車で走りやすい　26．9搬謬i纈 羅霞19．1

よい点← →よ

　　　　　　　　車の通行が多く不安

’籍麟鵠．嚢漫謬綴59．0駐車が多く歩きにくい

　　　　　　　　障害物が多く歩きにくい

　　　　　　　　道幅がせますぎる

　　　　　　　　舗装がわるい

　　　　　　　　道路が汚い

　　　　　　　　車が走りにくい

　　　　　　　　駐停車などしにくい

　　　　　　　　自転車で走りにくい

　　　　　→よくない点

図2・2・5　区画道路のよい点、よくない点1）

2－3　住宅地区におけるこれまでの交通計画

住宅地区において、自動車交通による環境悪化を防止し、住環境の向上を図るとと

もに、歩行者や自転車利用にとって安全で快適な道路環境を整備するため、これまで

に様々な交通計画がなされてきた。ここでは、1970年頃までに実施された計画や対策

のうち、主要なものにっいてその概要を考察し、その変遷にっいて考える。

　2－3－1　「住区」概念の成立と住区交通対策

　「住宅地区」において、自動車交通抑制の計画が不可欠なことを明確にしたのは、

やはり欧米諸国においてである。

特に、自動車交通が普及しかけた1920年代後半のアメリカで計画された近隣住区

（neighbourhood）理論とラドバーン（Radburn）システムはその基礎をなしてい
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単位：％55．1555

83．1

305 812

25．7

17β

6β

L7
4．7

　　　2008

護籏蹴薮切にす育のまちるまち憩いのまち
れたまちるまちるまち衆のまち

ちまちち

図2・2・6　期待する大阪の将来像1）

単位：％41・139．0

308 31．3

239

18．3
18．1

●

13．4 12．7

9．4

63
8．5

5．6 6．1

3．7
●

18　3・3

回答なしるときはないそ　の　他

鋲
ると」さ

”まちの良さ・美しさ”を感じるとき3）図2・2・7
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る。近隣住区理論は、例えば図2・3・1にみられるように学校などの公共施設を合

理的に配置してこれらを日常生活の核として位置付けるとともに、通過交通を抑制す

るように配置される住区構成や街路網にその特徴が見られる。一方、ラドバーンシス

テムは、この近隣住区の考え方の影響をうけて、その実現をはかる上でより本格的な

交通システムを検討したものといえる。2）歩車完全分離の具体的な手法として図2・

3・2に示したような行き止まり道路、いわゆるクルドサック（cul－de－sac）を導入

していることが特徴である。ラドバーンシステムはニュータウンにおける理想的な道

路構成手法として注目されたが、現実には多大の道路面積を必要とするなどの問題が

あり、本格的に実施されたのは第二次大戦後のヨーロッパにおいてである。特にスウェ

ーデンでは1968年にこれを応用発展させ、スキャフト（SCAFT）指針としてまとめ

整備を行っている。

　こうした「住区」における理想的な自動車対策の考え方は、ニュータウン建設には

多くの実績をもたらしたが、既成市街地での方策としては実効性をもたないように思

われる。

　これに対し1963年、C．ブキャナン委員会が提出した「都市の自動車交通（Traffic

in　Towns）」3）いわゆるブキャナンレポートは、既成市街地における「住区」の形成

の必要性を強く主張している。プキャナンレポートでは、都市を幹線道路（廊下）と

それに囲まれた居住環境地区（部屋）からなるものとし、居住環境地区内への自動車

　　　　　　　圏内

　　一「「主輯畔一「

藍熟
　　歩鑑

　　　　　　肇

鵠嘉

〔］目

図2・3・1
ペリーの提案した近隣住区計画4） 図2・3・2　ラドバーンの計画案2）
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　　　　幹線分散路　　　　■■

　　　　地区分散路　　　　一一

　　　　局地分散路　　　　　一

　　　　居住環境地域境界線一
　　　　（地先道路は示していない。）

図2・3・3　ブキャナンレポート

　　　　　　の道路体系概念図3）

2－3－2　国内における計画

交通の流入を最小限におさえるため、図2・

3・3のような4段階の自動車分散路の体系

をっくるべきであるとしている。すなわち、

幹線道路の建設によって都市の自動車をそこ

で集中処理することにより、居住環境と自動

車の利便性確保の両立をはかろうとするもの

である。

　この考え方は、我国の都市内道路の計画思

想にも大きな影響を与えている。また、居住

環境地区への自動車の流入を防ぐため、歩行

者空間の整備や交通コントロールの試みを行

う必要が生じ、後になってイギリス、カナダ、

オーストラリアなどのいくっかの都市におい

て、住宅地区の自動車交通抑制計画が策定さ

れるようになる。このことが後に述べる歩車

共存手法の開発へとっながるのである。表2・

3・1は3っの主要な交通計画の概要をまと

めたものである。

　以上は、諸外国における事例であるが、日本においても総合的に居住環境を向上さ

せるための道路計画がこれまでに行われている。

（1）交通安全施設等の整備

　我国の交通事故件数は、昭和40年代半ばまで増加の一途をたどり、大きな社会問題

となっていた。これに対処するため、昭和41年に「交通安全施設等整備に関する緊急

措置法」が制定され、通学路と事故多発路線（地点）に重点を置いたガードレール等

の緊急的な施設や、横断歩道橋に代表される幹線道路での対策が積極的に行われた。

昭和45年にはより総合的、計画的な対策を図るため「交通安全対策基本法」が制定さ

れ、歩行者などいわゆる交通弱者に着目した歩道や自転車道といった施設が住宅地区

内の区画道路を含めて整備され始めた。6）交通管理や交通安全教育と一体となった交

通安全施設等の整備により、昭和40年代後半から交通事故件数は減少し始め、住宅地

区の安全性にっいては一応の成果を得たが、緊急措置という範囲のなかでは快適な居
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住環境の創造には限界があるといえる。

（2）生活ゾーン規制

　交通管理上からの事例としては、昭和49年度（一部試行的に昭和45年度）から実施

されている生活ゾーン規制がある。

　生活ゾーン規制とは昭和53年度の交通安全白書によると、「住宅地、商店街など市

民の日常生活が営まれる地域で比較的交通量が多く、交通事故、特に歩行者事故、自

転車事故等が多発するおそれのある地域、その他生活環境が著しく侵害されている地

域にっいて、この地域を歩行者や自転車利用者に開放するための面的な交通規制等」

となっている。

　都市における全体的、総合的な交通規制の一環として位置付けられ、各都道府県に

おいて独自の取組みがなされているが、概ね次のような内容となっている。4）

　　①ゾーンの選定にあたっては、居住地区を優先的にとりあげ、地域の特性等を

　　　考慮して設定する。

　　②幹線道路や準幹線道路といった機能を明確化し、通過交通の排除と歩行者・

　　　自転車の安全を確保する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③規制等の種別としては、

　　」ドこゴL匝国匝ピコロロ魎匠　　　　　　　　（イ）路面標示　（ロ）一方

　　　　　　　　　　　　　　　E≡凡例　　　　　　通行規制　（ハ）幹線道路

　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　　　　　　での右左折・直進禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大型通行禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）大型（広車幅）車の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー方通行

車両通行禁止

一1」

右左折禁止

図2・3・4　生活ゾーン規制（大阪市阿倍野区）

　　　　　　　　　（大阪府交通規制図より作成）

通行禁止を行うとともに、

区画道路によっては歩行者

用道路の設定、車両通行・

駐車禁止などの部分規制を

行う。

　図2・3・4は、大阪市

阿倍野区における実施例で

ある。本地域は、阿倍野区

南部にある古くからの住宅

地区で、整然と区画道路が

整備されている。この地区
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　　　ではほぼ全域に大型車通行禁止と駐車禁止規制がかけられており、交互に一方

　　　通行規制も行われ、一定の区間では車両通行禁止により歩行者用道路となって

　　　いる。

　しかしながら、この生活ゾーン規制は道路構造の変更を伴なわない交通管理上の対

策であったため、規制の遵守や区画道路における快適環境の積極的整備といった視点

からすると問題を残していたと考えられる。

（3）居住環境整備事業

　居住環境整備事業は、1975年（昭和50年度）から実施されているもので、外周幹線

道路と地区内の補助幹線道路，区画道路，および歩行者専用道路等を体系的に整備す

るとともに、公園等の関連事業や交通規制を併せて計画することにより、総合的な居

住環境整備を図るものである。7）

　具体的には、通過交通等によって居住環境が阻害されている地区で、幹線道路に囲

まれた1小学校区程度の区域を単位として、次のような施策を行う。

　　①必要に応じて幹線道路の整備を行いながら、区域内の補助幹線道路の整備を

　　　行う。

　　②歩行者専用道路の整備、区画道路のクルドサック化（袋小路）、ループ化な

　　　どの措置を総合的に実施する。

　　③その他、防災基盤の整備を含め、他事業や交通規制と連動した計画・整備を

　　　行う。

　最近では次の2－4、2－5で述べる歩車共存手法を取入れた事例も多くなってき

ている。

　図2・3・5は、兵庫県尼崎市の塚口南地区での計画案であるが、地区外からの通

過交通を排除するため、斜め遮断、クルドサック等により地区への出入口を制限し、

写真2・3・1のような歩行者用道路も整備している。

2－4　西欧諸国における歩車共存手法の発展

　2－2でも触れたように、これまでの交通安全対策は歩車分離め手法が中心的に用

いられている。これに対して、人と車が同じ空間上で共存できるように、むしろ自動

車の走行状態を抑制しようとする手法が生まれるようになる。これが歩車共存手法で

あり、デルフト市（オランダ）におけるボンネルフ計画で提唱されたのがその端緒と

されている。8）歩車共存手法とは、住宅地区の道路では歩行者・自転車の通行や居住

一14一



者の生活空間としての機能を重視するという考え方から、自動車交通量や走行速度、

路上駐車を抑制して、安全な人と車の通行を確保し、人と車が相互に共存できる状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をっくり出すための道路計画手法であ

写真2・3・1

　整備された歩行者専用道路7）

　　　　　　（尼崎市南塚ロ）

ロ嗣コ

口
凡例　■補助幹線道路

　　ZZZ区画道路
　　＝歩行者専用道路
　　　○　クルドサック

図2・3・5　塚ロ南地区の計画案7）

り、同時に歩行者・自転車空間の増大

および緑化などによる快適な生活空間

も創造するねらいをもっている。自動

車交通の利便性と歩行者・自転車の安

全性という一般的には相反する二つの

要求を同時に満たし、しかも道路空間

の環境を向上させようとするものであ

る。

　2－4－1　オランダ（ボンネルフ：

　　　　　　　Woongrf）

　歩車共存手法の先駆は、オランダの

デルフト市におけるボンネルフであ

る。5）我が国で「歩行者専用道路」が

道路構造令に登場した翌年、1972年に

は、既にボンネルフの実験が始まって

いる。

　このボンネルフの成功によって歩車

共存手法が西ドイツ、デンマークなど

のヨーロッパ、アメリカ合衆国へと発

展していくことになる。

　オランダでは、他のヨーロッパ諸国

の都市と同様に、住宅密集地区内の道

路に通過交通が進入し、交通事故、騒

音や排ガス等の弊害が、1960年代の終

わりから1970年代にかけて大きな社会

問題となっていた。交通事故の原因は

走行速度と違反駐車であったが、自動

車は既に都市生活に必要不可欠な交通
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手段であることから、道路から自動車を完全に排除してしまうことは不可能であった。

このため必要最小限の車の通行は認めるとともに、歩行者の通行や居住者に優先権を

もたせた道路へと住宅地区内の道路を変えていくことが発案された。すなわち、道路

構造を改変し利便性は劣るが車の通行は可能な状態をっくり出すことにより、不必要

な車両の進入を防止するとともに、なおかっ駐車スペースも限定しようとするもので

ある。同時に、道路で子供が遊んだり住民が立ち話をしたりできるよう、生活空間と

しての機能の充実も図られた。このようにして、道路で歩道と車道の区別をなくし、

歩行者や住民の生活機能をおびやかさない範囲で車の通行を認め、人と車が同一空間

を共有するという歩車共存手法の基本的な概念がっくりあげられた。

　図2・4・1はボンネルフの平面図であるが、具体的には、次のような種々の方法

が用いられた。

　　①車が高速で走行できないよう、車の通行部分をジグザグ状にし、道路にハン

　　　プや障害物を設置する。

　　②駐車スペースを特定の場所に明示し、限定する。

　　③　歩車道の区別はっけないが、舗装面のテキスチュアに変化をっけることによ

　　　り、人は路面全体を使えるが、車は限られたスペースしか通行できないことを

　　　印象づける。

　こうしてできあがった写真2・4・1のような住宅地区内の道路を、ボンネルフ

（Woonerf）と名付けた。ボンネルフとは、オランダ語で「居住の」という意味のWoon

と、「中庭」という意味のerfからなっており、直訳すれば「生活の庭」であるが、今

日では人と車が路面を共有できるような道路を意味している。

　このボンネルフの手法は、交通規則のなかで通行方法が明記されているとともに、

計画・設計上の基準も出されている。その内容は概ね次のとおりである。

交通規則と計画・設計基準9）

　　①交通規則

1）歩行者はボンネルフ内の道路全域を使用することができ、路上で遊ぶことも許さ

　れる。

2）運転者は歩行速度以上で自動車を走行させてはいけない。ここでの走行速度とは

　馬車を引く馬の速度（15～20km／h）の範囲となる。

3）自動車は歩行者の、歩行者は自動車の邪魔をしたり、進行を妨げてはならない。

4）自動車は指定された場所に駐車しなければならない。
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1　縁石線を不連続にする

　　　　（長くしない）

2　個人用の自動車出入ロ

3　低い街路灯柱を囲むベンチ

4　各種の舗装資材による舗装

5　個人用の通路

6　道路の屈曲部

7　空いている駐車場所で座っ

　たり、遊んだりできる

8　ベンチや遊び用具

9　個人の求めに応じて住宅の

　正面に植えた樹木
6　道路の屈曲部

10「不連続」の路面に示され

　た標示
11樹木
12「駐車場所」の明確な標示

13道路の狭陰部

．㍊＆
6　道路の屈曲部

14樹木を植える腰高の囲い
15住宅と住宅の間で遊ぶこと
　のできる場所
16障害物による駐車防止の
　箇所
17自転車置場などのための冊

図2・4・1　ボンネルフの平面図5）

写真2・4・1　デルフト市のボンネルフ5）

5）交差点では右側からの進行

が左側より優先する。（オラ

ンダは右側通行である。）

　②計画・設計基準

1）住居地区であること。ただ

し店舗，教会，学校などの施

設で、住宅地の機能として必

要なものは含まれる。

2）住民が認識できる住居地の

範囲（おおむね半径500m）

を越えない。

3）通過交通は排除する。（通

過が不可能とするのではなく、

不便なものとする）

4）ピーク時の自動車交通量100

～200台／時をボンネルフの

限界とする。

5）一方通行規制は実施しない。

（ドライバーは対面から車が

来ない場合にスピードを出し

やすい）

6）25m以上連続した歩道部分

を設けない。

7）自動車の通行幅は広すぎる

ことがないように、2．8m～3．1

m程度とし、50mおきにすれ

違いのスペースを設ける。

8）自動車の通行路を明示する

施設は、見通しを妨げるもの

ではいけない。高さは0．75m

以下とする。
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9）地区の出入口は明確にし、標識を設置する。

10）住民の路上駐車需要をカバーできなければ、ボンネルフには望ましくない。

11）クランク，ハンプといった速度抑制の施設は、50m以下の間隔で設置する。

12）路上施設と住宅壁面とは少なくとも0．6mの空間を確保する。

13）路上施設と照明灯を設置し、路上施設標識が確認できるようにする。（高さ3．5m、

　25mピッチの照明が必要となる）

14）ハンプは予め運転者にわかるよう、道路表示等を用いて認知しやすいものとする。

15）遊び場として指定された区域は、他のスペーtスとはっきり区別できるようにする。

　ただし、他の区域で遊んではならないといった印象を与えるものではいけない。

16）ボンネルフ内に生まれた小さな植樹スペースは住民に貸し出し、花壇に利用し維

　持管理も住民側で行うようにするのが望ましい。

　このようにボンネルフは、同一平面で人と車の融合を可能とするために、徹底した

自動車の速度抑制を行うことを特徴としており、その目的は「子供の遊べるような道

路」という高レベルの安全性、快適性を持った生活空間を道路上にっくろうとするも

のといえる。

　2－4－2西ドイツ（ボーンシュトラーセ：Wohnstraβg）

　西ドイツでは、ボンネルフの設計手法を取入れ、より総合的な住区交通対策を進め

ている。10）西ドイツの住宅地区における歩車共存手法導入の目的は、道路構造の改良、

交通規制の変更などにより、地区全体として交通環境を改善するとともに生活環境の

向上を図ることである。この場合、地区内の交通事故や自動車公害などに一時的に対

処するだけでなく、その地区全体の交通環境を改善し、積極的によりよい交通環境を

っくり出すことを重視していることが大きな特徴である。この目的を達成するため、

次の二っの目標をあげている。

　　①通過交通を排除し、住宅地区内の交通量を必要最小限に抑える。

　　②地区内を走行する自動車の速度を低下させる。

　また、道路の改良にあたってはより多くのオープンスペースを地区内に確保し、道

路の緑化をいっそう推進して生活環境を改善することが必要であるとしている。

　これらの目標を達成するために導入する交通抑制策は、一定の面的な広がりをもっ

た住宅地区のなかで実施されるが、ここでいう「住宅地区（Wohnbereich）」とは、

以下のような条件を満たす地区である。

　　①少なくとも一辺が幹線道路に接している。
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　　②主として住宅地域である。

　　③通過交通が通る必要がない。

　ドイッでは幹線道路から概ね300～400mまでの区画を一一っの「住宅地区」の単位に

設定しており、この「住宅地区」の中にある道路を「住区内道路（Wohnstraβe）」

と呼んでいる。

　これらの住宅地区において、道路網の変更、道路空間の改造、および生活空間とし

～＿議＼，　　　　　　ての道路環境の整備を行っているが、
〕

匡／　　　　　　　100m
　　　78年11月現在

図2・4・3 フローンハウゼン地区

での交通抑制1°）

写真2・4・2 フローンハウゼン地区

での交互駐車5）

その基準となっているのが、1981年に

道路交通研究会（道路設計作業部会）

が発行した道路設計基準RAS－E（Ri－

chtlinien　fur　die　Anlage　von　Stra一

βen－Erschlieβung）である。このな

かで基調となっている新たな考え方は

次の二っである。

　①自転車・歩行者交通、ならびに

　　立ち話や遊びなどの道路利用を優

　　先する。

　②造形など都市建設的な観点を重

　　視する。

　この基準にのっとり、図2・4・2

のように自動車交通を流す必要のある

道路から自動車の走行速度を抑制しっ

っ人と車をゆるやかに分離する道路、

人と車を融合させる道路など、さまざ

まな設計要素の組合わせにより整備す

ることを提唱している。また、図2・

4・3はエッセン市フローンハウゼン

地区での実施事例であるが、ここでは

交差点ハンプ（交差点をもり上げて舗

装する）、路側交互駐車（写真2・4・

2）などを用いて自動車交通の抑制が
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行われている。西ドイッではこの他にも、交差点を斜めに遮断（写真2・4・3）し

て通過交通の進入を防止するなどの対策がとられている。また、1985年に出された新

しい設計基準EAE（Empfehlungen　fUr　die　Anlage von Erschlieβungsstraβen）

においても、この考え方が取り入れられている。
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地先遭島タイプ2・，

皐両遵入可

地先直路タイプ39，

　　　　断　　面

〔カッコ内の値は，旧市衝地におけ

る最小恒．又は挟い状況におけ

る最小釣

必
　02昌o・30“

・頂㎏舎

晶．i碕，纏
　ooo（

■1　　　　・，関
1’●or　oeo）

F 　剛1
●●・　F

“

．”04
゜57 ξ胃，惚，

　●砲●　●　9

’】㌔㎡t‘”omi認

F

　剛■

　良

●’・ F

∂‘°‘ぷ鴇

　　　　no　　一一

．るよ

幽い門．

陶・’

｛エエ

μ四↓

配置図一基本スケッチ

il；EE1i；EiiEI1fi
一一一一一一一一一

illiESI1ffiiiiiistEii
　　　　　　　－　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一

1”1；　；

・　・　」　　．　， ．　　」

循針値

交過●

■ll

Kfi！h

14co

600

250

120

60

沿逼住

宅戸融

㊤a＝

Wo

roeon

艀｝

1（m2’

1500J，

40D21

6co3）

緬orxPi

100

30

10

投計要素

R
゜m

■

m

75

C65）1m

騰

25
1t2［Ih

12

12

12

12

　“Sロ

％

　6
｛IO）llb

6

（IOIm

8
（膓2｝1“

　8
｛t2）‘1，

e
t12［th

8

［i21‘h

8
（12，H］

Hk
Hvv

田tn

口

1〔XXF，

400

㍑

摺

揚

甥

揚

50

S

q

m●x

5

2，5

2．5

2．5

2．5

2．5

2．5

高限国

■

4，7u

4．50

4．50

4，50

4．50
　　」e
2．5eJ

4．50

　　ト’
12、馳1

4．50

　　JU
t2．50｝

略号の意味

F．歩行者
Kf：一自転車

R＝自動車
G一縁地帯
C・一ガレージ

R工曲錬半Q
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2｝5市■辺部のあたりにあって近距庖公共交通との連絡の轟

い居住区域
3｝S心近くにあって近距庖公＃交過との連絡の良い居住区域●

これらの値は，居住者が必■とする駐車場が充分に計■に岨

入れられる．ものという前提であ6

4｝駐皐帯の臭行：90’で4，30口，60．3’で4．75口．45’で4．　50m．

0’で2．00（1．8e｝m．ななめ駐寧，直角鮭車の両方式の場合．

歩遵側に0．75■のオーパーハング長さを■保

5｝歩行繕は車のはみ出し走行可能

6）駐車帯の奥行：90°で5．00m，6ずで5．　25m，45’で4．90m．

0’で2．00｛1．eo）回．ななめ駐皐，直角駐車の口には．駐

車の出入扇位つげが必口

7｝歩行帯は入口を持った密集した沿逼住宅がある■合のみ必

　妻

引例外的に歩行帯が認められる
9｝つ●あたりに転回施設必要

10）クロソイド曲線パラメーターA■

川例外的
12）この■準高さで他の直路も過れることが■実な■合のみ

RAS・Eによる

図2・4・2 西ドイツにおける住区内道路に対する設計要素11）
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写真2・4・3

　　斜め遮断（西ドイツ・ケルン市）

　　　　　　　　　　（大阪市提供）

てきていたが、解決の手法や事業プロセスにっいて交通計画上の参考となるような指

針を欠いていた。既存道路を扱ったこれまでの交通工学や交通計画の指針は、安全性

の維持向上は図るものの、やはり容量やアクセシビリティを高める技術に重点をおい

ており、自動車の速度や容量，アクセシビリティを抑えながら安全性を維持あるいは

向上させる技術には、公的な指針はこれまで目を向けてこなかったと言われる。その

なかで、連邦道路局（FHWA，　Federal　Highway　Adiministration）が行った研究を

もとに「住区内道路の環境改善（lmproving　The　Residential　Street　Environment）」

として住区交通管理のマニュアルが出されている。このマニュアルは以下のような内

容となっている。12）

　　①　道路環境改善のために現在考えられている住区内交通管理の各手法を整理、

　　　評価している。

　　②住区内交通管理に対する住民ニーズ、あるいは各手法に対する住民の許容性

　　　を整理して議論している。

　　③　地区交通管理手法を適用する際に、専門家や住民にとっての指針となるよう

　　　なマニュアルを作成している。

　このレポートによると、住宅地区の区画道路への歩車共存手法の導入が、アメリカ

の各地で試みられていることが明らかになっている。

（2）デンマーク

　デンマークにおける低規格道路の交通抑制は、1976年に出された道路交通法（feedsels－

lovens）の§（パラグラフ）40、すなわち「第40項」が追加されたことが、その可能

性の拡大と整備促進にっながったといわれる。この条文は、交通政策によって自転車

　2－4－3　その他の欧米での展開

　アメリカ合衆国においては、連邦道路局

が住宅地区における交通管理計画RTM

（Residential　Traffic　Management）を

まとめており、デンマークにおいても生活

道路設計基準§40がまとめられている。

（1）アメリカ合衆国

　アメリカ合衆国においても、地区内に自

動車が進入することによって引き起こされ

る様々な問題に対する住民の意識は高くなっ
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利用者と歩行者の交通条件を改善するため、走行速度を低減させる「ハンブ」や「狭

さく」の設置という物理的改造を合法化したもので、やはりオランダのボンネルフを

モデルとしている。

　§40が条文化された後の1979年に、交通抑制策に関した道路設計基準が発表された。13）

その基準では次の2種類の道路を定義している。

　　①休憩・遊び道路（英語：　rest　and　play　street／デンマーク語：Opholds

　　　－og　legeomrade）

　　　　　　　　　　　　　　　　これはオランダのポンネルフと類似のもので、写

写真2・4・4
　休憩・遊び道路の標識9）

写真2・4・5

　30km／h道路の標識9）

　真2・4・4のような標識を入口に立て、車両の走

　行速度を15km／hに抑え、車両は歩行者に道をゆ

　ずらなければならないというもの。

②30km／h道路（英語：30km／h　street／デンマー

　ク語：Stillvej）

　　写真2・4・5にあるようにここでは車両の走行

　速度は30km／hとし、車両の走り方のルールは一

　般道路と同様である。ただし、ハンプ，狭さく，車

　道の蛇行により速度の低減効果をねらっている。

　Stillvejのデンマーク語の意味は、「静かな道」である。

　　デンマークでは、以上2っのタイプの道路をまと

　めて「§40道路」（英語：Section　40－Areas／デン

　マーク語：§40－gader）と呼んでいる。

2－5　我国における歩車共存手法の導入事例

　昭和50年代の日本においても、既成市街地の住宅

地区における道路環境整備は大きな課題の1っとなっ

ていた。同時に、昭和50年頃にはオランダのポンネ

ルフが日本にも紹介され、新市街地での集合住宅団

地の開発などにおいて、その導入が検討され始めて

いた。

　ここでは、既成住宅地区における歩車共存手法導

入の事例として、大阪市におけるコミュニティ道路
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と、ニュータウンなど新市街地における導入の背景、考え方について述べる。

　2－5－1　コミュニティ道路

　ここでいうコミュニティ道路とは、車道をジグザグ状にシフトさせるなど、自動車

交通の抑制と道路環境の向上を目的とした歩車共存手法を導入した区画道路の1タイ

プをいう。コミュニティ道路は、写真2・5・1に示すように昭和55年大阪市の阿倍

野区長池に第1号が完成し、その後昭和56年から建設省の第3次特定交通安全施設等

整備事業として実施されることとなり、昭和63年3月末までに全国で約170路線，65km

以上の整備が行われている。

　以下に、大阪市阿倍野区長池におけるモデル事業を紹介しながら、コミュニティ道

路の考え方にっいて述べる。14）

　この道路は、大阪市の南部に位置する阿倍野区長池の住宅地区内にあり、図2・5・

1に示すようにJR南田辺駅、長池公園、長池小学校、地下鉄西田辺を結ぶ線上に位

置している。延長は約200m，幅員は10mの道路である。沿道は東側が長池で、西側

には低層住宅、中層住宅のほかに事業所が2軒立地している。

　整備前は歩道のない対面通行道路であったが、写真2・5・2に示すように駐車禁

止にもかかわらず長時間の駐車が沿道にぎっしり並んでいた。また制限速度が30km

／hであるにもかかわらず、過半の車がこれを越え、なかには45km／hで走行する車

も見受けられるなど、自動車に起因する諸問題が発生している道路であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このような区画道路を改善するため、

写真2・5・1

大阪市阿倍野区長池のコミュニティ道路

　　　　　　　　　　　（大阪市提供）

以下の3点を目的として事業が進められ

た。

　①　自動車交通の抑制による安全性の

　　向上

　②違法駐車の排除

　③　緑化等による道路環境の改善

　このため、まずこの区間を一方通行規

制に変更し、図2・5・2に示すような

線形とし、全幅員10mのうち車道の直線

部分の幅員は3m，屈折部は4m，停車

スペース部は5mに縮小し、残幅員はす

べて歩道にあてている。
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区間

謂議
　　　　　　地

図2・5・1
　　　モデル事業路線の位置14）

写真2・5・2

　　　　モデル事業前の状況

　　　　　　（大阪市阿倍野区長池）

　　　　　　　　　　（大阪市提供）

　　　　　　また、停車スペースも最小限（3ケ所）に

　　　　　制限し、歩道舗装，植栽，照明灯も設置し、
JR南田辺駅
　UL　　利用者にとって快適な空間となるよう配慮さ
旺…れている．

　　　　　　このようにコミュニティ道路では歩行者と

　　　　　自動車は分離されているが、車道の蛇行によ

　　　　　る自動車の速度抑制を行うことで、車道部分

　　　　　を人が利用したとしても安全性が確保できる

　　　　　ように配慮したものと言える。従って、速度

　　　　　抑制効果をうまくひきだすため、車道の線形

　　　　　設計が重要となる。本論文の第4章では、こ

　　　　　の線形を決定するために行った研究について

　　　　　述べる。

　　　　　　2－5－2　住区総合交通安全モデル事業

　　　　　　コミュニティ道路の考え方を面的に広げた

　　　　　もので、幹線道路に囲まれた生活地域（一般

　　　　　的には25～100ヘクタールの小学校区程度）

　　　　　を選定し、コミュニティ道路のほかハンプ、

　　　　　斜め遮断、車道狭さくといった新たな交通抑

　　　　　制策を導入し、同時に標識や照明灯の設置、

　　　　　植樹、交差点の改良など従来の交通安全施設

　　　　　等の整備とあわせて、一方通行規制など交通

　　　　　規制も行い、総合的な地域内の交通安全対策

　　　　　と快適な道路空間の創造を図るものである。

　　　　　　このモデル事業は、主として既存道路を活

用することによって比較的短期間のうちに交通環境の改善を図ろうとするもので、昭

和59年度から実施されている。昭和62年度末での事業実施状況は、表2・5・1のと

おりである。

　この事業では、多種多様な道路に自動車交通を抑制するための構造を計画・設置

する必要が生じる。そのため、一定以上の道路幅員が必要となるコミュニティ道路の

ような車道の蛇行に加えて、ハンプ、狭さくなど汎用性のある手法が用いられている。
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　A－A直線部　　　　　　B－B屈折部

」　　！．ヱに二
　　　　　ESg．2t2－1：＿．一．

　　　　　　　　　　C－C直線部　　　　　D－D停車スペース部

図2・5・2　モデル事業路線の線形14）（大阪市阿倍野区長池）

　本論文の第5章では、

ハンプの設計のために

行った研究について述

べるとともに、第6章

ではこの事業により整

備した大阪市城東区関

目地区での歩車共存手

法の導入効果を調査分

析した結果にっいて述

べる。

　2－5－3　新市街

地での導入事例

　既成市街地の住宅地

区だけでなく、計画的

に開発されるニュ・・一タ

ゥンなどの新市街地で

も歩車共存手法の導入

がなされてきた。新市

街地での住宅団地開発

における歩車共存空間

整備の内容を検討する

表2・5・1 住区総合交通安全モデル事業の実施状況

　　　　　　　　　（建設省資料より作成）

事業年度 市区町名 地　区　名 区域面積（ha）

59．60 大阪市城東区 関　　　目 48

59．60 栃木県足利市 柳　　　原 44

59～61 千葉県千葉市 本　　　町 14

59．60 名古屋市港区 港　　　楽 18

60．61 北九州市戸畑区 中　　　原 16

61．62 東京都北区 王子一丁目 10

61～ 山梨県甲府市 朝　日　町 85

61～ 石川県野々市町 野々市町 187

61～ 名古屋市西・北区 上名古屋 56

61～ 大阪市都島区 高　　　倉 92

61～ 〃　大正区 大正申央 61

61～ 〃　住之江区 住之　江 87

61～ 〃　東住吉区 南　田　辺 129

61～ 〃　　　　　　　〃 鷹　　　合 45

62～ 〃　旭区 新　　　森 62

62～ 〃　東淀川区 瑞　　　光 102

62～ 〃　此花区 梅　　　花 26

62～ 〃　港区 磯　　　路 30

62～ 〃　南区 難波・湊町 39

62～ 兵庫県明石市 明石北・明南 38

63～ 名古屋市 堀　　　田 33

63～ 神戸市 住吉宮 18

63～ 北九州市八幡西区 曲　　　里 83’

63～ 山梨県甲府市 舞鶴城 45

63～ 静岡県清水市 辻・江尻 57
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と、およそ3種類に分類される。5）15）

　第1は、欧米などの既成市街地で行われてきたボンネルフ計画の理念を踏襲したも

ので、宮城県七ケ浜町の汐見台ニュータウン（写真2・5・3），埼玉県樋川市の桶

川ビレッジ，東京都多摩市の多摩ニュータウンのタウンハウス落合一5などが例とし

てあげられ、通常次のような施策が行われている。

　　①出入口に標識を設けて歩車共存の区域であることを示し、団地内への通過交

　　　通の排除を積極的に行う。

　　②車の走行速度を低減（10km／h以下）させることによって、歩行者の安全

　　　を確保する。

　　③空間の有効利用の観点から歩車共存を明確に表明し、駐車スペースやプレイ

　　　ロットなどを共存空間内に確保する。

　第2は、横浜市の金沢シーサイドタウン並木3丁目団地，大阪市のドムール北畠，

奈良県の真美ケ丘タウンハウス（写真2・5・4）などに見られるタイプである。駐

車スペースやプレイロットなど特定の居住者が共同で使用する区域内の共有部分、い

わゆるコモンスペースと道路を一体的に利用し、歩行者、居住者空間の拡大を図るこ

とを目的とした道路空間の共有化である。

　第3は、戸祭地区の男体山通り（写真2・5・5）や宇治黄粟台の希望のみちに見

られるように、区画道路、分散路をループ化あるいはクルドサック化などして通過交

通の制限を行うとともに、歩車共存手法により住宅団地のシンボル的な歩行者空間を

創造しているものがあげられる。

　以上をまとめると表2・5・2のとおりである。

　新市街地における住宅開発においても、自動車利用の増加に伴なう駐車スペースの

確保と安全な通行方法が課題となっていた。このため空間を効率的に利用する必要が

生じ、道路において歩車共存手法を導入したと考えられるが、いずれの場合も歩車共

存手法の開発とその導入を契機として、住宅開発のなかでも道路の役割が見直されて

いるといえる。

2－6　結　　語

　本章では、住宅地区の道路交通問題の課題を整理し、従来から進められてきた交通

対策の特徴を考察したうえで、その流れの中から近年新しく登場してきた歩車共存道

路について、実施事例の特徴を分析した。これによって、歩車共存道路の住区交通対
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轍繊騨

写fi　2・5・3
　　（左上）

写真2・5・4
　　（右上）

写真2・5・5
　　（左下）

汐見台ニュータウンの

区画道路と緑道5）

真美ケ丘ニュータウン

のコモンスペース5）

戸祭台の男体山通り5）

表2・5・2　新市街地での歩車共存空間の分類

タイプ ボンネルフ型 空間一体利用型 歩行者空間型

通過交通の排除、走行速 駐車スペースなどコモン 地区内道路を体系的に整

度の抑制等を意図的に行 スペースと道路との一一体 備し、自動車交通の制限

概要
い、安全性の確保と空間 利用を図り、空間利用の を行い歩行者優先のシン

の共存を明確に表現 拡大を意図 ボル的な共存空間を創造

汐見台ニュータウン 金沢シーサイドタウン 戸祭台男体山通り

（宮城県） （横浜） （宇都宮）

桶川ピレツジ（桶川） ドムール北畠（大阪） 黄葉台希望のみち

事例 多摩ニュータウン・落合 真美ケ丘ニュータウン （宇治）

（多摩） （奈良県） 光が丘パークタウン

西神ニュータウン（神戸） 上用賀タウンホーム ゆりの木通り

（東京都） （東京都）
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策における役割を考察した。

　まず2－2では、既存の交通事故統計や住民意識調査データを整理した結果、居住

者の日常生活に密着した空間としての機能が大きい住宅地区における区画道路におい

て、次のような交通環境上の問題があることがわかった。

　　①我国の交通事故は歩行者、自転車事故の割合が多く、その約半数が区画道路

　　　で発生している。特に、歩行者事故は区画道路で60％以上が発生するなど、区

　　　画道路における交通安全対策が課題となっている。

　　②居住者の半数以上が住居の前面道路を危険と感じており、自動車の通過交通

　　　や路上駐車に不満を持っている。

　　③このような区画道路に対し、居住者は快適な生活空間に向けた道路環境の改

　　　善を望んでいる。

　次に2－3では、従来から進められてきた住区交通対策の理念と事例にっいて考察

した。

　　①都市域の内には、自動車交通の弊害から守らなければならない区域があり、

　　　一方で自動車利用を確保する必要性からその区域を取り囲むように幹線道路を

　　　めぐらせるというのが「住区」の基本的理念である。これはペリーの「近隣住

　　　区理論」と、それをニュータウンに応用して、しかも完全な歩車分離体系をっ

　　　くった「ラドバーンシステム」、さらに、その理念を既成市街地において実現

　　　する方法を具体的に提示した「プキャナンレポート」の「居住環境地区」の考

　　　え方が強く影響していることを明らかにした。

　　②我国においても「プキャナンレポート」に提唱された「居住環境地区」の理

　　　念が広くとり入れられており、住宅地区内での交通安全施設等の整備や生活ゾー

　　　ン規制などが進められてきた。しかし、それらの多くは自動車と歩行者の空間

　　　分離によって安全を確保するというな思想のみで進められており、分離できる

　　　空間のない所では対策自体が困難なうえ、より積極的な生活空間としての道路

　　　整備の点からも十分と言えないことを明らかにした。

以上のような歩車分離を原則とした交通計画手法に対し、歩車共存道路が1970年代

に提案された。歩車共存道路とは、自動車交通量と走行速度、および路上駐車の抑制

により、人と車の双方の安全な通行を確保し、あわせて快適な生活環境に改善するこ

とを目的とした道路である。2－4、2－5では西欧諸国と我国に分けて、その実際

の試みを紹介し、その特徴を考察した。
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　　①その先駆となったのはオランダのデルフト市におけるポンネルフであり、ま

　　　た西ドイツやアメリカ合衆国、デンマーク等においても歩車共存化を目指した

　　　道路の整備や基準の確立が行われている。

　　②　日本においても、既成市街地の住宅地に歩車共存手法を導入したコミュニティ

　　　道路や、このコミュニティ道路の考え方を住居地区全体に拡大した住区総合交

　　　通安全モデル事業が展開されている。

　　③　新市街地における住宅団地開発でも、コミュニティ形成の必要上、あるいは

　　　駐車場の確保、歩行者優先道路整備の観点から歩車共存手法を導入している。

　以上の考察から、歩車共存道路は生活環境に密接なかかわりのある道路空間の改善

策として、高い重要性を有していることが明らかになにった。
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第3章歩車共存手法の分類とその特性に関する考察

3－1　概　　説

　歩車共存の考え方を取り入れた道路空間の整備は、すでに前章で述べてきたように、

諸外国のみならず我国においても種々の試みが行われるようになった。本章では、歩

車共存手法のうち、特に区画道路において自動車交通を抑制する交通抑制手法に着目

してそれらを分類整理し、それぞれの手法の特性にっいてまとめる。

　3－2では、歩車共存状態の定義を行う。っぎに、3－3－1では、その状態を実

現するための方策と、その方策を適用する空間の分類を行う。3－3－2は、法的措

置を伴った規制による手法にっいて、3－3－3では、道路構造の新設、改良による

物理的手法にっいて、3－3－4では、視覚や指導によって心理面に影響を与えるこ

とにより歩車共存状態を作り出す心理的手法にっいてその特性を考察する。最後に、

3－4では交通抑制策の組合わせと面的整備にっいてまとめる。

3－2　歩車共存手法導入の目的

　前章の事例でみてきたように、区画道路においては地区にトリップエンドを持たな

い自動車交通（通過交通）が多く流れ込んだり、高速で走行する車のために交通事故

の発生の危険性が増大したり、振動騒音の発生が多くなるなど交通環境や住環境の悪

化が生じている。また、居住者の意識の高まりから、これまでは幹線道路や商業地の

ような中心市街地の道路で進められてきた緑化や舗装材、柵類などの道路施設の質的

向上や道路景観の改善が、区画道路で要求されるようになってきた。

　このような課題を解決する一っの方法として、歩車共存の状態を区画道路に取り入

れることが試みられるようになった。歩車共存道路では、道路空間のデザインや設計

によって、歩行者や自転車利用者、あるいは立ち話や子供の遊びのような「人」の利

用が自動車の通行よりも優先することが表現されており、それによって人々が安全・

快適に車と同じ空間を利用できる状態が創り出されている。このことから、本論文に

おける歩車共存の状態とはっぎのように定義する。

　「歩車共存状態とは、快適な歩行者空間が確保されるとともに、自動車利用の抑制に

より交通の安全性が確保され、区画道路が生活空間として機能している状態である。」

　この歩車共存状態を実現するためには多くの手法が試みられ考え出されているが、

その手法を歩車共存手法とよぶものとする。したがって、歩車共存手法の多くは、自
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動車の利用を抑制するための手法となる。さらに、水はけがよく歩きやすい舗装材の

採用や沿道と一体となった素材、色彩を取り入れること、あるいは緑化により道路空

間にうるおいを創造するなどの道路景観や構造の改善も歩車共存手法に含めて考える

ことができる。自動車交通の抑制は、さらにっぎの4種類の内容に分類できる。

　　①　自動車交通量の削減　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　区画道路における交通事故の発生を減少させる、あるいは事故の危険感（不

　　　安感）を減らす、さらには自動車交通による騒音、振動の発生を少なくするた

　　　めには、自動車交通量を削減することが必要である。そのためには、まず、よ

　　　り利便性の高い公共交通体系を整備し、自動車利用から公共交通への転換を図

　　　り、区画道路の沿道にトリップエンドを持っ車を減らすとともに、沿道に用事

　　　の無い車、すなわち通過交通を最小限に削減する必要がある。

　　②走行速度の抑制

　　　　区画道路を自動車が高速で走行することにより交通事故発生の危険性力塙まっ

　　　たり、騒音振動が高まることになる。したがって自動車の走行速度を抑制する

　　　必要がある。

　　③注意走行の喚起

　　　　②にあげた走行速度の抑制と同じく、区画道路での歩行者や自転車の多様な

　　　動態に応じた徐行、一時停止などの自動車の運転操作を誘導するためには、そ

　　　れらが必要な場所においてドライバーへの適切な注意喚起が必要である。特に、

　　　交差点内及び交差点付近での事故抑制のためには、速度の抑制と併せて注意走

　　　行の喚起が必要である。

　　④駐車の抑制

　　　　違法な駐車車両による通行障害や駐車車両間からの歩行者の飛び出し事故など

　　　の危険性を排除するために、区画道路の沿道における必要最小限の駐停車需要を

　　　満たしながら、違法に長時間駐車が行われないような駐車車両の抑制が必腰である。

　次節以下では、これらの交通抑制のための対策にっいて分類し、その特性について

考察する。

3－3　交通抑制策の分類

　3－3－1　交通抑制策の手法の分類

　ここでは歩車共存の状態を実現するための交通抑制策にっいて、手法別に分類を行
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う。交通抑制策の手法はっぎの3っに分類できる。1）2）

　　①規制手法

　　　　現行の道路交通法を根拠とした規制、標示により3－2で述べた自動車交通

　　　の抑制を達成しようとするものである。このことから、この手法は公安委員会

　　　による実施が中心であり、前章で述べたような一方通行や速度規制などを組み

　　　合わせた生活ゾーン規制などの事例がある。

　　②物理的手法

　　　　道路構造を改良することにより、その道路を通行する車両等に対して物理的

　　　に通行を抑制しようとするものである。そのため、この手法の実施主体は道路

　　　管理者になる。ハンプや車道の蛇行などの新しい道路構造は、我国の道路法な

　　　どでは直接に定められていないことから、我国での実施の際には十分な検討が

　　　必要といえる。

　　③心理的手法

　　　　ドライバーの視覚を通してドライバー自身に心理的な影響を与えることによ

　　　り、走行速度を抑制したり注意走行の喚起を行うものである。たとえば、交差

　　　点内や単路部（直線区間）の一部で車道の舗装を変化させることにより高速度

　　　で走りにくい感じを与えるといったものや、警告信号のように走行速度が適正

　　　な速度（設計速度や規制速度）以上で走行しているドライバーに対して警告を

　　　発して指導・誘導を行うものなどがある。

　以上の3種類に交通抑制策を分類したが、それその手法の詳細な分類は3－3－2

～4で行う。

　最後に、地区交通計画の対象となる範囲は、幹線道路や河川といった交通の流れを

分断する要素で囲まれた範囲でとらえられる。また、地区道路は単路部（直線区間）

とそれが交互に交わる交差点部、さらにそれらが網的に組み合わさった道路網で構成

されており、抑制策の適用は、これらの単路部、交差点部、道路網の3っの視点から

考えることが必要である。

　3－3－2　規制手法

　規制による交通抑制の手法とは、道路交通法上の規制により交通抑制を図るもので

ある。ここでは単路部、交差点部での規制手法についてまとめており、交通規制の組

合わせによる面的な対策にっいては3－4で述べる。

　規制手法を手法導入の目的別と適用空間別に分類したのが表3・3・1である。例
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えば、大型車通行禁止とは車両のうち大

型車の通行を禁止するものであり、歩行

者用道路・時間規制歩行者用道路とは車

両の通行を終日や特定の時間帯に禁止す

ることにより交通量の削減を図るもので

ある。一方通行や直進禁止規制は、車両

走行の進行方向を制限することにより、

通過交通量のコントロールに用いられる。

また、信号制御は自動車走行の連続性を

信号の制御によってコントロールするこ

とで、走行速度の抑制や通過交通抑制を

図るために用いられる。また、一時停止

規制は、交差点での事故防止のために交

差点に進入する側の単路部で一時停止を

遵守させる目的がある。さらに、時間制

表3・3・1　規制手法の分類

導入の目的 規制手　法 適用空間 根拠法令

大型車通行禁止 単路部 道交法8条

歩行者用道路 単路部
道交法8，9条

ｹ路法48条

自動車交通量

ﾌ削減
時間規制歩行者用道路 単路部 道交法8，9条

一方通行規制 単路部
道交法8，

S6条

　直進禁止規制
i指定方向外通行禁止）

交差点
道交法8，

S6条

信　号　制　御

i系続、ランダム） 単路部 道交法7条
走行遠度の

J 最高速度規制 単路部 這交法22条

注意走行の

ｫ起
一時停止規制 交差点 道交法43条

時間制限駐車区間 単路部
道交法46，

S8」49条
駐車の抑制

駐車禁止規制 単路部 道交法45条

注）道交法：道路交通法

限駐車区間は、パーキングメーターやパーキングチケットによって駐車時間に制限を

設けるものであるなど様々な規制手法が実施されている。以上の規制手法は、我国の

現行法の下で実施が可能である。

　一方、オランダで整備が行われているポンネルフは、前章で述べたようにボンネル

フ法とよばれる新しい区画道路の交通に関する法律を制定し、それにより車と歩行者

の共存状態を創り出す規制や道路構造を法的に裏付けている。我国の現行法では、こ

のような内容を含んだ法令は見いだせないが、ボンネルフ法は規制手法の一っとして

挙げることができる。

　3－3－3　物理的手法

　物理的手法とは道路構造を新設あるいは改良することにより、その道路を通行する

車両等に対して物理的に通行を抑制をしようとするものである。

　諸外国の実施例から物理的手法を分類すると表3・3・2のようになる。1）3）

　通行遮断とはいわゆる袋小路で、通過交通を抑制するものであり、クルドサックと

も言われている。直進遮断とは、車両の進行する道路と交差する道路において中央分

離帯を設け、車が直進できないようにして通過交通を抑制するものである。幹線道路

と区画道路の交差点に実施されることが多い。斜め遮断とは、交差点内の車道部分を
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対角線状に遮断し、車両が直進できないようにするものである。ネットワーク上のルー

プ道路をっくって、抜け道に入りこむ交通などを排除するのが目的である。斜め遮断

の計画をする際には、歩行者が安全に横断できること、自転車が遮断と無関係に通り

表3・3・2
　　　　　じ

物理的手法の分類

導入の目的

物理的手法

適用空間

イメージ図

導入の目的

物理的手法

適用空間

イメージ図

通行遮断

単路部

車道の蛇行

iスラローム）

単路部

直進遮断

交差点

⇒ピー

ｹ「←
交　差　点

n　　ン　　プ

交差点

斜め遮断

交差点 ・Lレ尋

ミニロータリー

交差点

⇒〉掾Aド　

狭　さ　く

i大型車抑制）

交差点 這事ヨユぜ

狭　さ　く

単路部

一
ハ　　ン　　プ

単路部

車　止　め

iボラード）

単路部

ラ　ン　プル

Xトリップ

単路部

：

切欠き駐停

ﾔスペース

単路部

’

駐車の抑制

車道の蛇行

iクランク）

単路部

｛” 狭　さ　く

単路部

一　ロー

車道の蛇行

iフォルト）

単路部

歩車道段差

ﾌ増大

単路部

歩道
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抜けられるよう配慮する必要がある。また、緊急自動車が通り抜けできるように、取

りはずし可能な柵（ポール）を中央に設けておく場合もある。

　狭さくとは、車道幅員を局部的に狭くするものである。これにより、ドライバーに．

対して視覚的に抑制を図り高速度で走行しにくくする。また、大型車の通行を抑制す

るために普通車の幅まで車道幅員を狭めたり、駐車車両の排除のために駐停車が不可

能な幅まで車道幅員を狭くする方法がある。

　ハンプとは、車道の路面を局部的に盛りあげ通過時にドライバーに不快感や危険感

を与え、あるいは事前にハンプを認知させ、走行速度を抑制しようとするものであ

る。ハンプを、舗装が盛り上げられている部分の長さで細別すると、

　　①20cm～1m程度バンプ（英語：Bump）

　　②1m～4m程度ハンプ（英語：Hump）

　　③4m～9m程度部分盛り上げ舗装（独語：Aufpflasterung）

に分類され、この3種類はその設置目的により使い分けられている。

　また、路面は平坦のままで、着色や材質で路面を視覚的にきわ立たせたものはイメー

ジハンプと呼ばれ、後述する心理的手法の一っである。また、交差点部分を盛り上げ

て、交差点での走行速度の抑制や注意走行を促すものに交差点ハンプがある。

　ランブル・ストリップとは、車道の路面に比較的小さい凹凸を多数連続して並べて、

車両に連続的な微振動と騒音を与えドライバーに注意を喚起させ、速度を抑制する舗

装である。

　車道の蛇行とは、車道の線形をクランク状やスラローム状にして蛇行走行させるこ

とにより速度を抑制しようとするものである。また、交通流を制御し走行速度を抑制

するために路側（または歩車道境界）から道路中央に突出させた物理的施設をフォル

トと呼んでいる。

　ミニロータリーとは、信号が設置されていない交差点において、交差点内にサーク

ル（円形の交通島）等を設け、直進を妨げ右または左回りの一方通行にし速度を抑制

するものであり、サークル内の景観整備を行うことにより地域のシンボルとすること

もできる。

　これらの新しい道路構造は、我国でコミュニティ道路が初めて作られた昭和55年以

前にはほとんど実施されたことが無い。諸外国では前章で述べたように計画、もしく

はすでに実施されているものであるが、特に、表3・3・2に示す構造のうちで、車

道の蛇行に関するもの（クランク、スラローム、フォルト）や車道の盛り上げ舗装
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（ハンプ、交差点ハンプ、ランプル・ストリッ

プ）に関しては、我国では基準や構造指針は定

められておらず、十分な研究もなされていない。

一方、我国では地区交通の問題が深刻となり、

新しい道路構造にっいても導入の機運が高まる

中で、これらの構造の力学的特性の把握やそれ

に基づく形状寸法、配置方法などを検討する必

要性が高くなっている。

　3－3－4　心理的手法

　心理的手法は規則や物理的な拘束は無いもの

の、路面標示や看板、サイン、イメージハンプ

などによってドライバーに心理的な影響を与え

て速度の抑制や注意走行を促すものである。心

理的手法を表3・3・3にまとめる。1）4）

　警告信号とは、制限速度を越えて走行したド

ライバーに信号を点滅させ警告を与えるもので

ある。イメージフォルトとは、路面に車道が狭

くなっているように見える着色をしたり、舗装

材に変化を持たせることによりドライバーが走

行速度を抑制することを期待するもので、一般

には道路端から車道中央に向かって張り出した

模様を指している。減速ストライプとは、道路

直角方向に多数のストライプ状の路面標示を行

いドライバーに視覚による警告を与えるととも

に、車体に微振動を発生させることにより速度

を抑制するものである。主として、カーブの直

前などに用いられている。交差点マークとは、

交差点中央部分に路面標示などでマークを設置

し、ドライバーが交差点に接近したことを知ら

せるものである。

　以上のような心理的手法はドライバーの状態
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や周辺の状況によってその効果の程度が左右されやすいと考えられ、規制や物理的手

法を補完する形で実施されることが多い。

3－4　交通抑制策の組合わせと面的整備

　3－4－1　交通抑制策の組合わせ

　コミュニティ道路などでは、蛇行やハンプなどの物理的手法やイメージハンプなど

の心理的手法と速度規制・一方通行・大型車両通行禁止などの規制手法を組み合わせ

て整備が行われることが多く、それぞれ個々の手法が相互に補完し合うことにより一

層整備効果が高まる。

　ここでは、このような物理的手法や心理的手法と規制手法の組合わせが必要、ある

いは可能なものにっいて分類する。

　基本的な組合わせはっぎの3っに分類することができる。5）

　　①法的な交通規制を物理的手法・心理的手法で補完し、目的の達成度を高める。

　　②物理的手法・心理的手法に交通規制手法を組み合わせることにより、施設整

　　　備の意図を法的に裏付け、その目的の達成を可能にする。

　　③規制と構造とが一体となることにより、整備が可能となる。

①は、規制手法の効果を高めるため物理的手法・心理的手法を併せて行うもので、

その導入の目的が一致しておれば道路環境等を考慮しながら組み合わせることにより、

その目的の達成度を高めることが可能となるものである。

　我国では生活ゾーン規制のように、規制手法による交通抑制策が先行して実施され

てきたことから、この組合せのように規制手法を補完する形で物理的手法や心理的手

法の導入が進められているものが多い。

　組合わせの事例にはっぎのようなものがある。指定方向外進行禁止規制や一方通行

規制と、交差点部での直進遮断・斜め遮断（物理的手法）、幹線道路から地区内の区

間道路への進入部でのハンプ・狭さく（物理的手法）を組み合わせる方法がある。こ

れにより自動車通過交通量の削減効果をより一層高めることが可能になる。また、最

高速度規制が実施された区間に蛇行・ハンプ・ランブルストリップ（物理的手法）や

イメージフォルト・警告信号（心理的手法）を導入することにより走行速度の抑制効

果を高めることが可能となる。交差点に進入する手前には、交差する道路の優先関係

を明確にし出合い頭事故等を防止するため、一時停止規制が実施されることがあり、

このような交差点に交差点ハンプ・ミニロータリー（物理的手法）や交差点の舗装改
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良・交差点マーク（心理的手法）を組み合わせることにより、交差点での走行速度の

抑制や注意走行の喚起を徹底することができる。

　②は、物理的手法・心理的手法による整備を法的に裏付け目的の達成を可能にする

ため、規制手法を組み合わせるといった連携の関係である。このような事例としては、

車道の蛇行により走行速度を抑制する際に、大型車の通行や施設による分離を伴わな

い対面通行を認めると、大型車が物理的に通行できる軌跡を確保したり対面車両がす

れちがうことの可能な車道幅員を確保する必要が生じるため、普通車に対する蛇行に

よる抑制効果が期待できないことになる。このため、車道の蛇行を実施する際は、大

型車通行禁止、一方通行規制と組み合わせる必要がある。また、狭さくの場合は、狭

さく部分での対面通行を行うことは抑制効果が生じないことから一方通行と組み合わ

せたり、狭さく付近での駐停車車両により物理的に通行が確保できない状態が生じる

ことから、駐停車禁止規制と組み合わせる必要があるといえる。

　③は、規制と構造とが一体的になる場合で、この例として、オランダのボンネルフ

がある。ボンネルフは自動車を徹底して抑制する道路設計を施した上で特別の交通規

制を適用することによって、歩行車の優先と車の徐行義務、駐車場所の限定を単一の

標識で同時に示すこととした総合的な手法であるが、我国の現行法に同様な手法は見

いだせない。

　3－4－2　交通抑制策の面的整備

　これまでは、単路部や交差点における交通抑制策を

分類してきたが、ここではそれらを地区道路網に面的

に整備する方法を検討する。

　面的な整備には、規制手法による場合と物理的手法

による場合とがあるが、これらの整備は主に自動車交

通量の削減であり、とりわけ通過交通の削減がその目

的となる。

　規制手法による通過交通削減方法としては、①道路

網の交差点に着目して、交差点での進行方向別規制を

組み合わせる方法と、②単路部に着目して、一方通行

規制を組み合わせる方法とがある。これらを組み合わ

せた一例を図3・4・1に示す。

　物理的手法による通過交通の削減の方法としては、

」　」＿＿＿＿＿＿■＿＿」　　L

ロロロ
ロロ眞
団ゴロ

「　r－一一一
　4－一方通行規制
　　r進行方向規制

r

（矢印の方向のみ進行可）

図3・4・1
通過交通削減のための

規制手法の面的整備
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単路や交差点での通行遮断、交差点での斜め遮断、幹

線道路などとの交差点での直進遮断を組み合わせる方

法や、さらに区画道路への進入部分に着目し、幹線道

路などからの進入部の交差点で、区画道路側にハンプ・

狭さくなどの施設を配置し、地区内に進入しにくい形

態にする方法を組み合わせることがある。これらを組

み合わせた一例を図3・4・2に示す。6）

　さらに、規制手法と物理的手法とを相互に組み合わ

せることにより、一層の効果を上げることが期待でき

る。

≒TF＝＝＝＝＝：＝＝＝－rr

図3・4・2
通過交通削減のための

物理的手法の面的整備6）

3－5　結　　語

　本章では、本研究の対象とする歩車共存道路の設計に用いられる種々の手法を分類

整理して、各手法の特徴や設計上の課題をまとめるとともに、それらの組合せの考え

方にっいて考察した。

　まず、3－2では住宅地区における歩車共存道路の目的を明らかにした。その結果

は以下のようにまとめられる。

　　①住宅地区内の道路において「快適な歩行車空間が確保されるとともに、自動

　　　車交通の抑制により交通の安全性が確保され、区画道路が生活空間として機能

　　　している状態」、すなわち「歩車共存状態」を創出することを目的としたのが

　　　歩車共存道路であり、そのための具体的目的をもった種々の設計手法「歩車共

　　　存手法」が用いられる。

　　②歩車共存状態を創出するには、まず自動車交通の抑制が第一であり、歩車共

　　　存手法はその大半が自動車交通抑制の目的をもっている。それに加えて緑化や

　　　舗装等の改良による道路景観や構造の改善整備の手法も歩車共存手法に入れる

　　　ことができる。

　　③さらに自動車交通抑制は具体的にはi）自動車交通量の削減、il）走行速度の

　　　抑制、hi）注意走行の喚起、　iv）駐車の抑制の4っの目的に分類でき、歩車共

　　　存手法はこれらのうち1っあるいは複数の目的を達成するために導入されると

　　　いえる。

　3－3では自動車交通抑制策を分類し、その特徴を明らかにした。その結果は以下
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のようにまとめられる。

　　①自動車交通抑制手法は、その実現方法から見て、i）規制手法、　ij）物理的

　　　手法、匝）心理的手法に分類することができる。規制手法は法的な交通規制を

　　　用いるものであり、その他の2っは道路の設計や意匠に工夫をするものである。

　　　物理的手法が道路構造の改善によって物理的に高速走行を不可能にしたりする

　　　ものに対して、心理的手法はドライバーへの注意喚起などを促す道路のデザイ

　　　ンや色彩の変化を用いるものである。

　　②規制手法は、従来から進められてきた生活ゾーン規制において多くの実績が

　　　あり、最高速度、駐車禁止、一時停止、一方通行、通行禁止規制などが用いら

　　　れている。しかし、それぞれの規制は単一目的をもったものであり、例えばオ

　　　ランダのポンネルフで見られるように、歩行者の優先と車の徐行運転義務、駐

　　　車場所の限定を単一の標識で同時に表す総合的な規制手法が我国には見当たら

　　　ない。

　　③物理的手法、心理的手法は近年ボンネルフに始まった歩車共存道路の普及で

　　　多様な手法が開発されており、それらは自動車交通量削減、走行速度抑制、注

　　　意走行喚起、駐車抑制の目的で用いられている。しかし、我国ではその実施例

　　　は試行の段階にあるものが多く、特に物理的手法にっいては自動車走行に与え

　　　る力学的特性の把握やそれに基づく寸法形状、配置方法の検討が必要であるこ

　　　とが明らかになった。

　3－4では規制手法、物理的手法、心理的手法の組合わせや面的配置の考え方を整

理した。その結果は以下のようにまとめられる。

　　①法的な規制手法と、道路施設面による物理的、心理的手法には、同一の目的

　　　の達成度を高めるための補完関係、道路施設整備の意図を法的に裏付け目的の

　　　達成を可能にするといった連携が必要であることを示し、その具体的な組合わ

　　　せを整理した。

　　②また、各種手法は面的に配置することが重要であり、特に地区への通過交通

　　　抑制の効果を得るには自動車の交通をコントロールするような配置計画が必要

　　　なことを明らかにした。

　以上のようなことから、歩車共存手法の設計上の課題としては、まず主要な物理的

手法の力学的特性の把握と望ましい設計諸元の作成が必要なことが明らかになった。

そして、その実施効果を見極めるためには、一定のまとまりをもった地区において各
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種手法を組合わせて面的に配置を行ったうえで、交通や住民意識への影響を調査する

必要があると考えられる。
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第4章　蛇行に関する実験的研究

4－1　概　　説

　本章では、歩車共存手法のうちの主要なものの1っである車道の蛇行にっいてその

設計方法を検討した。そのため、現実の区画道路において交通流動を観測して蛇行の

影響を明らかにするとともに、実験道路を設け、自動車等の走行実験を行い、蛇行に

よる各交通主体への影響を分析した。

　まず、4－2では、現実の区画道路において自動車、歩行者、自転車の行動実態を

8mmカメラを用いて観測し、道路形態や駐車車両との関係に着目してそれらの交通

特性を分析する。特に駐車によって生じる蛇行走行が自動車の走行速度に与える影響

に着目して分析を行い、蛇行の有効性を明らかにする。

　4－3では、路上に障害物を配置した実験道路において、自動車の走行状態を観測

し、蛇行の大きさと自動車の走行状態との関係を把握する。

　4－4では、車道の蛇行を取り入れた道路線形を実験道路において再現し、自動車、

歩行者、自転車の混合流動状態を観測し、それらの行動特性を分析することにより、

蛇行手法を導入した場合の交通流動状況を明らかにする。

　さらに4－5では、これまでに行った調査・実験の結果をまとめる。

　最後に4－6では、得られた成果を要約するとともに、今後の課題について述べる。

4－2　区画道路における行動実態調査

　4－2－1　調査の目的

　区画道路では自動車、歩行者、自転車が混合交通の状態になって通行しており、追

い越し、すれ違い、回避等の現象や、時には接触、衝突あるいはそれに近い状態が日

常的に発生している。ここでは現実の区画道路における交通流動の実態を詳細に観測

することにより、それらの交通特性を把握する。1）

　4－2－2　調査及び解析の方法

　現実の混合交通下における歩行者、」自転車、自動車のありのままの行動を観測する

ためには、対象者が自然な状態、言い換えれば観測されていることが意識されていな

い状態になければならない。そのため、本調査では、区画道路上の行動を一望できる

位置に8ミリカメラを設置し、メモモーション撮影を行った。2）

　撮影対象区間は、8ミリフイルムの解像能力から30m程度とし、またメモモーショ
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ン撮影の間隔は、タイマーの最小値0．6秒に1コマ（毎分100コマ）としている。この

場合、歩行者は30～40コマ程度、自転車は10～20コマ程度、自動車は6～8コマ程度

で対象区間を通過することになる。

　観測対象道路は、様々な区画道路における行動実態を把握するために、道路構造

（幅員、断面構成など）、交通規制（一方通行など）、沿道土地利用などを考慮して、

大阪市周辺部の区画道路から異った特性を持っ7カ所を観測区間として抽出した。ま

た、道路を見おろすことができるビルや民家があり、そこからの視界に看板等の障害

物がないことや自動車、歩行者、自転車の混合状態が見られる程度の交通量があるこ

とも選定にあたって考慮した。図4・2・1に示す7カ所が観測対象道路であり、こ

れらの道路情況、沿道状況、撮影日時を表4・2・1に示す。

｝

　ト　　81　　　　　　　　　　　　　ヰBPE

　　（a）道路A　旭区新森

｜

U501

‘

「↓　mo5

i培

雨

費》爲

　　　プvアク

（d）道路D

阿倍野区阪南町

　　（b）道路B　都島区都島本通　　　（c）道路C　生野区中川東

　　　1
N」止

旨停吉

品篇

嗣
（e）道路E

阿倍野区三明町

」　i

嗣　　レーh

（f）道路F

都島区都島北通

図4・2・1　調査対象場所

t

嚇　鑓　　鯛

（9）道路G
城東区今福

　地区道路をメモモーション撮影して8ミリ画像をスクリーンに1コマずっ映し出し、

自動車、自転車、歩行者の位置を座標値として読みとることにより解析データを作成

する。図4・2・2は座標化した行動軌跡の1例である。メモモーション撮影では
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表4・2・1　対象道路の概要

道　　路　　状　　況
沿道状況 撮　影　日

撮影時刻
i30分間）

天　候記　号 撮影場所 幅員 最高速度 駐車規制

道路A 旭区新森4 9．Om 30km／時 54年1月13日（土） 8時45分～ 曇終　　日

梼ﾔ禁止
住商混在

〃 9時25分～ 〃

〃　B 53年11月10日（金） 15時00分～ 晴都島区都島本通3

@都島小学校3階屋上 5．6m 20km／時 〃 商　　業 〃 15時45分～ 〃

〃 16時30分～ 〃

53年7月14日（金） 8時ユ5分～ 〃

〃C 〃 11時00分～ 曇生野区中川東2－7

@新松寿司3階屋上 6．9m 〃 〃 住商混在 〃 12時00分～ ”

〃 15時00分～ 〃

〃 16時00分～ 〃

〃 17時00分～ 〃

〃　D 53年11月17日（金） 10時30分～ 耐）ち曇阿倍野区阪南町6－9

@サノ宝飾店3階屋上 8．05m 30km／時 〃 住　　居 〃 11時05分～ 曇

” 11時45分～ 〃

〃E 〃 14時50分～ 〃阿倍野区三明町2－5

@大久ピル3階屋上 7．1m 〃 〃
住　　居

i片側高校）
〃 15時25分～ 〃

〃 16時05分～ 〃

〃F 53年11月10日（金） 8時30分～ 晴都島区都島北通1－9

@中本商事（株）3階屋上 7．7m 〃 〃 住　　居 〃 9時05分～ 〃

〃 10時10分～ 〃

54年1月16日（火） 14時40分～ 〃

〃G 城東区今福2 8．Om 〃 〃 〃 〃 15時30分～ 〃

〃 16時15分～ 〃

コマ間隔が一定（ここでは0．6

秒に1コマ）であるため、この

行動軌跡から速度も読み取るこ

とができる。

　4－2－3　調査結果と考察

　道路構造、交通規制、沿道土

地利用等の道路条件が異る7カ

修・髪

図4・2・2　道路上の（x，y）座標

観嵩対象区域

所の区画道路における観測データは、8ミリフイルムで26本あり、フイルム1本の撮

影時間は約36分、3，600コマであるから合計約950分、94，000コマのデータが得られ

た。

　ここでは特に、自動車、歩行者、自転車の行動に最も影響を与えていると考えられ

る、①歩道等の形態、②路上駐車車両に着目し、この2条件以外の道路状況が比較的

似通っている箇所を比較して、これら2条件と行動軌跡の関係を検討する。

（1）歩道等の形態と歩行者の行動軌跡

　　歩道等の形態別に歩行者の行動軌跡を示したのが図4・2・3である。
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「‖－」

（a）道路B

ー『己』庄

‖

（b）道路C

（c）道路F

ス　t　ロ　　ぼトロ　t　　ロしロ　　，　　コ　t　　　　tte　ltt

　（d）道路D

ーr⊥

w匪

ー［

（e）道路G

‖：

図4・2・3

　　　　　　　　　　（f）道路A

歩道等の形態と歩行者の行動軌跡

　まず（a）に示す道路Bをみると、自動車の通過が少ないこともあり、歩行者は道

路全体を通行している。自動車が今日のように増加する以前は、すべての区画道路が

このような状況であったと考えられ、歩行者が本来的に求める姿であると思われる。

　次に白線によって区画する路側帯が設けられた（b）に示す道路Cをみると、歩行

者は必ずしも路側帯の中だけに限定されてはいないが、通行帯の幅はかなり小さくなっ

ている。路側帯のみがある道路として選定した（b）に示す道路Cは、自動車交通量

が多く、その影響も十分考えられるが、図4・2・4に示すように自動車交通量が少

ない時間帯でもやはり歩行者は路側帯の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r■
近辺を通行しており、路側帯の設置は歩

車分離という点で効果があることがわか

る。

　次にガードレール、駒止めブロックと

いう工作物によって歩行空間が確保され

たり、段付歩道が設けられている図4・

睡：：

　　端繧
廓●●●

図4・2・4
路側帯と歩行者の行動軌跡（道路C）
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2・3の（d），（e），（f）に示す道路D，G，Aに着目すると、幅1．7～1．8mの段付歩

道がある道路Aを除いて、歩行者が車道部分にはみ出して通行している。このことか

ら物理的に歩行空間を確保しようとする場合、少なくとも1．7～1．8m程度の幅員がな

ければ、その機能を果たせないことがわかる。

　また、物理的に通行帯が決められていない（a），（b）に示す道路B，Cをみると、

歩行者は路側より0．5～1．Omの部分はほとんど通行しないという特性がみられる。

（2）駐車パターンと歩行者の行動軌跡

　　歩行者、自転車、自動車にとって、路上駐車車両は固定された障害物と全く同一

のものであり、行動軌跡がそれによって変化することは明らかであるから、ここでは

図4・2・1で示した道路C上において歩行者が路上駐車車両を避ける場合、道路の

申央寄りを選択するか、路側寄りを選択するのかをみてみる。図4・2・5をみると、

路上駐車車両と道路端の間の路側帯が0．7m以下の場合（a），（b）はすべて中央寄り、

1．2mの場合（c）は中央寄りと路側寄り、1．7mの場合（d）はすべて路側寄りである。

このことから、少なくとも1．2m、可能ならば1．7m程度は歩道幅員として必要と考え

られる。　　　　　　　　　　　　　N

（a）　1過量夢行●‘t自e墓117f叶イS　et■76

璽 劃

（c）…tt舟、・e＿＿。＿．，、　　　（d）・・一・…f・t－…・・一・’…一

　　図4・2・5　路上駐車車両と路側の間隔と歩行者の行動軌跡（道路C）

（3）自動車の走行軌跡と速度

　　ここでは障害物としての路上駐車車両がある場合の、自動車の走行軌跡と速度に

ついて分析する。
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　図4・2・6は、道路C上において、駐車車両の位置が異なる場合の自動車の走行

軌跡、平均走行速度を示したものである。

一3°o

（a）パターンA

（b）パターンB

（c）パターンC

　　

@　
@・…調

　　　　　…一“　　　　　゜°昆　　　　　　．｝　　　　　　．｝　　　　　　一

　わ　m，

放4

97

宦｣

　　数均差

＝

　　サ平標

コ｝『｛一『ロ｛
】0

｛

　　　0　　　　　　5　　　　　　‘0　　　　　1S　　　　　N　　　　　　25　　　　　論　　　　　　鵠　　　　　　40

　　　　　　　　　　　　　　　平均走行速度（km／h）

1縫漏三一一。一一一s－’一一io

　　　　　　　　　　　　　　　平均走行速度（km／h）

図4・2・6　自動車の行動軌跡と平均走行速度分布（道路C）

　これをみると、（b）に示すパターンBのように障害物があっても直線的に走行で

きる場合には、障害物の影響がほとんどない（a）に示すパターンAと同等の平均速

度が確保されている。しかし標準偏差は大きくなっており、影響を受けた自動車もあっ

たことがわかる。これらと比較して（c）に示すパターンCのようにハンドルを操作

して蛇行しなければならない場合は、平均速度が約10km／時も低下している。

　この現象を図4・2・7に示すように、1コマごと（0．6秒ごと）に自動車の位置

を乗用車とトラックにっいて再現した図でみると、特にトラックが障害物に近づくと

コマごとの間隔が小さくなっていることから、急速に速度が低下していることがわか

る。

　このように、蛇行せざるを得ないような障害物があると、自動車の平均速度が低下

することが明らかになった。このことは蛇行を強いる道路構造が自動車交通の抑制策
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（a）乗用車 （b）トラック

図4・2・7　路上駐車車両による自動車走行速度の低下現象

として活用できることを示している。

4－3　自動車の単独走行実験による効果分析

　4－2の行動実態調査からみて、区画道路上にストリート・ファニチャー等の施設

を設置し、自動車を蛇行させることができれば、自動車の走行速度が低下することが

わかった。しかし、蛇行の大きさと走行速度の関係を定量的に把握するには至らなかっ

たことから、実験道路を設け、障害物を設置し、自動車を走行させる実験によってこ

の点を検討することにした。3）

　本節では、実験の内容とその結果にっいて述べる。

　4－3－1　実験方法

　昭和54年10月14日（日曜日、天候晴）京都大学天野研究室の指導のもとに京都大学

構内の道路において実験を行った。実験道路の概要は図4・3・1に示すとおりであ

る。実験道路は幅員が6．2m（観測区間内で一定）、直線区間は76mで、そのうちの46

mを観測区間とする。観測区間の前方20mを助走区間とし、また後方10mを車の制動

および右折のための区間とする。なお、実験道路の側方はグランドおよび樹木の植え

られた空地であり、開放的である。実験結果は、実験道路を見下ろす校舎（4階建て）

の屋上に8mmカメラを据え、自動車の走行状況を撮影記録する。撮影場所の高さは

地上約20mである。写真4・3・1は、実験風景を撮影したものである。

　実験には1400～1600ccクラスの小型乗用車を5台用い、1台にっき1人の被験者

（ドライバー）を配置した。車道に屈折を設けるための障害物として、長さ135cm、

幅45cm、高さ60cmの木製の直方体を使用する。障害物の高さは、車の運転席からの

視界を確保することを考え60cmとした。

　車道の屈折の設置方法にっいてはさまざまなパターンが考えられるが、実験では図

4・3・2に示すように、走行方向の配置間隔（以後Lと呼ぶ）ならびに幅員方向の
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一20
　助走区間　　　　　　　観測区間　　　　　　　制動区間

図4・3・1　実験道路の概要 写真4・3・1　実験風景

ずれ幅（以後Wと呼ぷ）を設計要素としてこれを変化させることで作成した。すなわ

ち間隔Lにっいては7mから2mおきに4種類、ずれ幅WにっいてはOmから0．5mお

きに5種類としてその組み合わせ20種類の配置パターンである。

　実験が進むとともに、運転者の「慣れ」が生じることが予想されるため、その影響

をできるだけ排除するために、20種類の配置パターンの実験順序をできるだけランダ

ムにすることとし、今回の実験では図4・3・3のような実験順序を採用した。なお

この順序は被験者には知らせずに実験を行った。

　　長さ13　5cm，幅45cm．高さ60cmの木製の
／障害物　・動車の醐W

図4・3・2　障害物の配置パターン

6．2m

　／／／∠

‥7
f／♂

彪絃

　　　　　　　　　　L（m）　T　　　　9　　　11　　　13

図4・3・3　実験順序

各配置パターンについて、5人の運転者がそれぞれ2回ずっ走行することとする。

したがって、各配置パターンごとに2回×5人＝10回、実験全体としては10回×20パ

ターン＝200回の車の走行挙動を観測する。

被験者には、助走区間内で25km／hに加速し、観測区間に進入するようあらかじ
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め指示を与えた。進入地点での車の進路の左右のずれをなくするために、進入地の真

横にある障害物（植木）によって、道路中央から1．5～2．Omの地点を車の中央が通過

するように誘導した。

　本実験で8mmフイル

ムに記録された観測結果

は、4－2の行動実態調

査と同じ方法により、す

べてデジタル変換した。

このデジタル変換された

データを用いて、各配置

パターンにっいて全サン

プル（5台×2回、計10

サンプル）の走行軌跡と

速度を解析した。図4・

3・4は走行軌跡と走行

速度変化を図化した例で

ある。

　4－3－2

自

o

走

行3
速度

0　　5　　10　　15　　20　25　　30　35　　40　45m

図4・3・4 走行軌跡図および位置速度変化図の一例

（W＝Om　L＝9mのパターン）

　　　　　　　実験結果と考察

　ここでは、図4・3・5に示す方法で求めた平均速度を比較することで、障害物の

配置による車の速度抑制効果分析する。

　このようにして得られた平均速度の分布を、横軸に配置パターン、縦軸に速度をとっ

影響区間

5　1．35　L　1．35　L　　1．35 m

　　　　　　　　圏

｣　　　　　圃

左図に示すように、第一障害物の手前5ntか

ら、第三障害物の前面の地点までを障害物の

影響区間として、この区間を通過した車の軌

跡に沿って測定した距離を、移動に要した時

間で除して、平均速度を求めた。

図4・3・5　平均速度の測定方法
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て図示したのが図4・3・6である。この図によれば各配置パターン内での10サンプ

ルの平均速度にはかなりの変動が見られるものの、全体としては、L、　Wが減少する

にっれて、すなわち蛇行の大きさが大きくなるとともに、速度が低下していることが

わかる。

krn／h）
40

22

2i

0．00．5　1．0　1◆5　2．0

　　11

図4・3・6　配置パターンごとの速度分布

次に配置パターンの変化による速度の変化を見るため、各配置パターンごとの10サ

ンプルの平均速度の平均（以下、Vとする。）を求めた。図4・3・7は、　VとWと

の関係をLの値ごとに示し、図4・3・8はVとLの関係をWごとに図示したもので

ある。また、VとL、　Wとの関係を直線式で重回帰分析をしたところ、表4・3・1

の結果が得られた。

　図4・3・7と図4・3・8から各配置パターンにおける10サンプルの平均値はL、

Wの減少に伴って減少する傾向が読み取れる。これら20種の配置パターン間では、V

の最大値と最小値との間には8．42km／hの差があり、またLが一定のとき、　Wの2m
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（km／h）

V
30

28

26

24

22

20

L（m） （km／h）

　　　0　　50　　100　150　200W（cm）

図4・3・7
配置パターンごとの速度の平均値Vと

障害物の幅員方向のずれ幅Wとの関係

W（cm）

200

　　7　　9　　11　 13L（rn）

図4・3・8
配置パターンごとの速度の平均値V

と障害物の走行方向の間隔Lの関係

の変化に対し、Vは5．21km　表4・3・1配置パターンごとの平均速度の回帰分析

／h～6．9km／h（平均6．04

km／h）、　Wが一定のとき、

Lの6mの変化に対して1．08

～4．15km／h（平均2．6km／

h）それぞれ変化している。

また表4・3・1の重回帰式に示された偏回帰係数を見ると、Wが1m変化した時の

速度の推定値の変化は3．17km／hであり、　Lが1m変化した場合には0．5km／hで、

前者の約6分の1となっている。このように速度抑制に対しては、LよりもWの変化

による効果が高いことがわかる。

　また、配置パターンごとの平均値Vと、車道の屈折度W／Lとの関係を図示したの

が図4・3・9である。図中には、Wを一定としたときのVと屈折度との関係を指数

相関で回帰した結果についても示している。この図によれば、Wが一定のとき屈折度

の増大に伴いVが減少する傾向が見られ、しかもWが小さいときほど屈折度の変化に

伴う速度変化が著しいことがわかる。

回　帰 式 V二176810十3．1675W十〇．5111L

重相関係数 R＝0．9638　　（決定率R2ニ0．9289）

単　位 V：㎞／h　，　W：碗，　L：仇
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　　32
平

均

　　30走

行

速　28

度

　v
　　26
（km／h）

　　24

22

20

　　　　　＼＼＼ミ、

　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　＼b＼　　W－2．Omの場合

　　　　　　W＝0．50mの場合
　　　　　　V＝30．737e－4．7497（W／L）

0．05　　　　　　0．10 0．15 0．20　　　　　　0．25　　　　　　0．30

　　屈　折　度w／L

図4・3・9　障害物の配置パターンと自動車の平均走行速度

4－4　混合交通流動実験による効果分析

　次に、4－2、4－－3で得られた車道の屈折による速度抑制効果をもとに、現実の

区画道路で実施することが想定される道路設計案を数種作成し、この案をもとに、実

験道路において自動車、歩行者、自転車が混合した交通流動状態を発生させることに

より、蛇行を採用した場合の問題点を把握するとともに、走行速度等をさらに定量的

に把握した。4）

　4－4－1　道路設計案の作成

　蛇行手法を現実の区画道路に導入する場合、幅員2mの歩道を両側にとり、中央に

4m程度の車道を設けるとすれば、8m程度の道路幅員が必要となる。ただし、実験

に利用した京都大学構内の道路は幅員7．8mであることから、この幅員を前提に、

次に述べるような事項に留意して、図4・4・1に示すような6種類の道路設計案を

作成した。

　　①配置パターンの基本形
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　　4－3の実験とは

　異なり、直線を基調

　にすることとし、2

　っの車道屈折部の間

　に直線区間を設ける。

　障害物は図4・4・

　2に示すように4カ

　所に設置し、車の通

　行幅員を示すため、

　白線によって車道を

　明示した。

②車道・歩道幅員

　　車道の幅員は、道

　路構造令にもとつく

　最小幅員3mを参考

　に最小2．9m、歩道

　は4－2での調査結

　果から、最小1．5m

　は確保することとす

　る。

③障害物の配置間隔

　　車道幅員7．8mの

　中で車道を2．9m、

　歩道を両側に最小

　1．5mずつ確保する

　と、Wの大きさはか

　なり制約され、幅員

　4．8mの範囲でWを

　決定することになり、

　そのうち車道が2．9

　mを要するため、実

（単位：m）

　　題
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図4・4・1　蛇行手法を用いた道路設計案

　コンクリート円柱
！■一《　直挫　15¢亀、高さ　30¢宙

障害窃《長さ90側、　　　正8垣
n4　St”．　．．Re　6　otm）

図4・4・2　実験道路の構造

一55一



　　　際には1m以上しか採用することができない。このため、4－3の実験におけ

　　　る障害物の配置パターンと対応させ、Wの値としては1mおよび2mを採用し

　　　た。さらに、Lはできるだけ速度を抑制することを目的に、最小の7mとした。

　　④駐車車両

　　　　図4・4・2に示すように、実験では駐車車両を設定した。なお、駐車区分

　　　の明示は行わなかったが、白線に沿う形で障害物と車の先端との間隔が約1m

　　　となるように駐車を行った。

　　⑤車道区分の明確化

　　　　白線によって車の通行区分は明確にされているが、実際の道路においては、

　　　歩道部への車の乗り入れを防止するための車止めの設置が予想されることから、

　　　図4・4・2に示すように、図中の○印の点にコンクリート製の円柱（直径

　　　15cm、高さ30cmのコンクリート供試体）を設置する場合と、設置しない場合

　　　を考えた。この場合、×印の部分にもコンクリート円柱をおいて、車道区分の

　　　明確化を図ったが、これは駐車車両の存在時に、実験走行車が側方によること

　　　を防ぐためのものである。

　以上のことを考えあわせて、最終的には図4・4・1に示すような6種の設計案を

作成した。設計案で変化する要因は、障害物の配置間隔W、Loおよび白線上のコン

クリート円柱の有無であり、すべての場合をっくせば8種となるが、そのうち効果測

定に必要と考えられる6種を選んでいる。

　4－4－2　実験方法

　昭和54年12月9日（日曜日）（天候晴）午前10時～午後5時に京都大学構内の路上

において行った。実験道路の概要を図4・4・3に示す。実験道路は4－3での実験

道路とは異り、幅員が7．8m（観測区間で一定）、直線区間は98mである。幅員が7．8m

ある中央部分のうち38

mを観測区間とし、そ

の前方30mを助走区間、

後方30mを制動区間と

する。助走区間30mの

うち、観測区間側の15

mは幅員が3．8mとなっ

ており、また制動区間

制動区間 約30m　　　　観測区間　38m　　　　助走区間約30m

図4・4・3　実験道路の概要
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でも非常階段によって幅員が約4mとなっているため、こ

れらを利用して車の進入点および退出点での走行位置を一

定に保っようにする。なお、実験道路の左側方は校舎およ

び中庭、右側方は花壇で、側方余裕が十分に感じられる開

放的な道路である。実験風景を写真4・4・1に示す。

　被験者5人に対して、各人に1台ずつ車を割り当て、っ

ねに同じ車を運転するようにした。使用した5台の車は4－

3の実験と同じく、いずれも1，400～1，600ccクラスの小型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真4・4・1実験風景

乗用車である。車道に屈折を設けるための障害物としては、高さ60cm、長さ90cm、

幅45cmの木製箱を用いる。基本的には4－3の実験と同じものであるが、今回は長

さを90cmとし、表面を白色

に塗って存在を際立たせるよ

うにした。　　　　L二犠三歩行者樋行してvaる場合追。越し

　また、実際の道路における

混合交通の状況を模擬的に作

りだすために、図4・4・4

に示すような流動状況を設定

した。実際に実験を行った設

計案と流動状況の組合わせを

表4・4・1に示す。

　表中○印のっいた項目につ

いて、各運転者が2回ずっ、

計10回走行する。前半5回は、

歩行者、自転車を追い越す状

況で、後半5回はすれ違う状

況で行った。したがって、実

験全体で5回×2×23＝230

回車が走行することになる。

なお、自転車、歩行者に対し

ては、その時々で判断した最

も安全と思われる位置を歩く

　　　　　　N■．．　　　　　　　、・口

2　自転草が一台通行している場合

　　すれ違い

口＼、

　8．

自転車＋歩行者と自動車が対面

　　　　　　．o

　　　　　　N・・　　　　　　　’、口

し越い追

自転車が一E、歩行者が一人通行している場合

　　oウp
　　　　　　’‘’“．．．．｛コ

面対が者行歩十車動自と車転自

4．駐車車両があb、歩行者が一人通行している場合

　　　すれ這い

　　。一　　、一・・□

　　　追い越し

　　　　　一・5”』一一口

5．駐車車両があb、自転車が一台通行している場合

　　　すれ違い

　　→一一　’“’”・｛コ

追い趣し

　　＿一　：’”一口

図4・4・4　流動状況の設定
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表4・4・1　実験を行った設計案と流動状況の組み合わせ

配置パターン 流　道　状　況
駐車車両なし 駐車車両あり設　計　案　　　M

障害方

ｨ向
ﾌの
揩ｸ
�齦

W（m）�

線部の長さL。（m� 線上の円柱の有無�

歩人

s連
ﾒれ
ｪの
ﾊ行
�

転車が通行�

自行

]者
ﾔと
ﾆが

ﾊ行�

行者が通行�

� ．0� 5．0� � � � � �
� ．0� 5．0� � � � �
� ．0� 0．0� � � � �
� ．0� 0．0� � � � �
� ．0� 0．0� � � � �
� ．0� 5．0� � � � �

）

設計案2，3の空白部

は目転車単独走行の

合自転車が円柱の

外周を通行する。

設計案5，6では駐車

車両より側方に空間

が十分あるためすれ

い、追い越しが実

上生じない。

うに指示を与えた。観測結果は、4－3の実験の場合と同じ方法によりデジタル変

した。

さらに、各設計案に対する運転者の意見、感想を得るため、各設計案の走行を終え

たびに、運転者に見とおしの良さ、危険感、ハンドル操作のしやすさ、駐車車両、

度感覚、車線の幅員、全体としての感じ及び気づいた点について資料4－1に示す

うなアンケート調査を実施した。

4－4－3　実験結果と考察

1）自動車の平均走行速度

　図4・4・5は、流動状況（追い越し、すれ違いをいっしょに扱った）ごとに、

設計案における速度の平均値を、横軸に流動状況をとって、設計案ごとに示したも

である。この図から、自動車の走行速度に関して次の点が明らかになった。

　①W＝1mの場合（設計案5，6）のほうがW＝2mの場合（設計案1～4）

　　より全般的に自動車の走行速度が低下しており、混合流動においてもWを小さ

　　くすることによる速度抑制効果が大きい。

　②自動車は自転車と追い越し・すれ違う（以下ではこれを総称して回避と呼ぷ）

　　方が、歩行者の場合よりも走行速度が小さい。この傾向はW＝1mの場合、駐
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　　車車両がある場合、円柱があ

　　る場合（設計案2，3，6）に

　　顕著である。

（2）アンケート結果から見た設計

　案の考察

　それぞれのアンケート項目にっ

いては、選択技1～3にそれぞれ一

1，0，1の得点を与えて、5人の

解答を平均した。その値の設計案

による変化を図4・4・6の（a）

～（h）に示す。また項目9（走

行後、気づいた点等）に書かれた

感想のうち主要なものを表4・4・

2に示す。

　これらによると運転者の意識と

して次のことが挙げられる。

　①表4・4・2よりW＝1m
　　である設計案No．5、No．6

　　では障害物の高さに対する危

　　険感が指摘されており、実際

　　の道路での幼児の存在を考え

　　るとこの高さは60cmよりさ

　　らに低くする必要があるので

　　はないかと考えられる。

　②

（数字は設計案NO．を示す）

26

、こ一

1、、、
2、、

、 、

25
、

、

、

、
平 4’ 、

24
ﾏ

∨
、 ＼

速 ＼

度　28
（㎞／b）

5 ’3

22

、

21

20

6
19

18

二　　　自 自 駐
流 人 転 転 車

動 づ 車 車 車

状
れ　　　　一

ﾌ　　　　台

十歩 両十

況 歩 行 歩

行 者 行

者 者

図4・4・5
設計案ごとの流動状況による平均速度の変化

　　図4・4・6の（b）と（c）より、自動車は歩行者との回避時よりも対自転車

　の場合に危険を感じている。しかも白線上のコンクリート円柱があるときに、自

　転車の接近に対する危険を多く感じている。

③図4・4・6の（9）よりW＝lmの場合も、　W＝＝　2　rnの場合も車道の幅員に

　は2．9m，3．Omと大差がないにもかかわらず、　W＝1mの場合には、車道はかな

　り「狭い」と感じている。
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良い1．0

£ﾊ0．0

ｫい一1．0

パターンNo． 1 2 3 4 5 6

W 2 2 2 2 1 1

L・ 15 15 10 10 10 15

白恒上の円柱　　　無　有無

有 有 無 無 有

（a）見とおしの良さ

　安全1．0

ﾊに感じない

@　O．0

�墲ﾉ一1．O
■

パターンNo， 1 2 ⑨ 4 5 6

W 2 2 2 2 1 1

し・ 15 15 10 10 10 15

白田上の円柱

@有無
無 有 有 匁 無 有

（c）自転車の接近時に危険を感じますか

気に
ﾈらないLo

@普通0．0

ｶ◆ま一1．0

パターンNo． 1 2 3 4 5 6

W 2 2 2 2 1 1

L． 15 15 10 10 10 15

白線上の円柱

@　有無
無 有 有 鋸 無 有

（e）駐車車両にっいて

広い1．0

£ﾊ0．0

ｷい一1．0

パターンNo， 1 2 3 4 5 6

W 2 2 2 2 1 1

L・ 15 15 10 10 10 15

白線上の円柱

@有無
無 有 有 無 無 有

　安全1．0

ﾊに感じない

@　0．0

�墲ﾉ一1．0

パターンNo．
’
1　　2 3 4 5 6

W 2 2 2 2 1 1

L・ 15 15 10 10 10 15

白節上の　柱

@有無
無 有 有 頷 録 有

（b）歩行者の接近時に危険を感じますか

良好1．0

£ﾊ0．0

ｫい一1．0

パターンNo． 1 2 3 4 5 6

W 2 2 2 2 1 1

L・ 15 15 10 10 10 15

白0上の円柱

@有賃
無 有 有 無 債 有

（d）ハンドル操作のしやすさ’ G：っいて

もっと遠く1．

魔黷驕

@遭切0．0

烽ﾁと遵い方

ﾀ全　　一1．0

、

’マターンNo． 1 2 3 4 5 6

W 2 2 2 2 1 ！

L・ 15 15 10 10 10 ‘5

白田上の円柱

@有無
債 有 有 餌 無 有

（f）スピードについて

良好1．0

£ﾊ0．0

ｫい一1．0

パターンNo． 1 2 3 4 5 6

W 2 2 2 2 1 1

L・ 15 15 10 10 10 15

白田上の円柱

@有叙
無 有 有 情 無 有

（9）車線の幅員　　　　　　　　　　　　　　　　（h）全体としての感じ

　　　　図4・4・6　自動車運転者の設計案の評価（平均値）
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表4・4・2　自動車運転者へのアンケート結果（気づいた点等）

設計案NO

主　　要　　な　　自　　由　　意　　見

1

・両端が家並でなく広々としているので解放感があり、ハンドル操作は
yである。実際の道路であの幅員ならば、操作はむつかしいだろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・車線の幅員の割に側方余裕が感じられ、歩行者・自転車が接近しても

?ﾜり危険を感じない。　　　　　　　　】

E歩行者・自転車が駐車車両の横にいる時、すれ違い・追い越しをする

栫A出入ロ付近に歩行者のいる時危険感が大きい。

2
・コンクリート円柱が気になり、幅員を狭く感じる。

Eコンクリート円柱が自転車の走行をじゃましていると感じられる。し

ｽがって、自転車の接近に対して気を使う。

3
・歩行者・自転車が道路にはみ出して通行するようになり、気になる。

4 ・駐車車両と車との間を自転車が通過する場合、車の走行に注意を要す

驍ﾆ感じられる。

5
・このよう左障害物パターンでは、障害物の高さが気になる。もう少し

痰｢方がよいだろう。

E車道の屈折のため幅員を狭く感じ、一ンドル操作はむつかしい。

6
・コンクリート円柱が気に左り、スピードを落とさなければならなくな

ﾁた。しかし、歩行者がコンクリート円柱の外側を通行するので、危

ｯは感じない。

4－5　調査、実験結果のまとめ

　蛇行手法に関する4－2，4－3，4－4の調査、実験において蛇行と自動車の走

行速度にっいて得られた成果をまとめると、次のようになる。

　障害物を配置して車道を屈折させることによる自動車走行速度の抑制効果をWと、

屈折度W／L（W：施設の幅員方向の間隔、L：施設の走行方向の間隔）に着目して

整理したのが図4・5・1である。まず、現実の地区道路では、図4・2・6のパター

ンCよりW／L（W＝2m、　L＝6m）と自動車の平均走行速度V（＝19．8kmh）

一61一



（ke／h）

　30

自　28
動
車

の

平

均　26
走

行

速
度

　　24v

22

20

18

●円柱あb

O円柱なし

＼

＼∨＜篭；

　　　　　1

、　　　　辮　　　　　　　　歩行者2人

　　　　　　　　自転車＋歩行者

　」颪8駐・・・…i・・bsiiig　6・？km／h

駐車車両＋自転車

　　　　由

0．10　　　　　　　　0．15　　　　　　　0．20　　　　　　　0．25　　　　　　　0．30　　　　　　　0．35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屈　折　度w／L

図4・5・1　車道の屈折による自動車の速度抑制効果の比較

をプロットしている。また、自動車の単独走行（W＝1．Om及びW＝2．Om）は図4・

3・9の回帰式を表している。さらに、図4・4・1より設計案No．1～No．4は、

W／L＝0．286、No．5，6はW／L＝0．143であり、図4・4・5の各点をプロット

したものである。これをみると、速度の低下はWが小さいほど大きく、屈折度W／L

が大きいほど大きい。また、自動車が単独走行する場合に比べて歩行者や自転車が同

一道路を通行する混合流動の場合は、約3km／h、現実の地区道路においては約

7km／hの速度低下となっている。ただし、蛇行による混合流動実験の結果では、

追い越し・すれ違い時に、歩行者は施設と路側の間を通行する傾向にあるため、速度

は低下せず、車道部を走行する自転車との追い越し・すれ違い時にのみ速度が低下し

ている。
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4－6　結　　語

　本章では、自動車の速度抑制手法のひとっである蛇行に関して、道路上での自動車、

歩行者、自転車の行動実態調査を行うとともに、仮設状態における道路で実験を行い、

蛇行による自動車の速度抑制効果と歩行者、自転車の自動車に与える影響を定量的に

分析した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　まず4－2では現実の区画道路において、自動車・歩行者の行動実態を調査した結

果、次の成果を得た。

　　①歩行者の行動軌跡からみて、路側に歩行者空間を確保しようとする場合、少

　　　なくとも1．7～1．8m程度の幅員が必要である。

　　②路上駐車車両がある場合、歩行者は少なくとも車両と道路端の間が1．2m以

　　　上なければ、路側寄りを選択しない。

　　③蛇行せざるを得ないような障害物があると、自動車の平均速度は著しく低下

　　　する。このことから、蛇行による速度抑制の可能性が明らかになった。

　次に4－3では路上に障害物を配置した実験道路において実車走行を行い、蛇行の

大きさと自動車の走行速度の関係を把握した。この結果、以下のことが明らかになっ

た。

　　①障害物の走行方向の配置間隔（L）、幅員方向のずれ幅（W）と走行速度の

　　　関係は、L，　Wが減少するにっれて、すなわち屈曲が大きくなるにっれて速度

　　　が低下する。またWを小さくする方がLを小さくするよりも速度抑制効果が高

　　　いo

　　②Wを小さくして、車道の屈折度W／Lを大きくするほど速度抑制効果は大き

　　　い。

　また4－4では車道の蛇行を取り入れた数種の実験道路を仮設し、自動車、歩行者、

自転車の混合交通流動を発生させて、行動特性を分析した。この結果、次のことが明

らかになった。　　　　　　　　　一

　　①W＝1mのほうがW＝2mの場合より全般的に自動車の走行速度は低下する。

　　②自動車は、自転車と追い越し・すれ違う方が歩行者の場合よりも速度が低下

　　　する。この傾向はW＝1mの場合、駐車車両がある場合、円柱がある場合に顕

　　　著である。

　　③目動車運転者は、自転車に接近する時、障害物の背が高い時に危険を感じて

　　　いる。また、W＝1mの場合もW＝2mの場合も車道の幅員に大差がないにも
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かかわらず、W＝1mの時に幅員に対する狭小感を持っ。

　以上のことから、蛇行をとり入れた歩車共存道路の設計方法に関する重要な知見が

得られたといえる。

　しかし、本章の実験においては以下のような問題点が残っており、今後の課題となっ

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　①今回の実験は、あくまでも路外に実験道路を設けて行ったもので、一般の路

　　　上とは交通条件が異なっている。また、運転者も実験であることを意識して走

　　　行せざるをえなかったものと考えられる。したがって、現実の道路では、蛇行

　　　の効果も実験結果とはやや異るものとなることが予想され、現実の道路におい

　　　て蛇行を試験的に導入し、その効果を確認する必要がある。

　　②自動車の走行速度を抑制する手法として、蛇行以外にもハンプ等があり、そ

　　　れらの手法との組合わせによる効果を確認する必要がある。
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第4章資料
　資料4－1　混合交通流動実験における自動車運転者へのアンケート

の走行を終わって、次の事項について該当するものに○をつけて下さい。

@　　　9．その他には、気づいた点等、自由に記述して下さい。

　見とおしのよさに
P．　　　　ついて 1．悪　い 2．普通　　’ 3．良好

　歩行者の接近時に2．　危険を感じますか

1．非常に 2．別に感じない 3．安　全

　自転車の接近時に3．　危険を感じますか

1．非常に 2．別に感じない 3．安全

　ハンドル操作の
S．

@しやすさにっいて
1．悪　い 2．普通 3．良好

5．駐車車両にっいて 1．じゃま 2．普通 3．気にならない

6．スピードにっいて

　もっと遅い方1．　が安全

2．適切

　もっと速く3．　走れる

7．車線の幅員にっいて 1．狭　い 2．普通 3．広　い

8．全体としての感じ 1．悪　い 2．普通 3．良好

9．その他
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第5章　ハンプに関する実験的研究

5－1　概　　説

　本章では、歩車共存手法の主要な手法のひとっであるハンプにっいて行った走行実

験と、その結果から導いたハンプの構造指針案について述べる。

　5－2では、ハンプに関する既往の研究、実施例の結果を整理し、我国の区画道路

への適用に際して検討すべき課題を明らかにする。

　っぎに、走行実験のためのハンプの形状、実験走行方法、測定方法、実験道路の概

要を5－3で述べる。5－4では、走行実験の結果のうち、走行速度変化、車体の垂

直加速度、ドライバーの感覚の測定結果の分析をまとめる。

　5－－5では、車両がハンプを走行する際に発生する騒音、振動について検討する。

ここでは区画道路の交通流を仮定し、走行実験データをもとにしたシミュレーションを

行い、実際にハンプを設置した場合に生じるであろう騒音、振動の予測、評価を行う。

　5－6では、これらの実験やシミュレーションの結果から、我国の区画道路に適用

が可能なハンプの構造指針案を提案する。

　最後に5－7では、得られた成果をまとめると共に、今後の残された課題にっいて

述べる。

5－2　ハンプの設計および設置方法に関する従来の研究

　5－2－1　諸外国の研究

（1）円弧ハンプの断面形状一イギリスTRRLによる走行実験一

　イギリスTransport　and　Road　Reserch　Laboratory（TRRL）では、円弧ハン

プの特性と最適寸法を求めるため、実験走行路での実車による走行実験を行い、その

結果を1973年に研究レポートとしてまとめて発表している。1）TRRLで走行実験を行っ

たハンプは表5・2・1に示す15種類ですべて円弧の断面形状をレたハンプである。

　この研究の中から、自動車の垂直加速度とドライバーの不快感にっいて公表された

データをもとに各ハンプごとにそれらの値を図化したのが表5・2・2、5・2・3

である。また、図5・2・1はハンプ通過時の垂直加速度と不快感の相関を見たもの

で、両者の間にはかなりの相関が見られる。このことからTRRLではハンプの効果は

垂直加速度を検討することで可能としている。

　表5・2・2より、垂直加速度にっいてはっぎの点が明らかになる。
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表5・2・1　イギリスTRRLで実験した円弧ハンプ1）

ハンプ番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LLength 2m
i51mm）

4in

i102mm）

6in

i152mm）
6m
i152mm）

6in

i152mm）

2ft

i610mm）

4ft

i1．22m）

4ft

i122m）

4ft

i122m）

8ft

i244m）

8ft

i2．44m）

8ft

i2．44rn）

HHeight
0．5in

i13mm）

0．5in

i13mm）

0．75in

i19mm）

1．5in

i38mn）

3in

i76mm）

3in

i76mm）

2in

I05m）

3in

I08m）

4in
i0．10m）　’

2in

iOO5　m）

31n

i008m）
4m
i0．10m）

ハンプ番号 13 14 15

LLεn区th
12ft

i356m）

12ft

i3．66m）

12ft

i3．66m） H

4in 5in 6in L
HHeight

（卯Orn） （0．13m） （卯5m）

①　長さが1m以下のハンプは垂直加速

　　度が全く生じないか、また生じても走

　　行速度が上がるにっれて垂直加速度が

　　減少する傾向が見られる。

②長さ1．22mのハンプの場合は、高さ

　　51mm、76mmでそれぞれ40km／時、

　　30km／時に加速度のピークが生じ、

　　それ以上ではかえって垂直加速度が減

　　少するという現象が生じる。

③これより大きいほとんどの大型ハン

　　プでは高速になるにっれ、垂直加速度

　　が増加するという望ましい傾向が見ら

　　れ、長さ3．66m高さ102mmのハンプは

　　30mile／時まで加速度の上昇が滑ら

　　かに得られる。

　イギリスでは、TRRLでの以上の結果か

ら、底辺長12feet（3．66m）最大高4inches

（10．2cm）の大きさの円弧ハンプをRoad

Hump（Speed　Contro！Hump）とよび、

1983年より合法的に30mile／h（48km／h）

の規制速度の道路でこのハンプを設置する

ことが可能となっている。

eO5

43り・

10

60’b

4

32

1

0　　0．2　0．4　　0．6　　0．8　　1．0　1．2　　1．4　1．6

　　　　　　　　　　　　　　（G）（a）車種　Mini　Clubman　Estate

0
0　0．2　0．4

　（b）車種

0．6　　0．8　　1．0　　1．2　　1．4　1．6

　　　　　　　　　（G）
Bedford　Tipper　Lorry

図5・2・1

垂直加速度と平均不快度の相関1）
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（2）台形ハンプの断面形状

　台形ハンプにっいては、オラ

ンダ、デンマーク、スウェーデ

ンで台形ハンプの実験が行われ

たり、既に道路で実際に設置さ

れたものがあるが、TRRLが行っ

た円弧ハンプのような詳細な実

験データは、現在公表されてい

ない。

　オランダでは、図5・2・2

に示すようなデルフト型ハンプ

と呼ばれる台形ハンプが横断歩

道と併用して使われたり、交差

点ハンプとして実施されている。2）

デンマークでは、図5・2・3

に示す形状のハンプについてコ

ンピューター一によるシミュレー

ションを行っている。図5・2・

4、5・2・5はハンプの高さ

と危険速度の関係を計算したも

のであり、その結果によると、

危険速度（いかなる走行でも運

転者が不快にならない速度の最

小値）は、ハンプの取り付け勾配

（ランプ傾き）が20％の時は10～

20km／時、取り付け勾配10％

の時は30km／時をこえ、また、

ハンプの高さが10～15cmの時

は30km／時であるとしa、る。3）

（3）連続ハンプの設置間隔

　ドイッでは、ハンプをある間

　Pランフ十一一一一一4．0～5．Om－一一→ランプ司

　　　図5・2・2　デルフト型ハンプ2）

0．8－LOm 4rn 0．8－LOm

0．8－1．21n 4m 0！8－1．2rn

一1“　：　O．15m
図5・2・3
デンマークのシミュレーションモデル用ハンプ3）

危険速度（km／h）

60

T0

t30

快秩
（ランプ傾き＝10％）

　　　　　　　　　　（ランプ傾き＝15％）

　　　　　　　　　　（ランプ傾き＝20％）

　　0．60．70．80．91．0　1．11．2　ランプの長さ（m）

図5・2・4　ランプの傾きと危険速度の関係3）

危険速度（㎞／h）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンプの
　　2　4　6　81012141618202224高さ（cm）

図5・2・5　ハンプ高さと危険速度の関係3）
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隔をおいて、複数個設置した連続ハンプにっいて、ハンプの設置間隔と速度に関する

実測を行っている。ハンプの形状は円弧（TRRL型）、台形（デルフト型）とその他

であり、その結果は図5・2・6に示すとおりである。この結果から、ハンプの中間

点の速度にっいて次のような回帰式

を求めている。4）

平均速度V＝45－22．603exp（－O．006

X）r＝0．794…式（5・2・1）

85％タイル速度Vas＝57－26．578exp

（－0．0065X）　r＝0．812…・・………・…

・………・………・… ｮ（5・2・2）

　ただし、Xはハンプ間の距離

　この結果から、平均速度を30km

／時程度にするには、間隔を約60m

以下にする必要があることがわかる。

ハンプ間隔が0に近いところは、2

っのハンプが近接した複合ハンプと

考えられる。

　5－2－2　我国の事例

（1）名古屋市の事例

　名古屋市では昭和56年3月に表5・

2・4に示す4種類の形状について、

木製で幅3mの仮設ハンプを作成し

実験用走行路で走行実験を行った。5）

　この実験では、ハンプの中央より

手前5mでの走行速度の実測値を4

タイプのハンプごとに求め、走行速

度が小さいものから減速効果が大き

いと評価している。また、ハンプ通

過時の不快感、危険性、操縦性を知

〔㎞！h〕

70

10

0

ハ励タイプ
TRRL型
i円弧型）

デルフト型
i台形型）

他のタイプ

一V（平均値） 十 ● ×

v郎（遂g ㊥ ㊦ ⑧

サンプル数 10 9 6

O
oVdH－’ltlll－－Hff－Hl551illoo

　　　　　　　　ハンプ間隔　X

一一一 u田工57一お578xe－O．013xd

　　t　－e．812

　　　ハンプ間隔の1／2d
50　　　　100　　　　150〔m〕

図5・2・6
ハンプ間隔とハンプ中間地点の速度4）

表5・2・4　名古屋市の実験ハンプ5）

タイプ a L 2 L十22

A 7．5 976 712 2400
B 7．5 2176 712 3600
C 7．5 4576 712 6000
D 15．0 2854 373 3600

a：台形ハンプの取り付け部のスロープの角度（度）

L：台形ハンプの上辺の長さ（mm）

2：台形ハンプの取り付け部の長さ（mm）

L十22：台形ハンプの全長（mm）

a

2　　　　L　　　　2

L＋22

るために実験ドライバーへのアンケート調査を行い、それぞれにっいて不快の大きさ、

危険性の大きさ、操縦性の良悪の評価を行っている。その結果は、表5・2・5に示
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すようであり、取り付けスロープ7．5°、　表5・2・5

全長3．6mあるいは6．Omの台形ハン　　名古屋市の実験におけるハンプ形状別評価5）

ブが減速効果、安全性とも優れてい

るとしている。

（2）宮城県汐見台の事例

　宮城県仙台市の郊外に開発された

汐見台ニュータウンでは、細街路の　　注）瓢ご㌫；灘驚ま陀ご霊：㌫が悪くなる。

入り口に台形ハンプを設置してい

る。6）断面形状の決定における検討の内容は、詳

角度 7．5° 15°
評価項目　　長さ

2．4m 3．6m 6．Om 3．6m
減　速　効　果 ◎ o o ◎

不　　快　　感 o ◎ ◎ △

危　　険　　感 o ◎ ◎ △

操　　縦　　性 ◎ ◎ ◎ △

細に報告されていないが、特にハンプと車のボディ

（厳密にはマフラー部）が接触しないように配慮

がなされ、乗車人員5名で時速15kmの場合、ハ

ンプの高さが10cm、勾配が20％程度であれば接

触がないことを、図上ならびに実験走行で検証し

ている。その結果、図5・2・7のハンプを実際

に施工している。

　5－2－3　望ましいハンプ特性と研究課題

（1）望ましいハンプ特性

　一般の交通の用に供される道路で、歩車共存の

状態を創出するために設置するハンプに求められ

る特性は、つぎの5点であろう。7）

　①自動車への速度抑制効果と走

行安全性

　我国の住宅地区内の区画道路

は、欧米の都市と比べて幅員が

狭く、街区長が短いことから、

20～30km／時が安全に走行で

きる速度であり、実際にゾーン

規制が広範囲に実施されている

場合、道路交通法による20km

／時あるいは30km／時の速度

8⇔．O細街路

平面

図5・2・7
入ロハンプの構造6）

一・一・一・一・ ?黶E・一・一安全性の限界

／
㈱鯨灘鷲溺蝋菊㈱鏡憾獺灘㈱P

δ不快感

　　　　　　　　”一一一一一r－→通過速度
　　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60km／h

トー常用速度域一←速度抑制域→高速（非常）域

図5・2・8

目標とすべきハンプの走行特性
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　　　規制が採用されている。したがって、この規制速度まではドライバーの知覚度、

　　　車体の垂直振動、あるいは不快感がほとんど無く、規制速度を越えると、これ

　　　らが急激に大きくなるハンプが走行速度抑制面からは理想的であると考えられ

　　　る。

　　　　しかし、仮に規制速度をかなりオーバーした車であっても、ドライバーある

　　　いは車両が危険な状態になることは避けなければならない。以上のことから、

　　　ハンプは図5・2・8に示す次のような特性を有する断面形が望ましいと考え

　　　られる。

　　　　ア．低速域では通過時のショックがあまり大きくなく、しかも減速すればす

　　　　　るほど、さらにショックが減少する。

　　　　イ．それ以上の中速域では速度に応じたショックを受け、減速を促す。

　　　　ウ．高速域では大きいショックを受ける。

　　　　エ．ただし、いずれの速度域でも乗員、荷物および車両の安全性は損なわれ

　　　　　ない。

　　②設置位置によっては、車道横断路としての機能を有する。

　　③舗装材、色彩は、道路景観の向上に寄与するものであり、合わせて視覚的に

　　　ハンプとしての効果を兼ね備えることが可能なものが望ましい。

　　④自転車、バイク、老人、身体障害者等の通行の支障とならない。

　　⑤ハンプ設置により発生する騒音・振動を可能な限り抑制する。

（2）本研究における検討事項

　5－2－1で述べたイギリスTRRLの円弧ハンプに関する実験結果である表5・2・

2、5・2・3をみると、長さ2．44m、高さ76mmの円弧ハンプで走行速度が40km／

時を越えると垂直加速度が約0．5Gから1．OGへと急に大きく変化する。また不快感も

40km／時まで増加の傾向にある。長さ3．66m、高さ102mmの円弧ハンプは、走行速

度が50km／時まで、垂直加速度、不快感とも増加の傾向にある。イギリスでは後者

のハンブをRoad　Humpとして、規制速度30mile／h（48km／時）の道路で適用し

ている。

　一方、5－2－3（1）で述べたように、我国の区画道路では、安全速度を20～30km

／時としていることから、40～50km／時の速度域を対象とした欧米のハンプをその

まま採用することはできない。また、台形ハンプをみても一応の安全性の検討がなさ

れているのみであり、その走行特性にっいては明らかにされておらず、より詳細な検
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討が必要と考えられる。特に、我国の地区内交通の主役となりっっある2輪車への影

響の把握がなされていない。また、騒音・振動にっいても、我国と西欧各国では道路

沿道の建物の構造等が異なることから、十分な検討が必要と考えられる。

　これらのことから、本研究では、以下のような点を検討する。

　　①区画道路での適用を考えて、自動車の走行速度が20～30km／時におけるハ

　　　ンプの速度抑制効果を明らかにする。

　　②自転車、バイクの走行実験によって二輪車への走行障害について検討する。

　　③自動車がハンプを通過する際に生じる騒音、振動にっいて検討する。具体的

　　　にはハンプ通過速度と騒音、振動の関連を考慮したシミュレーションモデルを

　　　作成し、それをもとにハンプ設置時の騒音・振動の変化を予測する。

　　④横断歩道等の道路標示や道路施設との整合性にっいても検討する。

5－3　実験道路におけるハンプの走行実験方法

　5－3－1　実験ハンプの形状

　これまでの研究の成果をふまえて、走行実験を行うハンプの形状寸法の種類を以下

のように設定した。

（1）単体ハンプ

　　①円弧ハンプ

　　　ア．ハンプ長の下限

　　　　イギリスTRRLの実験結果を示した表5・2・2をみると、　A～Fまでのハ

　　　ンプ長1m未満のものは垂直加速度がほとんど発生していないか、あるいは速

　　　度の上昇に伴って垂直加速度が減少する傾向にある。ハンプ長が1．22mのもの

　　　に至ってはじめて速度と加速度が比例して上昇が始まる。すなわち、ハンプ長

　　　が1m程度以下ではほとんどハンプの効果がみられず、実験ハンプではその下

　　　限長を1mとする。

　　　イ．ハンプ長の上限

　　　　同じく表5・2・2の長さ2．44mのJ，K，　Lと長さ3．66mのM，　N，　Oを比較

　　　してみると、J，K，　Lは高速域に入っても加速度の急激な増加がみられない。

　　　これに対して、M，　N，　Oは垂直加速度が急激に増加していく傾向にあり、安全

　　　性に問題がみられる。したがって、両者の中間の3mをハンプ長の上限とする。

　　　ウ．ハンプ高さの下限
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　　　　ハンプの高さは長さとの関連で決まると考えられるが、同じく表5・2・2

　　　のTRRLの結果からみると、高さ5cm以上のハンプでは速度の増加に対応し

　　　た垂直加速度の増加が認められるが、高さ5cmより低いハンプは、速度が増

　　　加しても垂直加速度はほとんど変化しないか低下の傾向にあり、速度抑制効果

　　　が期待できないことがわかる。したがって、下限高を一5・cmとする。

　　　エ．ハンプ高さの上限

　　　　ハンプがあまり高いと、ハンプ上を自動車が通過する時にハンプと車体底部

　　　が接触することが予想される。このため最低車高12cm程度の、車高がごく低

　　　い自動車でもハンプと接触しないようにするため、ハンプ長1mであれば

　　　7．5cm、ハンプ長3m以上あれば10．Ocmをハンプ高さの上限とした。

　　②　台形ハンプ

　　　　台形ハンプは速度抑制とともに、歩行者の横断路としての利用が考えられる。

　　　横断歩道の最小幅は通常4mであることから、台形の上底の長さは4mとする。

　　　また、横断歩道としての利用を考えると、ハンプ高さは歩道と同一レベルにす

　　　ることが望ましく、区画道路の歩車道の段差は一般的に10cm程度であるので、

　　　高さは10cmとする。台形ハンプのスロープ部の勾配は、デンマークでのシミュ

　　　レーション結果などをもとに、スロープ長が0．5m（20％）と1m（10％）の

　　　両者を実験する。

　　③基準ハンプ

　　　　今回の実験では、後述するように、速度、加速度などの物理データとともに、

　　　ハンプがドライバーに与える不快感あるいは不安感などもできるだけ定量的に

　　　把握することとした。このような感覚尺度を調査する場合、ハンプ走行中に感

　　　覚が乱され、データの信頼性が低くなることが予想される。したがって、実験

　　　ハンプを1回走行することに基準となる別のハンプを走行させ、常に基準ハン

　　　プとの関連で感覚上の尺度を測定する必要がある。

　　　　この基準ハンプは表5・2・2の示すTRRLで実験した各種の円弧ハンプの

　　　中から、図5・2・8の目標とすべきハンプの走行特性と最もよく似ている底

　　　辺長2．44m、高さ5．1cmのものを選定した。

以上の検討の結果、実験を行った単体ハンプの形状寸法をまとめて示すと図5・3・

1のようになる。

（2）複合ハンプ
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　小さな形状のハンプを複

数個近接して並べた場合と

大きな形状のハンプとで

は、どちらがより効果的で

あるのかにっいても調査す

る必要があると考え、図5・

3・2のようなL＝1m、

H＝5cmの円弧ハンプを

2m間隔に設置して1っの

ユニットとした複合ハンプ

についても実験する。

（3）連続ハンプ

　区画道路上にハンプを設

置する主旨は自動車の走行

（cm）●円弧ハンプ○台形ハンプ

　ー・一…　一一・…　°t－一゜°°一一一†一一゜？

5　　57
ハンプの高さ

・●二■9

一＋一一講⇔プ）

図5・3・1

ハンプの長さ

実験ハンプの大きさ

6（m）

←芸：＝晶止

図5・3・2　実験複合ハンプ

速度を継続して規制速度以下に抑制することにあり、そのためにはハンプを連続して

設置する必要がある。ノ▽プ間隔の事例にっいては5　一一　2－1（3）で述べたように

外国でも実験等が行われているが、その意図するところは、30～60km／hの中速度

域を抑制の対象としており、したがって、ハンプ間隔も比較的長くとられている。し

かし、本研究で抑制の対象としているのは、20～30km／hの速度域であり、これに

っいては適切な事例がない。このためハンプ間隔が40mと20mの2種類の連続ハンプ

にっいて実験することとした。すなわち、L＝1m、　H＝5cmの円弧ハンプをハン

プ中心間隔40mで2個、同じく20mで3個設置し、効果を測定することとした。

　以上の実験ハンプを一覧表にまと

めたのが、表5・3・1である。

　5－3－2　実験走行の方法

　実験は、自動車にっいて自由走行

および定速走行の2っの走行方法を

行うこととし、さらに2輪車の走行

を加えた3種類を行った。

（1）自由走行実験

　運転者に速度を自由に判断させて

表5・3・2　自由走行実験の走行パターン

指定位置 指定速度
ハンプ手前10m Okm／時（発進）

ハンプ手前50m Okm／時（発進）

ハンプ手前30m 20km／時

ハンプ手前30m 30km／時
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表5・3・1　実験ハンプー覧表

分類

単

体

’、

ン

プ

複合ハンプ

連続ハンプ

断 面 図

　　L1．」

　　」．」

Hエ5cn

H■15ロ

H巨飴t

■

一、．．＿」

H■10cs

」一，．＿」

H－5ロ

　　息5旭

　　L－一一・・一一一一」

as旭　H－10田

ド＋一’一一・一・＝＝嵐ゴ肝　

」＿＿＿＿、．＿一一＿1
Hnses

ト佃十一・・一ト・」

ト・・一ト…－1

形状

円弧

円弧

円弧

円弧

円弧

台形
（急）

台形
（緩）

円弧

円弧

円弧

傭　考

基準ハン

L＝＝1m，

H＝5cm

孤㎝
15

＝＝LH
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ハンプを通過させ、その速度変化、沿道への騒音、振動の影響を分析する。

　　①走行方法

　　　　表5・3・2の組み合わせのように4っの走行パターンを使って実験した。

　　　すなわち、ハンプ手前10m、30mおよび50m地点での走行速度を指定し、それ

　　　以後は、被験者が適度と思う速度で自由に走行する。一

　　②使用車種および運転者　　　　　、
　　　　実験に使用した車種は、我国で利用されている代表的な自動車を車種別に1

　　　ん2台選定した。乗用車のうち普通自動車としては、セドリック1台を用いた。

　　　小型自動車としては、ファミリアとサニーを各1台使用した。これは、一般的

　　　にファミリアはこっごっとした短く強い振動を運転者に与え、サニーは大きく

　　　ゆったりとしたゆれを運転者に与えると言われていることから、両者を採用す

　　　ることとした。また、大型自動車としては住居地域内の道路で物理的に走行が

　　　可能と考えられる4tダンプトラック1台を使用した。運転者は乗用車に8名

　　　（運転者と乗用車の組合せは固定）、トラックに1名である。

　　③走行回数

　　　　②で述べた運転者9名（乗用車8名、トラック1名）はつぎのような走行パター

　　　ンの組合せを選択した。走行パターンは実験時間の制約からっぎの2種類とした。

　　　（ア）4走行パターン（表5・3・2のすべてのケースを行う）

　　　（イ）3走行パターン（表5・3・2の「30m手前で20km／時」を省略する）

　　　　（ア）のパターンで乗用車の8名が走行した場合、走行回数は32回（4パター

　　　ン×8名）となり、1m－7．5cmの円弧ハンプ、台形（急）ハンプ、複合ハン

　　　プ、設置間隔20mの連続ハンプに採用した。（ア）のパターンでトラックを含

　　　めた9名が走行した場合は36回（4パターン×9名）となり、3m－10cmの

　　　円弧ハンプ、設置間隔40mの連続ハンプに採用した。（イ）のパターンで乗用

　　　車の8名が走行した場合は24回（3パターン×8名）となり、1m－5cm、

　　　3m－5cmの円弧ハンプ、台形（緩）ハンプに採用した。

（2）定速走行実験

　あらかじめ指示された一定の速度でハンプを通過させて、自動車の車体およびドラ

イバーに生じる影響、効果を調べる。

　　①指定速度

　　　　10、20、30、40、50、60km／時の各速度で5－3－4で述べる実験道路上
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　の全区間を走行した。ただし、ドライバーが危険と判断した時点で、それ以上

　の走行速度での実験は中止した。また、各走行の開始前に基準ハンプを通過し

　ておいた。これは、5－3－3で述べるようにドライバーに対するアンケート

　調査において、実験対象のハンプの通過時の感覚を基準ハンプを通過した時の

　感覚と比較して答えるようにしているためである。基準ハンプの通過速度は、

　各実験の速度と同一とした。

②使用車種および運転者

　　実験には、（1）自由走行実験で選定した乗用車3台（普通車1台［セドリッ

　ク］、小型車2台［ファミリア、サニー］）、4tトラック1台に加え、軽自動

　車として軽四輪トラック1台を使用した。軽自動車は荷物搬送等に利用される

　ことが多く、車両の特徴は乗用車と比べて運転席が前輪の真上にあり、ホイー

　ルベース（軸距）が短く、懸架装置は振動を伝えやすいことから、一定速度状

　態での車両別比較に加える必要があると考えた。運転者は、乗用車に8名（運

　転者と乗用車の組合わせは固定）、軽四輪トラックに1名、トラックに1名で

　ある。

③走行回数

　　走行回数は実験時間の制約から、まず表5・3・3に示す走行パターンを設

　定した。

（a）走行パターンa

表5・3・3 定速走行実験の走行回数

　　（b）走行パターンb
計46回 計16回

　　　　滅
ﾔ種

10
x／h

20 50 40 50 60 　　　　速度
ﾔ種

10
x／h

20 50 40 50 60

乗　用　車 ⑮ 8 8 8 8 2 乗　用　車 廻 2 2 2 2 2

軽トラック 1 1 1 1
一 一

軽トラック 1 1 1 1
一 一

　走行パターンaは乗用車の運転者8名と軽トラックの1名がそれぞれ各速度

別に1回ずつ走行した場合である。走行パターンbは、乗用車のうちセドリッ

クとファミリアの運転者各1名が1回ずっと軽トラック1名が各速度別に1回

走行した場合である。

　走行パターンaを採用したのは、1m－7．5cm、3m－10cmの円弧ハンプと
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台形（急）ハンプである。走行パターンbを採用したのは、1m－5cm、3m－5cm

の円弧ハンプ、台形（緩）ハンプである。また、4tトラックの走行は3m－10cmの円

弧ハンプで各速度別に1回ずっ行った。

（3）バイク、自転車走行実験

　バイク、自転車がハンプを通過する際に生じる運転者や走行状態への影響を調べる。

　　①走行方法

　　　　ハンプ上に直角に進入する方法と、ハンプに45°の角度で進入する方法の2

　　　通りを行った。

　　②使用車種および運転者

　　　　実験には、自転車（ミニサイクル）1台と、バイク（50cc）1台を用いた。

　　　運転者は、自転車3名、バイク3名である。

　　③走行回数

　　　　各被験者が各方法を1回ずっ走行した。

　5－3－3　測定項目と測定方法

　各測定項目ごとに測定する目的および測定方法は、次のとおりである。

（1）走行速度

　自由走行実験においては、ハンプ前後での速度の変化状態を求めるために、実験道

路を1．5～3mの区間に分割して速度を測定した。

　自動車の定速走行実験においては、一定速度が条件であるが、ハンプ上の通過速度

を確認するために走行速度を測定をした。

　測定方法は、図5・3・3、写真5・3・1に示すように実験走行路の路面に固定

した光センサーを利用して、センサーの反応時刻と設置間隔から区間ごとの速度を求

めた。光センサーの設置間隔は、図5・3・4に示すように単体ハンプの前後13．5m

と複合ハンプの前後10．5m区間では1．5mピッチで、その他の区間では3．Omピッチと

し、連続ハンプでは2．5mピッチとした。また、測定区間は単体と複合ハンプの場合

はハンプを中心に前後28．5m（全長57m）、連続ハンプの場合は、．2箇所のハンプ間

隔20mに手前17．5m、後方12．5mを加えて全長70mとした。なお、時刻測定は1／100

秒単位で行った。

（2）垂直加速度

　自動車がハンプを通過する時に生じる車内での垂直加速度を測定し、衝撃の大きさ

を求めるものである。測定方法はドライバーシートの直近の車内の床に垂直加速度計
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を取り付け、車載したデータレコー

ダに記録した。

（3）運転者へのアンケート調査

　自動車定速走行実験においては、

衝撃感、不快感、危険感、

車体への影響、走りたい速

度（希望速度）をアンケー

ト調査から求めることによ

り、ハンプの特性、安全性

の検討を行う。自転車、バ

イク走行実験では、不快感、

危険感にっいてアンケート

調査を行い、ハンプを通過

する自転車、バイクの安全

性の検討を行う。アンケー

ト調査の方法は次のとおり

である。

　自動車の定速走行実験で

は、ドライバーに走行1回

ごとに、問1．基準ハンプ

と比較した場合の衝撃の大・

　　　　区間

計時装置→記　録

図5・3・3　自動車走行速度の測定方法

　　　1　　　　　　　　　6　　　　　　　　t5　　　　　　　24　　　　　　　　　29
．　　　　　● ・　　　■

T×3用
≠P5頂

● ■　■　●　●　●　●　■　●　●

@　9XL5踊
@　＝135励

●　●　●　●　●　■　●　●　●

@9XL5鶏
@31a5鷹

■ ●　　　●

T×3”巳

≠P5が

・　　　■

5，用

（a）単体ハンプ

　　　6　　　　　13　　17　　　　　24
・　　．　　■　　●　　・●●●●■●　●■●　●■■●・・．　●　．　　・ ■　　　・　　　●

治

（b）複合ハンプ

⇒
．＿．．．：．．．．．．．．t6．．．．．．．14．．　「s

70m

　　　　　（c）連続ハンプ

図5・3・4　光センサーの設置間隔

（a）光センサーと連動するタイマー　（b）光センサーの設置状況　　　（c）速度計測用光センサー

　　　　　　　　　　　写真5・3・1　走行速度の測定
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きさ（衝撃感）、問2．不快感、問3．運転への影響（危険感）、間4．車体への影響、

問5．走りたい希望速度の5っにっいて、評定尺度法によるアンケートを行った。自

転車、バイクの走行実験では、同じく走行1回ごとに、問1．不快感、問2．危険感

にっいて5段階の評定尺度法によるアンケートを行った。アンケート調査表は、本章

末尾の資料5・1，5・2に示す。　　　　　　　　　　　．

（4）荷物の破損

　車両がハンプ通行時にハンプから受ける物理的衝撃により、車内あるいは自転車・

バイクの前カゴに積載した荷物が破損するかどうかを確かめる。

　自動車、自転車、バイクに豆腐、卵パックを積んで、ハンプ通過時に破損しないか

どうかを確かめることとし、積載場所は次のとおりである。

　　①乗用車助手席足元（ガムテープで固定）

　　②軽四輪荷台（特に固定せず）

　　③自転車・バイク前ハンドルに取り付けた買物かご

（5）沿道騒音、振動

　自動車がハンプを通過する際に発生する騒音、振動を測定することにより、沿道へ

の影響を確かめる。

　沿道騒音に関しては、自動車がハンプを通過する時の騒音レベルを道路騒音測定方

法（JIS　Z　8731）に準じて測定した。マイクロホン2本を、ハンプ中央の道路セン

ターから3．5m及び5．5m離れた地点の地上1．2mの高さに設置した。

　沿道振動に関しては、同じく自動車がハンプを通過する時の振動レベル、すなわち

加速度レベルを道路振動測定法（JIS　Z　8735）に準じて測定した。振動ピックアップ

表5・3・4　走行実験での測定項目

測定項目＼実験の種類 自由走行 定速走行 バイク・自転車走行

走行速度 ○ ○

自動車の垂直加速度 ○

運転者の感覚 ○ ○

荷物の破損 ○ ○

沿道騒音 ○ ○

沿道振動 ○ ○

○：測定する項目
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ば構

写真5・3・2　実験場（大阪市中央区） 写真5・3・3　実験道路

の位置は、ハンプ中央の道路センターから3．5m離した位置とした。

　最後に以上の測定項目を実験の種類ごとに表5・3・4に示す。

　5－3－4　実験道路の概要

　本研究の実験は道路上にハンプを設置することの効果、あるいは、設置するハンプ

の形状にっいて検討を行うことを主な目的としているため、他の交通等のためにデー

タが乱されることのないように路外に実験場を設けて行うこととした。

　実験場は大阪市中央区内で、写真5・3・2、5・3・3に示すような用地に仮設

道路を設けた。仮設道路は延長120m、幅4mの直線区間で厚さ3cmのアスファルト

舗装を行い、全断面をアスファルトで施工したハンプを中間の位置に設置し、1っの

ハンプの実験が終わると、そのハンプを破砕撤去し、次のハンプを舗設した。

5－4　ハンプ走行実験の結果とその考察

　5－3で示した実験の方法で行った走行実験の結果について述べる。8）9）10）

　5－4－1　自由走行実験による速度変化の分析

（1）走行速度の変化に関する分析

　自動車の自由走行実験から得られた各ハンプの走行速度の変化を図5・4・1～図

5・4・6に示す。図5・4・1の4種類の円弧ハンプでは、走行パターンA（手前

10mから発進）の場合を除いて、ハンプ手前で減速し、ハンプ通過後に加速している。

すべての円弧ハンプで、ハンプ通過時に30km／時以下に抑制されているが、特に円

弧で底辺長3m、高さ10cmのハンプでは、いずれの走行パターンでも20km／時以下

に減速している。
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図5・4・3　複合ハンプ走行時の速度変化図（乗用車類の平均値）
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図5・4・4　円弧ハンプ（3m、10cm）走行時の速度変化図（4t車）
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　　　　図5・4・5　連続ハンプ走行時の速度変化図

（円弧（1m、5cm）を40m間隔で2つ設置、乗用車類の平均値）
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　　　　図5・4・6　連続ハンプ走行時の速度変化図

（円弧（1m、5　cm）を20m間隔で3っ設置、乗用車類の平均値）

　図5・4・2の台形ハンプでは、走行パターンAを含むすべてのパターンでハンプ

直前で減速している。

台形ハンプではハンプ通過時の速度は急斜面（スロー一プ勾配20％）では、ほぼ20km／

時以下に、緩斜面（スロープ勾配10％）でも25km／時程度以下に抑制されている。
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　図5・4・3は底辺長1m、高さ5cmの円弧ハンプを2っ近接しておいた複合ハ

ンプの速度軌跡であるが、同じ断面であるL＝1m、　H＝5cmの単体ハンプと比較

しても、複合することによる効果はあまりみられない。

　L＝3m、　H＝10cmの円弧ハンプに4tのダンプトラックを走らせた時の速度記録

が図5・4・4である。この図と図5・4・1（d）の乗用車と軽四輪車（以下、乗

用車類と略す）の速度記録と比較しても、走行速度に大きな差異はみられない。他の

形状のハンプについては4t車で実験は行っていないので、全体としての判断はでき

ないが、実験道路における走行状況から推測すれば、他のハンプにっいても乗用車類

と大きく異る走行速度になることはないであろうと考えられる。

　連続ハンプの走行軌跡を示したのが図5・4・5、5・4・6であるが、ハンプ間

隔を40mとした時にはハンプ上では速度が25km／時以下に抑えられているものの、

ハンプ中間点では30km／時程度にまで速度が上昇している。これに対して、20m間

隔で設置されているものは、ハンプ中間点でも25km／時程度以下に速度が抑制され

ており、また加減速もき

わめてゆるやかなものと　　　　　　　　　　鮒’“ター・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キハンプliMIOmからJt　
なっている。また、両方　　　　　　　　　　B－←一ハンV－MsQmbらM
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C－｛｝一・一ハンプ手蔚30m壱20km／bで”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D－●■＾●●●　’、ンプ｛壱30㎞1hreヨli■の軌跡を、同形状の図5・

4・1（a）の単体ハン

プの軌跡と比べてみると、

いずれの場合も単体より

速度が低く抑えられてい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　15　　　ee　　　　　　　30（㎞ノb）

（2）ハンプ通過速度と速　　　　　図5・4・7　ハンプ通過速度の比較

度変化量

　単体ハンプ6種に複合　　　　　　　　　　　　Sfi・tター・

ハンプを含めた7種のハ

ンプについて、ハンプ通

過時の速度とハンプによ

る速度の減速量を求めて

比較をしたのが図5・4・　　　　　　　°　　　5　　　1°　　　15　　　ee（km／h）

7、5・4・8である。　　　図5・4・8　ハンプによる減速量の比較
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ここで、ハンプ通過速度とは、図5・4・1から図5・4・3で示したハンプの速度

変化図におけるハンプ中心上での通過速度である。ハンプによる減速量とは、同じく

速度変化図よりハンプ手前での最高速度とハンプ通過速度との差を求めたものである。

まず走行パター一ンによる速度を比較してみると、次のことがわかる。

　　①ハンプを通過前の速度が高いほどハンプ上の速度も高い。（図5・4・7参

　　　照）

　　②しかし、通過前の速度が高いものほど減速量は大きい。（図5・4・8参照）

　一方、走行パターンごとにハンプによる変化をみてみると次のようになる。

　　①ハンプ手前10mからの発進（走行パターンA）

　　　　ハンプ手前10mで自動車が発進する状態は、区画道路の交差点手前で一時停

　　　止を行い、交差する道路（幅員6～8m程度）を横断して区画道路の入口部の

　　　ハンプを直進するような走行パターンに類似したものと考えられる。

　　　　図5・4・7の走行パターンAの速度をみると、ハンプ中心通過速度が小さ

　　　いのは台形急斜面（12．Okm／時）、台形緩斜面（12．4km／時）であり、台形ハ

　　　ンプの効果が大きい。

　　　　このことから、区画道路入ロ部の交差点付近には、台形（急，緩）ハンプの設

　　　置が効果的であると推測される。また、台形ハンプを用いた場合は、台形の上

　　　辺部分を歩行者の横断路として横断歩道の設置に利用できることも考えられる。

　　②ハンプ手前50mからの発進（走行パターンB）

　　　　自動車のスター一ト地点がハンプの手前50mと十分遠いことから、この走行パ

　　　ターンの実験結果は単路部への設置効果を類推する材料となろう。

　　　　ハンプ通過速度で比較すると、台形（緩）、台形（急）、円弧（3m、10cm）

　　　などが効果の大きい形状である。特に台形の2つの場合、平均通過速度は20

　　　km／時未満と非常に遅くなる。

　　③ハンプ手前30mを20km／時で通過（走行パターンC）

　　　　ハンプ通過速度は15～25km／時で、最も遅かったのは円弧（3m、10cm）

　　　の16．2km／時であった。初速が20km／時と小さいため、ハンプ付近での速度

　　　低下量は小さいが、円弧（3m、10cm）では8．Okm／時の速度低下が見られ

　　　る。

　　④ハンプ手前30mを30km／時で通過（走行パターンD）

　　　　初速の観測値が30～33km／時であるのに対し、ハンプ通過時の速度は21～
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　　30km／時で、いずれの

　　ハンプも効果が認められ

　　た。通過速度が低いのは

　　台形（急）と円弧（3m、

　　10cm）の21．5km／時、

　　台形（緩）の24．6km／

　　時である。減速量は3km

　　／時から11km／時でこ

　　れら3ハンプの速度抑制

　　効果はかなり大きい。

　5－4－2　定速走行実験

による垂直加速度と運転者感

覚の分析

　定速走行実験の結果より、

速度低下の原因と考えられる

垂直加速度と運転者が感じる

不快感や危険感などの感覚に

っいて分析する。

（1）垂直加速度の分析結果

　実験から得られた垂直加速
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度の大きさを表したのが図5・

4・9である。垂直加速度は

前席の床に取り付けられた加

速度計で測定し、図5・4・

9には加速度記録のピーク値

を車種別に平均した値を示し

てある。この図をみると、垂

直加速度は基本的には走行速

度の上昇とともに増加する傾

向がみられる。ただし垂直加

速度の増加傾向は、図5・4・

10に示すように、速度の増加

とともに比較的ゆるやかに増

加するパターン（A）と急激

に増加するパターン（B）の

2通りのパターンが見られる。

　Aのパターンに属するもの

は、円弧ハンプ（1m、5cm）、

（3m、5cm）、（3m、10cm）、

衝撃感

走行速度

図5・4・12

衝撃感の増加パターン
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図5・4・11ハンプ形状別衝撃感の比較

　　　　　　　（基準ハンプと比較して）
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（2．44m、5．1cm、基準ハンプ）

であり、垂直加速度が3Gの

あたりで頭打ちとなる。また、

Bのパターンに属するのは、

円弧（1m、7．5cm）、台形

（緩）、台形（急）であり、実

験を行った60km／時で4～

7Gであり、なお加速度が増

加する傾向にある。

（2）衝撃感に関するアンケー

ト結果の分析

　ハンプ走行時にドライバー

が受ける衝撃の大きさをアン

ケートした結果が図5・4・

11である。この大きさは基準

ハンプと比較した相対値であ

るが、まず、図5・4・10の

垂直加速度と比較してみると、

ドライバーが受ける衝撃感は

垂直加速度とは必ずしも相関

不快感

　　　ヲ令

　tヲ
　　　　パターンA

”v’m．・A－t’N

　　　　　　　走行速度

図5・4・14
不快感の増加パターン
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縦軸5．非常に不快

　　4．かなり不快

　　3．やや不快
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ハンプ形状別不快感の比較
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がないことがわかる。特に、

円弧（1m、5cm）のハン

プでは垂直加速度が走行速度

の増加に比較して急激に増加

しているのに対して、衝撃感

はむしろ減少する傾向にある。

軽四輪は車体の垂直加速度で

は乗用車と同じ程度であるに

もかかわらず乗用車よりもか

なり大きな衝撃感を受けてい

ることがわかる。これにっい

ては、後述の（7）車体の振

動で検討する。

　ノ』一↓一
　ノ

ノ

　’　’’

d

一一〇・・一一一一’《P

0　10　20

（a）円弧　L＝1m

　　　〃
　　　診
㌻＝’

30　40　　50　　60　　　　　　0　　10　　20

　　　　krn／h
　　H＝　5crn　’（b）円弧

0　10　20　30　40

54321

　30　40　50　　60

　　　　　km／h
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50　60　　　0　10
　km／h

また、衝撃感は軽四輪を除（c）台形（緩）上底L・・4m　　（d）円弧

20　　30　40　　50　　60

　　　　　km／h
L＝1m　H＝7．5cm

　　　　　　　　　　　　　　　　下底L，＝6m　H＝10cm
いて明確な変化は生じていな

いが、図5・4・12に示すよ　5　　　／A
　　　　　　　　　　　　　　　4　　　介一・－Ct　　　　　　　　4
うに、おおむね2通りのパター　3　／　　←＿▲　　　3

ンに分類できよう。　　　　　2　A・1　　芦　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一◇．－o’
　パターンAに属するものは、　1　　　　　　　　　　　1

円弧（lm、5cm）、（1m、　0102030405060　　0102030405060
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　km／h　　　　　　　　　　　km／h
7．5cm）、（3m、5cm）であ
　　　　　　　　　　　　　　（e）円弧　L＝3m　HilOcrn　（f）台形（急）上底L＝4m
り、パターンBに属するもの　　　　　　　　　　　　　　下底L＝＝5m　H＝　10crn

は、円弧（3m、10cm）、台　5　　　　　　　　　　縦軸5．非常に危険

形（緩）・台形（急）である・・　　　　；：㌶‡険
主としてハンプ長の短いもの　3　　声一でく＾…▲　　　　2．ほとんど危険感なし

㌘；：蕊㌶楚縁車∵つたく　し
　　　　　　　　　　　　　　　0　102030405060　　　●ファミリア
自動車のトラックに積んだ豆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　km／h　　Oセドリック
駄卵・。クはいずれの走行（9） ?ﾇmH－5．1，m会墓論．

ケー一スにおいても破損はなかっ

た。すなわち、荷物が破損す　　図5・4・15ハンプ形状別危険感の比較
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るような車内振動は発生して

いないことがわかる。

（3）不快感に関するアンケー

ト結果の分析

　ハンプ走行時にドライバー

が受ける感じ（不快感）を示

したのが図5・4・13である。

　これをみると、どのハンプ

も不快感は走行速度の増加に

伴って、急激に増加すること

はなく、比較的緩やかに増加

していることがわかる。中に

は、不快感が走行速度と関係

なく一定のレベルを有するも

のもみられる。ここでも、前

項の衝撃度と同様の傾向がみ

られ、図5・4・14に示すよ

うに、ハンプ長の短いものが

パターンA、長いものがパター

ンBとなっている。

（4）危険感に関するアンケー

ト結果の分析

　ハンプを走行した時にドラ

イバーが感じる危険感を表し

たものが図5・4・15である。

すべてのハンプについて、軽

四輪車を除けば、速度30km

／時以下では「やや危険」

と感じる程度にとどまってお

り、50km／時までは、「か

54321
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なり危険」と感じるまでには図5・4・16ハンプ形状別車体損傷の危険感の比較

一93一



達していない。さらに、危険

感の増加にっいてみると、（3）

の不快感と同様に、ハンプ長

の短いものは走行速度に比例

して危険感が増加せず、長い

ものは増加する傾向が見られ

る。

（5）車体損傷の危険感に関す

るアンケート結果の分析

　ハンプ走行時の車体に損傷

がおこる危険感を表したもの

が図5・4・16である。運転

への影響と同様に、軽四輪を

除けばすべてのハンプにっい

て、速度30km／時以下では

「やや危険」の程度以下にお

さまっており、50km／時ま

では「かなり危険」までに達

していない。ただし、危険感

の増加は、ハンプ長よりもハ

ンプ高さの方が影響が大きい

ものと考えられる。すなわち、

ハンプ高さが5cm程度のハ

ンプでは走行速度が増加して

も危険感がほとんが増加しな

いのに反し、高さが10cmの

ハンプでは危険感の増加がみ

られる。

　なお、すべての実験ケース

で、車体が損傷することはな

かった。

5432
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縦軸5．ずっと遅く走る
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ハンプ形状別希望速度の比較
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（6）希望速度に関するアンケート結果の分析

　運転者に定速走行させた後、自由に走るとしたらどのような速度で走るかをアンケー

トした結果が図5・4・17である。軽四輪がほとんどのケー一スでより遅く走ると答え

ているのに対し、乗用車は走行速度が高くなるにっれ、より遅く走ろうとする傾向が

みられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　乗用車類の場合、定速走行実験で指定した速度が、全てのハンプにっいて30～40

km／時をこえるとより遅く走りたいと解答している。この実験は路外で行っており、

実際の道路上では、この値がより低い速度域に移行すると予想される。前章で述べた

ように蛇行手法を用いた走行速度抑制効果の実験を行い、その結果にもとづき、第6

章で述べるように実際の道路（コミュニティ道路）上に蛇行を設置したが、実験速度

よりも公道上での速度の方が5km／時程度低い結果が得られている。このことから

みて、実際の道路上では25～35km／時程度の速度をこえると、より遅く走ると考え

られる。すなわち、この速度を越えて走行することは一般的にはないものと予想される。

　軽トラックの希望速度は乗用車と比べて著しく低く、円弧（3m、5cm）を除い

て全て20km／時以下である。

（7）車体の振動

　ドライバーが感じる車体の衝撃感、ドライバーの不快感、運転への影響のところで、

乗用車類（ファミリア、サニー、セドリック）と軽四輪車とでは、アンケート結果に

大きな相違がみられる。しかし、車体の垂直加速度では、軽四輪車と乗用車類では特

に差異がみられない。車体は同じ垂直加速度を受けているにもかかわらず、軽四輪車

のドライバーはより大きな不安感を感じている。

　この原因は次のように考えられる。まず座席が乗用車に比較して直立しており、ホ

イールベース（軸距）が短く、シートも薄いことから、車体のピッチングが速くかっ

大きくなること、また、車体の垂直加速度の周波数分析を行うと、速度が大きくなる

に従い、高域の成分が上昇し、ホワイトノイズ状になる、っまり、車体のビピリ振動

が発生していることから、衝撃感、不安感等が増加していると考えられる。

　ここで問題とした感覚は、ハンプ長の短い（L＝1m）ハンプでは走行速度を下げ

てもあまり低下しないが、ハンプ長の長いハンプでは速度が低下するにしたがい感覚

度も減少している。このため軽四輪車に過度の不安なり危険を感じさせないためには、

ハンプ長の長いハンプの方が望ましいと考えられる。

　5－4－3　定速走行実験による沿道騒音・振動の分析
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　つぎに、ハンプの設置によっ

て発生すると考えられる沿道

の騒音・振動についての測定

結果を分析する。

（1）騒音

　騒音波形のピーク値をハン

プ形状別にまとめたのが図5・

4・18である。

　この騒音波形のピーク値を

ハンプが無い状態のピーク値

と比較して、大きいものを＋、

小さいものを△、同じものを＝

で表したものが表5・4・1

である。この表の中で、各速

度別にみて＋がない、すなわ

ち問題がなかろうと考えられ

るハンプに○印を符してみる

と、50km／時までの速度域

で○印が符されているのが、

円弧ハンプ（3m、5cm）と

（3m、10cm）、および台形

（緩）である。その他のハン

プにっいては、ハンプの無い

場合に比べて騒音が増加する

傾向にある。また、円弧ハン

プ（1m、5cm）と（1m、7．

5cm）には＋印が多くっいて

おり、長さの短いハンプは、

騒音面からみると、ランブル

ストリップに近い性状を示す

ものと考えられる。また、50

go
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図5・4・18ハンプ形状別騒音のピーク値の比較

一96一



表5・4・1　騒音レペルの増減

速　度 車　檀 基準ハンプ 円弧（t5） 円弧（tz5 円弧（55） 円弧（乳10） 台形（緩） 台形（急）

フ7ミリア △ 十 十 ＝ ＝ △ ＝
kロ／h

P0

サ　　エ　　ー ＝ 十 △ 十

セドリ7ク ＝ ＝ ■コ’ ＝ ＝’ ＝ ＝

軽四輸車 十 十 十 ＝ ＝ △

・

O O o
77ミリア 十 十 十 ＝ ＝ △ 十

サ　　ニ　　ー ＝ 十 △ 十

20 セドリ7ク ＝ 十 十 ＝ △ △ △

軽四輪車 ＝ △ 十 ＝ ＝ △ ＝

O O O
フ7ミリア ＝ ＝ ＝ △ ＝ △ ＝

サ　　ニ　　ー ＝ ＝ ＝ ＝

50 セドリ7ク ＝ 十 十 △ △ △ ＝

軽四輪車 ＝ ＝ 十 △ △ △ △

O O O O
フ7ミリァ ＝ 十 十 ＝ 昌 △ ＝

サ　ニ　ー 3 十 ＝ ＝

40 セドリ7ク △ ＝ ＝ △ ＝ ＝ 十

軽四輪車 △ △ △ △ △ △ ＝

O O O O
フ7ミリア ＝ ＝ ＝ △ △ △ ＝

サ　　ニ　　ー ＝ ＝ ＝ 十

50 セドリタク △ △ △ △ △ △ △

軽四檎車

O O O O O O
フ7ミリア ＝ ＝ ＝ ＝

、工＝

＝ ＝

サ　　エ　　ー

60 セドリ7ク ＝ 十 十 十 ＝ 3 十

軽四輪車

O O O

凡例　　＋：ハンプ無しの時よb騒音大
　　　　＝：　　”　　とほぼ同じレベル
　　　　ム：　　　”　　　よb騒音小
　　　　O：その速度の時、騒音が大きくならないと考えられる。
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km／時の速度において特に

顕著にみられることであるが、

ハンプ無しの状態よりもハン

プがあるほうがむしろ騒音レ

ベルが小さくなる傾向がある。

ドライバーがハンプの手前で

（dB）

70

50

30

　　　　　＿’ρ〇
　　　一〇’　，・◎一

，tr

ノ

10　20　30　40　50　60

　　　　　　km／h

（dB）

70

50

30

　　　　　，，◎－4

fPt7一

アクセルを離すことによりエ（a）円弧L＝1mH＝5em

ンジン音が減少することにょ

るものと酬される。　，81B）　　　，；dB）

（2）振動　　　　　　　　　　　　　　　　　　，。

プ形状別にまとめたのが図5・　　　　102030405060　　　　102030405060

4・19である。　　　　　　　　　　　　　　　km／h　　　　　　　　㎞／h
この記録をみると、まず、（c） ﾓ竺1鵠三蒜（d）円弧・－lm－H－・…m

すべての車種、すべてのハン　　（dB）　　　　　　　　　（dB）

プ、すべての速度においてハ　70　　　　　　　　　　70

ンプが無い状態よりも振動が　50　　　　　　　　　　50

大きくなっていることがわか

る。増加の程度は、この実験　30　　　　　　　　　　30

の範囲内では、ハンプが無い　　　102030405060km／h　102030405t留／h
　　　　　　　　　　　　　　（e）円弧　L＝3mH＝10cm　（f）台形（急）上底L＝4m
時よりもおよそ5dB程度まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下底　L＝5m　H＝10cm
におさまっている。また、同じ

鞭、同じuaのハン醐っ品B）　　　，8dlB）

ても、走行速度があがるにっ　　　　　　　　≠D

車の走行実験結果　　　　　　　　102030405060　　　　102030405060
（1）不快感｝・関するアンケー（、蒜；：乙、mH一器h（・）ハ・プ無しkm／h

ト結果の分析　　　　　　　　車種●ファミリァOセドリック　▲サニー△軽四輪・tン

　図5・4・20は、不快感に　図5・4・19ハンプ形状別振動のピーク値の比較

　　　10　20　30　40　5060

　　　　　　　　　km／h
（b）円弧　L＝3mH＝　5cm
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関する回答をまとめた結果であるが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンプの種類0
自転車・バイクで通過したときに非常円弧ハンプ（lm，5cm）

に不快であると解答のあったハンプは円弧ハンプ（1m，7．5cm）

1つもみられない。しかし円弧ハンプ円弧ハンプ（3m・5cm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　円弧ハンプ（3m，10cm）
（1m・5cm）・（1m・7・5cm）・及び台形ハンプ（急）

台形ハンプ（急）にっいては1割以下台形ハンプ（緩）

であるが「かなり不快」と感じている。

また、円弧ハンプ（3m、5cm）と台

形ハンプ（緩）にっいてはほとんど不

快感は生じていない。

　不快感の各カテゴリー「不快感なし」

～「非常に不快」に1～5までの尺度

値を与えると、各ハンプの平均不快感

は図5・4・21のようになる。

　　　　　　　　（％）
20　40　60　80　100

快快不不りにな常か非．■㎜
しし快　な遠不感不快鑓や　と不ほやロ日圃

図5・4・20
自転車・パイクで通過したときの不快感

円弧ハンプ（lm，5cm）

円弧ハンプ（1m，7．5cm）

　分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円弧ハンプ（1m，5cm）
　図5・4・22は、危険感に対する回円弧ハンプ（lmt　7．5cm）

答をまとめた結果である。この結果か円弧ハンプ（3m’5cm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円弧ハンプ（3m，10cm）
らみて、非常に危険であると指摘され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　台形ハンプ（急）
たハンプは1っもみられない。円弧ハ台形ハンプ（緩）

0　　1　　2　　3　　4　　5

　平均値3が「やや不快」というレベ円弧ハンプ（3m’5cm）

ルであり、台形ハンプ（急）、円弧ハ円弧ハンプ（3m・10cm）

ンプ（1m、5cm）、（1m、7．5cm）、台形ハンプ（急）

（3m、10cm）の4つのハンプが比較台形ハンプ（緩）

的「やや不快」に近いレベルにあるほ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5・4・21自転車・バイクで通過した
かは・「ほとんど不快感なし」のレベ　　　　　　　ときの不快感の平均値

ルにある。

（2）危険感に関するアンケート結果の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンプの種類0　20　40　60　80　100

ンプ（1m、5cm）、（1m、7．5cm）に

ついては8％ではあるが「かなり危険」

と感じた被験者がいる。また、不快感

の場合と同様に、円弧ハンプ（3m、

2．82

1．5

2．

2　1

ロ危険感なし■かなり危険
認ほとんど危険感なし　⑩非　常　に　危　険

1囲や　や　危　険

図5・4・22
自転車・バイクで通過したときの危険感
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5cm）、（3m、10cm）及び台形ハン　　　　　　　　　o・1　2　3　4　5

プ（緩）ではほとんど危険感は生じて円弧ハンプ（1m，5cm）

いない。　　　　　　　　　　　　　円弧ハンプ（1m，7．5cm）

　不快感と同じように各ハンプの平均円弧ハンプ（3m，5cm）

危険感は図5・4・23のようになる。円弧ハンプ（3m，10cm）

　この結果をみると、台形ハンプ（急）台形ハンプ（急）

は平均値3の「やや危険」というレベ台形ハンプ（緩）

ルであるが、他の5種類のハンプは、

「ほとんど危険感なし」というレベル　図5・4・23　自転車・パイクで通過した

の前後にある。また、自転車とバイク　　　　　　　　ときの危険感の平均値

のハンドルに取りっけた買物カゴの中

に、パック包装された卵と豆腐を入れて走行させてみたが、いずれのハンプでもこれ

らに破損はみられなかった。

（3）斜め走行時の不快感と危険感　　　　　　　　・

　自転車やバイクはハンプに直角に走行するよりも斜めに走行する方が、縦断勾配が

緩やかになる。仮に、直角に走行するよりも斜めに走行した方がはるかに不快感も危

険感も少ないとすれば、道路上で斜めに走行する、っまり、自動車と接触する可能性

が大きくなる走行方法をとることが予想される。このため、両者の走行方法にっいて

不快感と危険感のアンケートを比較したところ、以下の点が明らかになった。

かなり不快
やや不快不快感なしほとんど

不快感なし

円孤ハンプ（1m，　5㎝）

円孤ハンプ（1m，7．5cm）

円孤ハンプ（3m，5㎝）

円孤ハンプ（3m，10㎝）

台形ハンプ（急）

台形ハンプ（緩）

一一・直交通過
・一・・㊨斜交通過

図5・4・24
直交通過と斜交通過の不快感

2Ω

2．4

1．5

2

1．

かなり危険

やや危険
危険感なし

ほとんど
危険感なし

円孤ハンプ（1m，5㎝）

円孤ハンプ（1m，7bOn）

円孤ハンプ（3m，　5㎝）

円孤’シプ（3m’1　Ocm）

台形ハンプ（急）

台形ハンプ（緩）

一＿． ｼ交通過
．一一錘ﾎ交通過

図5・4・25
直交通過と斜交通過の危険感
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　図5・4・24と図5・4・25のアンケート結果をみると、すべてのハンプにっいて

斜交通過の方が直交通過の時よりもより不快であり、より危険であるか同じ程度であ

ると回答している。この結果からみると、自転車およびバイクはハンプ上を直交通過

することになると考えられ、自動車との接触の可能性は少ないものと推測される。

　5－4－5　ハンプ走行実験の考察のまとめ　　　　　　一

（1）考察のまとめ

　　①　自動車の走行速度

　　（ア）単体ハンプ

　　　　実験を行ったすべての単体ハンプにっいて、ハンプ通過時の走行速度は30km

　　　／時以下に抑制されている。そのうちでも、台形の緩斜面と急斜面、円弧

　　　（3m、10cm）のハンプはほぼ20km／時以下に抑制されている。

　　（イ）複合ハンプ

　　　　ハンプを2っ近接して設けた複合ハンプの効果は、今回実験した円弧ハンプ

　　　（1m、5cm）では、単体ハンプとあまり差異はみられなかった。

　　（ウ）連続ハンプ

　　　　ハンプをある程度間隔をおいて設置する連続ハンプでは、設置した全区間の

　　　走行速度の抑制に効果がある。今回の実験では、円弧ハンプ（1m、5cm）

　　　を用いたが、ハンプを設置した全区間にっいてハンプ間隔が40mの場合は30km

　　　／時、20mの場合は25km／時以下に抑制することができた。

　　（エ）大型車

　　　　大型車（4tダンプ）を用いて、円弧ハンプ（3m、10cm）を走行させたが、

　　　走行速度は乗用車類とあまり差がみられない。

　　　　また、希望する走行速度に関するアンケート結果からみて、すべてのハンプ

　　　について30～40km／時以上で走行することはないものと考えられる。

　　②車体・ドライバーへの影響

　　（ア）車体の垂直加速度

　　　　ハンプ通過時に車体（バネ上）が受ける垂直加速度は走行速度の増加に伴っ

　　　て、ハンプ高の低いもの（5cm）は垂直加速度があまり増加せず、ハンプ高の

　　　高いもの（7．5～10cm）は増加する。

　　　　また、走行速度が30km／時の場合、発生する垂直加速度はどのハンプでも

　　　3Gまでである。
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　　（イ）ドライバーの衝撃感

　　　　ドライバーが受ける衝撃の大きさを、基準ハンプを走行したときの衝撃の大

　　　きさと感覚的に比較した相対値を求めた。その結果、走行速度の変化に伴った

　　　明確な衝撃感の変化は生じないものの、比較的ハンプ長の長いハンプほど速度

　　　の増加に伴って衝撃感が増加する傾向が見受けられる。また、車内や荷台に積

　　　んだ荷物が破損するような振動は発生していない。．

　　（ウ）ドライバーの不快感

　　　　ドライバーがハンプ通過時に受ける不快感は、ハンプ長の長いハンプは速度

　　　とともに増加するが、短いハンプは速度が増加してもあまり不快感は増加しな

　　　い。また、不快感は速度が30km／時以下の時にはどのハンプでも軽四輪を除

　　　いて「やや不快」のレベル程度以下にある。

　　（エ）ドライバーの危険感

　　　　ハンプ長の短いハンプは、速度が増加しても危険感はあまり上昇しない。し

　　　かし、ハンプ長の長いものは危険感も増加するが、速度が50km／時までは、

　　　軽四輪車を除いて「かなり危険」の状態には達していない。30km／時以下で

　　　は軽四輪車を除いておよそ「やや危険」のレベル以下にとどまっている。

　　（オ）車体への影響

　　　　ドライバーが受けるハンプ通過時に車体が破損する可能性については、20～

　　　30km／時の速度域では「ほとんど危険感なし」から「やや危険」の間にある。

　　　しかし、軽四輪車はここでも他の乗用車類よりも、やや影響があるとしている。

　　　なお、実験において、車体の損傷は起こらなかった。

　　③騒音・振動の影響

　　　　ハンプの設置により、自動車から発生する騒音は減少する傾向にあるが、振

　　　動はやや増加する傾向にある。ただし、実際のハンプについては設置による速

　　　度低下によって騒音・振動が減少することも考えられ、両者の影響を考慮する

　　　ことが必要である。

　　④二輪車への影響

　　　　自転車とバイクの不快感、危険感、荷物の破損にっいて調査したところ、台

　　　形ハンプ（急）が不快感、危険感にっいて問題があるほかは、他のハンプには

　　　特に問題はみられなかった。

（2）ハンプの評価

一102一



実験では多くの項目にっいて測定あるいはアンケートを行ったが、そのうちで、次

のような点から、評価に用いる項目を選定した。

①「車体の垂直加速度」は、実験を行ったすべての形状のハンプで走行速度の増

　　加に伴って増加しており、走行速度が30km／時の場合、発生する垂直加速度は

　　どのハンプでも3Gまでである。すなわち、ドライバーが速度を抑制しようとす

　　る要素として考えられる垂直の振動（ショック）は、実験ハンプのすべてで大差

　　ない特性となることから、直接ハンプを評価する項目としないことにした。

②　「ドライバーの衝撃感」は、軽四輪車を除いて走行速度の変化に伴った明確な

　　変化が生じていない。また、軽四輪車にっいては5－4－2（7）で述べたよう

　　にその車体の特性から発生した衝撃感といえることから、ハンプ選定の決め手に

　　はなりにくい。

③「ドライバーの危険感」と「車体への影響」は、希望速度より高い50km／時

　　までは“かなり危険”のレベルに達せず、実験中の実害はなかったので、評価項

　　目から除くことにする。

④「希望する走行速度」は、どのハンプでも30～40km／時までといった結果で

　　あり、ハンプ選定の決め手にはなりにくい。

⑤「荷物の破損」にっいては実験において実害がなかった。

⑥「騒音・振動」については、先に述べた理由によりこの実験のみでは評価しえ

　　ないため、5－5で述

　　べるシミュレーション　　　　　　表5・4・2　ハンプの評価

　　実験によるものとして、

　　このまとめからは除く

　　ことにする。

　以上より、自由走行実験

による自動車の速度変化か

ら得られた「速度抑制効果」、

アンケート結果から得られ

た「ドライバーの不快感」、

「自転車・バイクの不快感、

危険感」の3項目について

の評価をまとめたのが、表

　　　　　　　｜

nンプの積類 速度抑制効果
ドライバーの

s　　快　　感

自転車・パイクの

s快感・危験感

円弧（1m、5cm） ○ x △

”　（1m、7．5cm） o X △

〃　（3m、5cm） o o o
〃　（3m、1㎞） ◎ o o

台形（急斜面） ◎ o X

〃　（緩斜面） o o o

（凡例）速度抑制効果

ドライバーの不快感………O：

　　　　　　　X
elEX’パイクの＿＿O：
不快鵬、飽険鵬

…・・… 掾F特に効果あり　　　O：効果あり

　　　速度とともに不快感が大きくなる．

　　：速度が増加しても不快感は大きくならない。

　　　間■なし　△：やや問題あり　X：問題あb
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5・4・2である。これか

らわかるように円弧ハンプ　dB

（3m、5cm）、（3m、10

cm）と緩斜面（10％）の

台形ハンプの3タイプが設

置効果と2輪車への影響の
　　　　　　　　　　　　　　　7
点で望ましい形状のハンプ

であると考えられる。

dB

／　　　、
！　　　　、
　　　　、、

　　　　　、

　　　　　ta．高速走行

一ハンプ有り
一一一一ハンプ無し

↓三る一．一：工鰯；分

　　　！　　、
　　！　　　、
　　／　　　　、
　！　　　　　＼
　　　　　　Y

　　　　　tb．低速走行

5－5　シミュレーション　　　　図5・5・1　振動波形と走行速度の模式図

モデルによるハンプ設置時

の騒音・振動の予測

　前章の実験結果によると、騒音のレベルはハンプを設置していない路面に比べて、

走行速度の大小にかかわらず増加する場合、減少する場合、ほとんど変化しない場合

とがあり、そのメカニズムを解明する必要がある。振動にっいては、図5・5・1に

示すように同一速度であればハンプなしの状態よりも増加する傾向にあり、ハンプを

設置したことによる振動の増加分とハンプを設置したことによる走行速度の低下によ

る振動の減少分との関係にっいて検討が必要と言える。

　以上のことから、本節ではハンプの設置による騒音、振動の変動について、区画道

路を対象にしたシミュレーションを行い、沿道環境への影響を調べる。11）

　5－5－1　シミュレーションモデルの概要

（1）シミュレーションモデルの特徴

　ここでの予測は、ハンプ近傍での速度変動に対応した騒音・振動の変化を求めるこ

とにあり、一般的に行われているような定常走行状態に対応した予測手法を用いるこ

とは適当ではない。したがって、次のような方法で予測を行った。

　　①　速度分布を与えて時系列に沿って発生させる車によって生じる騒音・振動を、

　　　コンピューター内で再現するシミュレーションを行う。

　　②発生させる車の大型車混入率、走行速度分布は、区画道路で観測した実際の

　　　交通量を用いて決定する。

　　③ハンプ設置による速度の変化にっいては、実験で得られた走行速度変化量を

　　　用いる。

一104一



④ある速度で通過した車により発生する騒音・振動の予測にっいては、実験で得

　　られた走行速度と騒音・振動の関係をもとにモデルを作成する。

⑤得られた騒音・振動波形をそれぞれJISにもとついて整理して評価する。

　予測計算を行うハンプは、①円弧ハンプ（3m、5cm）②円弧ハンプ（3m、10

cm）③台形ハンプ（緩）の3種とした。これらは前節での検討結果からみて、実際

に設置される可能性が大きいタイプである。また、ハンプが設置された状態と設置さ

れていない状態を比較すること

が必要であることから、「ハン　　　表5・5・1　12時間交通量1000台前後の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路の交通量と大型車混入率
プ無しの状態」の予測計算を合

わせて行う。

（2）交通に関する条件の設定方

法

　予測に用いる交通に関する条

件はっぎのように定めた。

　①交通量

　　区画道路の交通量は、交

通量の少ない例として1，000

　台／12時間、多い例とし

　て2，000台／12時間を想定

　し、これらの交通量に近い

　実測の交通量として、大阪

　市内の住居地域における区

　画道路で測定したデータを

用いて②以下の条件を決定

　した。1，000台／12時間に

　近いデータを表5・5・1

　に、2，000台／12時間に近

　いデータを表5・5・2に

　示す。

②大型車混入率

　　表5・5・1、表5・5・

貨秘車（プレーH） 個　　　　　考

領嵩点 交　過　量
s台／12hr） 交　造　貴（台！12h・

栖成比（斯） 一方過行 飼限連度
1 ，65 12， 15．4 O 20㎞！h

2 882 11● 1±4 20

5 800 88 110 O 20

4 705 45 61
一

5 1141 59 臼 O 20

6 1254 66 4， 一

7 741 12 t6 20

合　　針 6486 555 一 一 一

早　　均 927 76． 82 一 一

表5・5・2 12時間交通量2000台前後の

道路の交通量と大型車混入率

貨秘車（プレーH） 伺　　　　考
観■点 交　通　量

i台／12b．） 交　通　量
i台／12hr）

婿虞比（鮨） 一方通行 ■限迫度
8 1510 510 205 o 20k●！b

9 1716 297 1Z5 20

10 2270 578 16．7 20

11 1555 155 99 O 20

12 2022 411 205 o 20

15 2155 635 2豆7 O 20

合　　尉 11204 2182 一 一 一

平　　均 1867 564 195 一 一

表5・5・3　予測に用いる大型車混入率

交　通　量 1000台／12hr 2000台／12hr

大型車混入率 10％ 20％
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　2に示す交通

　量データを参

　考にして、大

　型車混入率を

　表5・5・3

　のように定め

　た。

③速度分布

　　表5・5・

　1、表5・5・

　2に示す交通

　量の実測時に

　同時に測定し

　た速度のデー

　タを用いて、

　大型車と大型

　車を除いた場

　合の速度分布

　を求めた。速

　度分布を表5・

　5・4に示す。

　予測計算では、

　大型車、小型

　車別に一様ラ

　ンダム変数

　（0＜Ri＜1）

　を発生させ、

　表5・5・4

　の速度分布に

　あわせて速度

　を決定した。

表5・5・4　走行速度分布

V速度

注　予測計算で用いる速度は各区間の最大値（例10－12では12）を用いる。

1（Xmax，　Vmax） IV（Xlst，　Vlst）

図5・5・2　ハンプ付近での走行速度変化の模式図
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④速度変化

　　実験より得られた

　ハンプ付近での車両

　の走行速度の変化を

　図5・5・2のよう

　に模式化した。

　　この1～IVの各点

　の座標と速度を決め

　るために、実験結果

　の平均値を用いた。

　1～IV地点の座標と

　速度の関係の回帰式

　は表5・5・5に示

　すとおりである。

⑤車頭時間

　　交通量によって決

　まる平均車頭時間を

　平均値とした指数分

　布をするとして、出

　現車両の車頭時間を

　定めた。

t＝12×3600／n……

……… ｮ（5・5・1）

「：平均車頭時間（秒）

表5・5・5ハンプ付近における走行速度変化図の諸元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：m・km／h
　　　　順
f▽プ影伏

1 口 竃 w

直榎 Xm8x 一6．35 Xg鯛 ・0．臼
’麺

0．90

湿
（1．339

香^8㏄宕）円弧断面

k■3m
g＝5㎝ 淀 Vロ返 ” V“n

・3砺＋

O．9900 V曲
・6．715十

P．061り 撫 〃

塵標

㎞
・13．成

麺
・0．75 泊血 3．19

撫
（LOO4

香^■●♂）円弧断面

k●3垣

gエ1㎞ 澱 Vm亀x 〃 V区●n
・7．472＋

O．998●
Vロ山1

・8．222十

P．006μ ⑭ o

頗 Xm息x ・9．15 X“n 一〇．41

魎
O，014 Xbt （α996

香^開c2｝台形断面

@綬 遺 V1江“ ● V“n
・13．403＋

@L248〃 Vぬ
・13．939十

@1．2620 w o

注

Xlst欄の値はVminからVmaxに復帰するまでの加速度を示した。

表5・5・6 騒音のピークレペルの予測モデル

（大型車を除く）

　　　　　　　単位dB（A），　v：km／h

ハ　ン　プ形状
回　　帰　　式

α・〃＋β
相関係数

ハンプ無し 0．4377〃＋58．29 0，883

円弧ハンプ（3m・5cm） 0．4039〃十58．22 0，916

円弧ハンプ（3m・10cm） 0．4055〃十55．05 0，901

台形ハンプ（緩） 0．4437り＋55．74 0，952

　n：12時間交通量（1000台、2000台）

　t＝－t・ln　Ri…・………………………・……………………・……式（5・5・2）

　t：出現車頭時間　　Ri：一様ランダム変数（o＜Ri＜1）

（3）騒音レベルの予測モデル

①騒音ピークレベル予測モデル

　　　実験より得られたハンプ通過時の騒音レベルのピーク値と走行速度の関係から、

　　騒音レベル予測モデルを作成した。表5・5・6は予測計算を行う3種類のハン

一107一



　プとハンプの無い場合にっいて、速度を説明変数とする騒音のピークレベルの

　一次回帰を行った結果である。このように速度のみを用いた予測式でもほぼ

　良好な精度が得られている。

②観測点での音圧レベルの予測モデル

　　っぎにこの回帰式を用いて観測点での音のレベルを予測する。一般に、地面

　のような平らな面が無限に続く半自由空間の面上に置かれた無指向性の点音源

　による音のレベルは、次式であらわせる。12）

　　　SPL＝PWL－8－201091……・・…・・………・………・…式（5・5・3）

　　　　ここにSPL：観測点での音のレベル

　　　　　　　PWL：音源のパワーレベル

　　　　　　　　　1：音源と受音点の間の距離

　　地面を走る車両を点音源と仮定し、地面を半自由空間を構成する面と考える

　と、実験の結果得られた回帰式を用いて、観測点での音のレベルを速度の説明

　変数として求めることができる。式（5・5・3）より

　　　PWL　・＝　S　P　L＋8＋2010gl・…・……………・・…・……・…式（5・5・4）

　表5・5・6の回帰式は、

　　　SPL＝αv＋β

　とあらわされ、これを式（5・5・4）に代入すると

　　　PWL＝αv＋β＋8＋2010gd…・……・………・………式（5・5・5）

　ここにd：実験を行った際の音源と受音点の距離（3．5m）

式（5・5・5）を式（5・5・3）に代入すれば、

　SPL＝αv＋β
　　　　　　　　　　　表5・5・7
　十8十2010gd一
　　　　　　　　　　　単独の車両によるハンプ通過時の騒音レペルピーク値

　…式（5・5・6）

　ここG：　V：走行速

　度、α・β：回帰

　式係数として受音

点での音のレベル　　注1．速度はハンプ手前における定常走行時の速度で示している。

　を走行速度の関数　　　2．計算値は0．5dB単位にまるめて示している。
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音レベル

100 dB（A）
100 dB（A）

go

80
50km／h

　90騒音レ80

40

@30
ベル

40
50km／h

70 70

60

20

10

30

@　　20 10
60

50
@　ω

50

S0
吐口目

（a）ハンプ無し 時間 （c）円弧ハンプ（3m、10cm）　時間

音

ル

dB（A） dB（A）oo 100

50km／h

騒go
ｹレ

50km／h
80
@　70 40

@30

べ80
求@70

40

@30

60

20
10

60
20　　　　　　　　10

50

S0
吐口回（b）円弧ハ。プ（3m、5，m）時間　　　（d）台形…プ（緩）

図5・5・3　単独の車両による騒音レベルの変化（予測値）

時間

とし、求めることがで

きる。

　式（5・5・6）を

用いて求めたハンプ毎

のピーク値を表5・5・

7に、音のレベルの時

間変化を図5・5・3

（a）～（d）に示す。

　大型車両にっいては

表5・5・8 振動ピークレベルの速度による

回帰式（大型車を除く）

　　　単位　dB（vL），　v：km／h

ハ　ン　プ　形状
回　　帰　　式

ｿ・1n〃＋β
相関係数

ハンプ無し 7．9441nり十14．24 0，875

円弧断面

k＝3m、　H＝・5cm
10．091n〃＋8．662 0，932

円弧断面

k＝3m、　H＝10cm
11．651n〃＋4．869 0，944

台形断面

@緩斜面
9．421n〃＋13．35 0，936
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　　実験データが少ないため、

　　実験の結果から回帰式を誘

　　導できなかった。このため、

　　大型車のパワーレベルを日

　　本音響学会の道路交通騒音

　　の予測方法に関する研究報

　　告13）を参考にして、小型

　　車の10dB増とし

　　て計算を行った。

（4）振動レベルの予測

モデル

　騒音レベルで求めた

回帰式と同様に、振動

レベルのピーク値を速

度を説明変数として回

帰したところ、表5・

5・8のような予測モ

デルが得られた。

　振動レベルの時間的

な変化については、予

測計算を行う位置を実

験時の観測点と同一点

として、実験の際得ら

れたハンプ通過時の振

動レベル波形記録をも

とに、予測点における

振動レベルの変動パター

ンを求め、これを用い

て計算を行った。振動

レベルの変動パターン

を図5・5・4に示す。

レベル

時間

ピークレベル

表5・5・9

図5・5・4　振動レベルの変動パターン

単独の車両によるハンプ通過時の

振動レペルのピーク値（予測値）
単位鵡（VL）

注1．皐独車両が走行したとむの値である．

2．遠度はハンプで減連する前の定常走行時の迫度で示している．

3．計算値は0．5dB単位にtるめて示している．

60

50km／h
S0
R0
20
P0

（・a）ハンプ無し

650如320100

晋畝
30
Q0

　　　　　　　　　　　　時間時間
　　（c）円弧ハンプ（3m，10cm）

　（b）円弧ハンプ（3m，5cm）時間　　　（d）台形ハンプ（緩）時間

図5・5・5　単独の車両による振動レベルの変化（予測値）
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　大型車両にっいては、

建設省発行の道路交通

振動予測のためのマニュ

アル14）に記載されて

いる車両重量別の発生

ピークレベルの値を参

〆200m　l

3．5m
一100m

図5・5・6　観測点の位置

十100m

考にして、振動のピークレベルは大型車を除いた場合の回帰式を用いて計算した値よ

り10dB大きくなるとして計算を行った。

　回帰式を用いて求めたピーク値を表5・5・9に、振動レベルの時間変動を図5・

5・5（a）～（d）に示す。

（5）シミュレーション計算の方法

　シミュレーション計算は次の条件をもとに行った。（図5・5・6参照）

　　①条件の異るハンプ（ハンプ無しも含めて4ケース）に同一条件の交通流をあ

　　　てはめて計算を行う。

　　②交通の流れは10ケースの異る条件を与える。

　　③1ケースの交通条件にっき計算は0．1秒ステップで6．000回（600秒間）行い、

　　　1，000～6，000回までの計算結果を利用する。

　　④騒音レベルの計算区間はハンプを中心として一100mから＋100mの200mと

　　　する。　　　　　　　　　　　、

　　⑤観測点の位置は道路中心より3．5mの位置にあり、音源の高さは受音点の高

　　　さと同一の高さにあると仮定して計算を行う。

　　⑥車両は想定した交通条件に適合するように、ランダムに割り当てられた車頭

　　　時間間隔、車種、走行速度をもって一100mの位置から進入し、＋100m位置で

　　　消滅するものとして計算を行う。

　　⑦計算を＋100mで打ち切ることによるレベルの不連続にっいては計算上考慮

　　　しないこととし、図化にあたっては滑らかにっながるように修正する。

　　⑧騒音にっいては、暗騒音として自動車騒音についての要請基準値の最低レベ

　　　ルである45dB（A）を与えて計算し、振動にっいては、静かな住宅地内で観

　　　測される10dB（VL）を与えて計算し、不連続ができるだけ発生しないように

　　　考慮する。

（6）シミュレーション結果の評価方法
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励　ω助⑳・・
ヒ厨　ω・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　速
　　em　　1働　　脳。　　鋤　涙　　度゜　　　　　　sw　　　　　　1㎝蹴
　　　　　　時間　　　　　　　　　　　　　　　　．、　　時間
　（a）12時間交通量1000台の例　　　　　　　　　　　（b）12時間交通量2000台の例

図5・5・7　シミュレーションに使用した交通流の一例（騒音レベノレ）

dB（A）
go

dB（A）

200　　　　300

円楓ハンプ（3cm，56m）

　器

　器

　2
（認

dB（A）

dB（A）

loo 200 鋤

0

90

W0
蛯U05040

dB（A） ハンプ債し

0　　　　　100

dB（A）

400　　　　　　　　0　　　　　100

　　　（蹴）

　　　　　d8（A）
　　　　　認

　　　　　k°

　　　　　器
400　　　　500　　0　　　　　100

　　　（8㏄）

　　　　　dB（A）
　　　　　塁

　　　　　認

　　　　　50

200　　　　300　　　　400　　　　500

　　　　　　　　　　（sec）

　円恒ハンプ（3cm，5cm）

200　　　　　300　　　　400

円阻ハンプ（36m，10cm）

鋤
（●●c）

200　　　　300

　台形ハンプ（緩）

伽 500

（5㏄）

100　　　　200　　　　300　　　　　　　　　　500　　　　　　　100　　　　200　　　　300　　　　400

　（a）12時間交通量1000台　　　　　（sec）　　　　　（b）12時間交通量2㎜台

図5・5・8　騒音のシミュレーション結果（レベル変化図例）

鋤
（8㏄）

　0．1秒毎に行った時系列のレベルを5秒毎に100個取り出して、1dBステップの累

積度数分布を求め、騒音にっいては、90％レンジの上端値（L5）と中央値（L50）、

振動については80％レンジの上端値（L10）と中央値（L50）を求め、10ケースの試
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行結果の平均値を求め、各ハ

ンプとハンプ無しの状態との

比較を行う。

　また各ケース毎に、各々の

ハンプでのピーク値上位10個

の平均値を求め、比較検討を

行う。

　5－5－2　騒音レベルの

予測結果とその考察

　騒音レベルの計算結果から、

騒音レベルの計算結果の平均

値とハンプ無しとの間の差を

求めたものを表5・5・10に

示す。また、シミュレーショ

ンに用いた交通流の例を図5・

表5・5・10 騒音レベルの計算結果

　　　　　　　単位鵡（A）

円弧断面 円弧断面 台形断面
ハンブ無し L＝5m L＝5m

H＝5㎝ H＝10ロ 緩

ピーク アt8 7匪8 661 68．5
平 1000台／

12br L5 51．7 587 575 5息6
「●

“

L50 45．0 450 450 45．0
均

ピーク 75．5 745 アo．3 727
2000台／

12br L5 5a6 64．8 65．4 64．2
値

L50 450 46⑭ 462 462

ピーク 一 一10 一5」7 一55
1000台／

’、 12hr L5 一 十ZO 十56 十69
ン

プ無

L50 一
0 0 0

しと

ピーク 一 一to 一52 一2．8

の 2000台／
差 12br L・5 一 十6」2 十4．8 十5．6

L50 一 十t4 十12 十t2

5・7に示し、その交通流に対応したシミュレーション結果を図5・5・8に示す。

表5・5・10をみると、ピーク値はハンプを設置することによって一1dBから一5．7

dBと減少の傾向を示し、　L　50は1000台／12時間の交通量では変化せず、2000台／12

時間の交通量で＋1．2～＋1．4dBと増加の傾向を示している。ピークレベルの低下は、

走行速度の低下によるレベルの減少分がハンプ設置による増加分を上まわったためで

ある。またL50の上昇は、走行速度の低下によって、車両が観測点の前面を通過する

のに要する時間が長くなった結果、サンプリングされる割合が増加し統計値であるL

50が上昇したためである。すなわち、ハンプ設置により、一方ではピークの減少とな

り一方ではL50の上昇となってあらわれている。

　ところで、区画道路での車両の通過は、幹線道路のように連続的なものではなく、

間欠的に発生するのが通行形態である。その観点からみると、区画道路での騒音は

1台毎の走行車両のピーク値のほうが問題であろうと考えられる。

　ハンプの設置により、ピークレベルの平均値が下がり、L50の上昇が0～1．4dBと、

かなり小さいことから、このシミュレーションの結果からみるかぎりは、騒音にっい

ては、ほとんど変化しないであろうと言える。

　5－5－3　振動レベルの予測結果とその考察
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図5・5・9　シミュレーションに使用した交通流の一例（振動レベル）

円ロハンプ（㎞，5ern｝

80

（”t）　”

《●居）鰺

茄o（■c）

（a）12時間交通量1000台

《■開）

500《●の

甜0（■”）　10

醐0《蹴）

（b）12時間交通量2000台

500（■民）

図5・5・10振動のシミュレーション結果（レベル変化図例）

　振動レベルの計算結果から、振動レベルの計算結果の平均値と、ハンプ無しとの間

の差を求めたものを表5・5・11に示す。また、シミュレーションに用いた交通流の

例を図5・5・9に示し、その交通流に対応したシミュレーション結果を図5・5・10
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に示す。

　表5・5・11をみると、　　　　表5・5・11振動レベルの計算結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dB（VL）
振動においてはL10値が全

てのケースでハンプ無しの

状態よりかなりの上昇を示

しており、ハンプの設置に

より、L10値が平均で1．6

～6．8dB（VL）上昇した

ことがわかる。これに反し

て、ピーク値の平均では、

台形断面で＋1．4dB（VL，）

の上昇がみられるが、その

他のハンプではほぼ同じか

やや減少という傾向を示し

ている。

　これは、ハンプの減速効果が振動ピーク値の減少として表われると同時に、ハンプ

により、振動の上昇が生じたことによるものであると考えられる。

円弧断面 円弧栖面 台形断面

ハンプ無し L＝3防 L＝5剛

E；5ロ H＝10ロ 緩

ピーク 425 42．2’ 4t8 45」9

平 1000台／ L10 21．4 24．5 24．4 28．2
12h． ■ψ

L50 1（LO 10．0 100 1【10
均

ピーク 4Z4 4z2 471 4a8

値
2000台／

@12hr L10 551 522 54ア 405

L50 1α1 10．2 †0．2 1【15

ピーク 一 一〇5 一〔17 十t4
ハ　ン

1000台／

@12hr L10 一 十5、1 十5．0 十68
プ

無 L50 一
0 o o

し
ピーク 一 一〔L2 一〇．5 十t4と

の 2000台／ L10 一 十2．1 十t6 十5．4

差 12br

L50 　 十〇1 十α2 十江4

↓脇
（生瑠的影響等） （睡眠影響） （住民反応）

　　　　　　　　　、甕）

　　　　　　　　　才

　　　　　rr一　　　震
　　　　工場凝動にっ（皿）

一「鑓器趨基「十

憩嬬品⊥　警
準値の脚囲　　　　　　（1）

⊥　　　　十
　　　　　　　　　　霞

　　　　　　　　　（0）

80dB

O人体に有意な生理的影
■が生じ始める

70dB

O■貢職場における快感
減退境界（8時間暴露）

O睡眠深度1，2とも全て
覚■する．

60dB

O睡眠深度1，2とも覚田
する船が多い．

O團展漂度1の場合は全て
覚■する．

O睡暖深度1の場合は遇半
数が覚■する．

O睡眠影響はほとんどない。

Oよく感じるという訴え
率が50％になる●

O軽度の物的破害に対す
　る破害感がみられる●

Oよく感じるという訴え
率が40％になる・

Oやや感じるという訴え
串が80％になる。

50dB

O振動を感じ始める（閥値）

Oやや感じるという訴え
率が50％になる・

O住宅内部鋤の躍知限
界　　　　　　　・

40dB
常　時　徹　動

図5・5・11振動による影響と振動レベル（地表換算値）との関係15）
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　図5・5・11に示した環境庁がまとめた振動による影響の図15）によれば、ピーク

の平均値が台形ハンプにおいても常時微動と感覚閾値との間に入っており、ハンプ設

置による影響がほとんど無いことがわかる。また住宅内部振動の認知限界も50dB

（VL）を越えており、ピーク値の平均でみれば、道路近傍の民家内で道路振動を常時

感じることはないと考えられる。　　　　　　　　　　　一

　ただし、図5・5・10にみられるようにハンプ設置の有無にかかわらず、道路端で、

50dB（VL）を越えるピーク値を発生する車両が、まれに存在するが、それにっいて

は、現況においても振動を感じる車両であり、特にハンプの設置による問題とは考え

られない。

　以上述べたように、振動については、ハンプ設置により、L10値は上昇の傾向にあ

るが、走行速度が低下することにより、ピークレベル値はほとんど変化せず、道路周

辺民家に対する影響は設置前と変化がないと考えられる。

5－6　ハンプの股計方法に関する指針の提案

　ここでは、これまでに検討してきた実験結果などを基にして、望ましいハンプ形状

を提案する。

　5－6－1　ハンプ設置道路の条件

　ハンプは、区画道路における自動車の走行速度を抑制するとともに、ひいては通過

交通の減少を図り交通事故を防止し、快適な生活環境を確保するために設置するもの

である。すなわち、ハンプは自動車に設計速度および規制速度内の走行を行わせ、交

通安全性の向上、住環境の向上を図るものである。

　区画道路は補助幹線道路等を除いて、できるだけ通過交通の少ないことが望ましい。

沿道アクセスのみの交通では、区画道路の交通量は一般的に500台前後であり、計画

交通量が500台／日未満に該当する第4種第4級の道路に位置付けられる。そのため、

ハンプを設置する場合は、「道路構造令」第3条における道路区分で、第4種第4級

に区分される道路を対象とすることが望ましいと考えられる。

　さらに、ハンプ設置の目的から見て、走行速度はできるだけ低いほうが望ましい。

第4種第4級の道路における最低の設計速度は20km／時である。また、道路交通法

にもとつく規制速度も、ほとんどの区画道路では、20～30km／時に設定されている

ことから、ハンプの設計速度は、20km／時および30km／時とするべきである。

　5－6－2　望ましいハンプの断面形状と配置間隔
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　望ましいハンプの断面形状と配置間隔にっいては、5－4と5－5で行ったハンプ

の評価に基づいて5－6－1で示した設計条件に従い、以下のような設計指針を提案

する。

（1）円弧ハンプ

　5－4および5－5において検討した結果、自動車の走行に支障がなく速度抑制効

果があり、自転車やバイクの走行にも安全で、かっ騒音・振動の発生が増加しない円

弧ハンプは長さ3m高さ5cmと長さ3m高さ10cmのハンプであることがわかった。

それぞれのハンプの通過速度は図5・4・7より、高さが5cmの場合で30km／時ま

でとなっており、高さが10cmではほぼ20kmまでとなっている。

　これらのことから、設計速度20km／時円弧ハンプとしては、底辺長3m、高さ

10cm、また、設計速度30km／時円弧ハンプとしては、底辺長3m、高さ5cmが適

当と思われる。

（2）台形ハンプ

　5－4および5－5において検討した結果、円弧ハンプと同様に実施可能なハンプ

は緩斜面（勾配10％）の台形ハンプ（上辺長4m、下辺長6m、高さ10cm）であっ

た。この台形ハンプの通過速度は図5・4・7より約20km／時までとなっている。

　これらのことから、設計速度20km／時台形ハンプとしては、上辺長4m、下辺長

6m、高さ10cm、斜路勾配10％が適当と考えられる。

（3）ハンプの設置間隔

　ハンプは単独で設置するだけでなく、連続して走行速度を抑制するためには、連続

してハンプを設置することが望ましい。5－4で述べたように図5・4・5、5・4・

6に示す連続ハンプの速度変化図によると、自動車の走行速度は、ハンプ間隔が40m

の場合は30km／時以下、20mの場合は25km／時以下に抑制することができる。ま

た、20m間隔での設置の場合は、速度変化が全体に緩やかになることから、走行にお

ける加減速が少なくなるといえる。

　これらのことから、連続したハンプの設置間隔は40m以下とすることが望ましいと

いえる。

（4）交差点ハンプ

交差点ハンプとは、交差点に流出入する部分（道路の街角部付近）で勾配を設け、

交差点全体の舗装を盛り上げるものである。

　交差点内における自動車の走行性や歩行者の歩きやすさを確保するには、盛り上げ
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られた交差点内は平坦であることが望ましい。このことから、交差点ハンプは台形ハ

ンプとする必要がある。

　交差点流出入部のスロープ勾配は、台形ハンプの構造指針に合わせた10％以内とす

る。また、台形ハンプの高さは10cmであるが、街角部周辺での歩道と車道の高低差

は一般に10cm以内であることから、交差点ハンプの舗装面と歩道の舗装面とのすり

付けやすさを考慮して、交差点の盛り上げ高さは10cmを越えない範囲で決めるもの

とする。

　したがって、交差点ハンプは、高さ10cm以内、すり付け勾配10％以内の台形ハン

プとすることが望ましい。

5－7　結　　語

　本章では、速度抑制手法として、ヨーロッパ諸国では蛇行と並んで多く用いられて

いるハンプについて実験を行い、その特性を分析し設計指針を作成した。具体的には、

既往の研究の整理を行い、我国の住区内道路に適用可能なハンプの構造指針を決定す

るためには、新たな実験が必要であることを明らかにした。次に、設計要素を変化さ

せた数種のハンプにっいて走行実験を行い、その速度抑制効果、ドライバー・車体へ

の影響、自転車・バイク利用者への影響、騒音・振動の影響を分析した。さらに、ハ

ンプを通行する車両が発生させる騒音・振動にっいてもシミュレーションによる予測

を行い、ハンプの構造指針を提案した。

　以下に、求められた結果を要約する。

　まず、5－2では諸外国および我国におけるハンプに関する既往の研究、実施例を

分析した結果、っぎのような点が明らかになった。

　　①ハンプに関する研究は、海外においてはイギリスTRRLを中心に進められて

　　　いるが、一般に適用できる設計速度域は40～50km／時である。

　　②我国においては、ハンプに関する走行実験や実施例が一部であるものの、

　　　適用できる速度域が不明であり、二輪車への影響や騒音・振動の影響も把握さ

　　　れていない。

　　③これらのことから、我国の区画道路での適用を考慮して、自動車の走行速度

　　　が20～30km／時における速度抑制効果、二輪車への影響、騒音・振動の影響

　　　を明らかにしたハンプの設計方法に関する指針を求める必要がある。

　っぎに、5－3－4では実験道路において数種の形状と設置方法を変化させたハン
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プを設置して、自動車と2輪車の走行実験を行った。この結果以下の点が明らかになっ

た。

　　①長さ1～3m、高さ5～10cmの円弧ハンプと、高さ10cm、上辺長4m、斜

　　　路勾配10～20％の台形ハンプは、ハンプ通過時の自動車の走行速度を30km／

　　　時以下に抑制することができる。特に、長さ3m、高さ10cmの円弧ハンプと

　　　台形ハンプは、ほぼ20km／時以下に抑制することができる。

　　②ハンプを通過する車体が受ける垂直加速度は、走行速度の増加に伴ってハン

　　　プの高さが高いものほど、増大する。

　　③ハンプを通過するドライバーが感じる不快感、危険感は、走行速度の増加に

　　　伴ってハンプ長の長いものほど、増大する。

　　④騒音・振動の影響は、ハンプの設置によって自動車が速度低下することを考

　　　慮して判断する必要がある。今回の実験での速度域においては、騒音は減少す

　　　る傾向があり、振動はやや増加の傾向がある。

　　⑤高さ10cm、上辺長4m、斜路勾配20％の急斜面台形ハンプは、自転車・バ

　　　イクの走行に支障となる。

　　⑥これらのことから、長さ3m、高さ10cmの円弧ハンプと、高さ10cm、上辺

　　　長4m、斜路勾配10％の台形ハンプは、ハンプ通過時の走行速度をほぼ20km／

　　　時以下に抑制することができ、車体への影響、荷物の破損、自転車・バイクへ

　　　の影響は生じないこと、また、長さ3m、高さ5cmの円弧ハンプは、走行速

　　　度を30km／時以下に抑制することができ、車体への影響、荷物の破損、自転

　　　車・バイクへの影響は生じないことがわかった。

　　⑦ハンプを連続的に設置する場合、40mの間隔にすると30km／時以下に抑制

　　　することができ、20m間隔にすると、ほぼハンプ上を通過する速度による連続

　　　走行となり、25km／時以下に抑制することができる。

　さらに5－5では、実験道路に設置した各種ハンプに実験車両を走らせて得た道路

近傍での騒音・振動のデータをもとにして、実際の道路におけるハンプ設置の場合で

のハンプ近傍の騒音・振動をシミュレーションによって予測した。その結果、ハンプ

設置による近傍での騒音・振動への影響は、ほとんど無いと考えられることが明らか

になった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　5－6においては以上の分析を踏まえて、ハンプの設計方法に関する指針を提案し

た。その要点をまとめると以下のようになる。
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　　①ハンプ設置道路の条件は、「道路構造令」第3条の第4種第4級に区分され

　　　る道路を対象とし、設計速度は20km／時、30km／時とする。

　　②設計速度20km／時においては、底辺長3m、高さ10cmの円弧ハンプと、上

　　　辺長4m、下辺長6m、高さ10cm、斜路勾配10％の台形ハンプが適当であり、

　　　設計速度30km／時では、底辺長3m、高さ5cmの円弧ハンプが適当と考えら

　　　れる。

　　③連続したハンプの設置間隔は40m以下とすることが望ましい。

　　④交差点ハンプは、交差する道路と斜路で取付けた高さ10cm以内、すりっけ

　　　勾配10％以内の盛り上げ舗装となる台形ハンプが望ましい。

　以上のように本章ではハンプに関する多くの実験データをもとにして、我国の住宅

地区における区画道路での望ましいハンプ形状と設置方針を明らかにした。しかし以

下のような課題も残っている。

（1）実験上の課題

　　①今回実施したハンプの実験は路外におけるものである。舗装路、ハンプとも

　　　アスファルト舗装あるいは幅員3mで区画線を設けるなど、できるだけ現実の

　　　道路に近づける努力は行ったが、一般の道路上における効果とは少し異るもの

　　　と予想される。この点にっいては、実際の道路に適用する際には、再度観測を

　　　行い、より詳細に検討することが望ましい。

　　②時間・経費の制限から実験ハンプの種類を限定せざるを得なかったことから、

　　　断面形状が円弧、台形以外のハンプについてはその特性が明らかになっていな

　　　い。また、実験に用いた車種にっいては、大型車の実験ケースが少ないことも

　　　問題点としてあげられる。今後、これらにっいてもデータを収集することが望

　　　まれる。

（2）騒音、振動の予測に関する課題

　騒音・振動のシミュレーション計算では、設定条件に種々の制約と仮定を与えたが、

いくっかは今後実験データの拡充による検証や、理論的な解明が必要と思われる。特

に以下の点が今後の課題といえる。

　　①大型車のハンプ通過時の騒音・振動の発生レベルが小型車とどのように異る

　　　か、また速度の変化パターンが小型車と大型車では異るかどうかを検証する必

　　　要がある。

　　②今回の実験では調べなかった走行速度が10km／時以下や50km／時を上回
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　　　る進入速度をとった場合のハンプ部での速度変化にっいても把握することが必

　　　要と考えられる。

　　③道路端の1点における予測ではなく、面的なひろがりを持って予測を行う場

　　　合に、ハンプ振動の距離減衰特性のデータが必要である。

　　④　今回のシミュレーションでは速度を説明変数としてハンプ部の騒音・振動を

　　　とらえ、ハンプごとに実験式を得たが、ハンプ部での騒音・振動の発生メカニ

　　　ズムを詳しく解析することにより、道路の老朽化や破損によって生じた凸凹や、

　　　クラック部分での騒音・振動の予測に役立っものが得られるのではないかと考

　　　えられる。

（3）実施に向けての課題

　今回の調査で検討を加えたのはあくまでも構造の基準であり、実際に設置を行うに

は、さらに修景設計、予告標識類の検討などを行う必要がある。また、夜間の視認性

確保についても十分検討する必要があろう。
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・

料資第5章

自動車の定速走行実験におけるドライバーへのアンケート調査票資料5－1

アンケートA

感じたままを寄えて下さい．通過したハンブについて今

基虚ハンプの△】＿Z＿Q上を過過したときの、上下方向のanの履度tt
ときのショ“1クの阿倍だったでしょうb）？
次の”ものさし．の上に　O印　をつけて下さい．

問1

分 じ e ● ■ 笛

そ

h

上

》桐《

分 じ 倍 倍 倍 倍

そ

れ

以
上

そのショr7クを、A」室L艦感じてどう思いましたか？
当てはまるところに　O印　をつけて下さい．

問2

幕零に
不　眼

炉⑫り
亭　憤

や快や不

ど■し
ん情と不な

日亀憤
つ干なま

）鵬《

　に快
っ不なま

どのくらいだと思いますか？今のハンプが車の逼」丘」SL1LL6＿1｛＿K2」M口、
1てはまるところに　O印　をつけて下さい．

問3

く ほとんど
感　危険感
し　な　し

や　や　 かなり　 奔常に

危険　危険　危険

た険
つ危なま

今のハンブが、自鮎皐の里＿陸」三』L」■を与えるような危険をどの樫度感しまし
kか？　　当てはまるところに　O印　をつけて下さい．

簡4

〈　ほとんと
惑　　危険感
し　　な、し

や　 や

亀　険
かなり
危　険

葬常に
危　険

た険
っ危なま

ンブを定められた速度で走った結果E考えて答えて下さい．
tJたのものだとして、且＿一一涙」星＿ヱ＿走」L」L塑L食、どう走りまt

をつけて下さい．O印まるところに

ハあ？は
のがかて今車す当

問5

ずっと湿く
走る

やや連めLこ
　走　る

じでる岡度と速走今

やや遅めに
　走　る

ずっと逗く
走る
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資料5－2　自転車、パイクの走行実験における運転者へのアンケート調査票

　　　　アンケートB

通過したハンプについて答えてください．今、

ZL二三L二乙』2上】を通過したと宕の感じは・どうでしたか？
あてはまるところにO印をつけてください．

問1．

●写c
亭　険

食憤
，写な3

飼
‘

《ぽとんど
■　不快■
し　なし

やや不懐
●なり　募写に
不筒　干領

た慎
つ不⑫ま

と吉、ハンドhがふらついたりして

印をつけてください．

た？Oしかに過たろ通しこをまと上じる

問2．

く8した陰
っ危なま ぽとんど

亀険■
な　し

や　や　 かなり　　禽零に
亀険　 危険　 亀陰

荷物かごの中の卯パックは、無事でしたか？
あてはまる番号にO印をつけてください．

1．割れていた
2．無事だった

問3．
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第6章　大阪市における歩車共存手法の導入と整備効果

6－1　概　　説

通勤・通学・買い物などのために歩行者や自転車が通行する場、あるいは立ち話な

どコミュニティ形成の場として、住宅地区内の道路が日常生活に果たす役割は大きい。

しかし、幹線道路を避けて流れ込んだ通過交通や無秩序な路上駐車によって、歩行者、

自転車の安全性・快適性が損なわれ、住環境が悪化しているのが現状である。このた

め最近では大阪市をはじめ各都市において、これまでに述べてきた歩車共存手法を取

り入れた地区交通計画を作成し、道路の整備を行っている。ここでは大阪市の例にっ

いてその概要を述べ、その整備効果にっいて調査・分析を行う。

　以下、6－2では、大阪市において用いられている各種の交通抑制策とその設計指

針を紹介するとともに、これらを用いた地区道路整備の考え方を整理し、その整備例

を示す。6－3では、これらの交通抑制策の整備効果を交通実態・住民意識の両面か

ら調査・分析を行う。6－4では、以上の分析より得られた成果をまとめるとともに、

今後の課題にも言及する。

6－2　歩車共存手法を用いた地区道路整備

　6－2－1　地区道路整備の考え方

（1）道路の使い分け

現在では、住宅地区内においても集配車・緊急車・住民の車など、自動車が日常生

活になくてはならない存在となっている。そのため、住宅地区内で自動車と歩行者が

共存するためには、すべての道路にっいて自動車・自転車・歩行者等の交通手段別に

通行帯を分離することが考えられるが、地区道路は6～8m程度の幅員が多く、同一

道路内での完全な分離は不可能である。一方、住宅地区内の道路では、沿道施設や地

区特性により、通行する交通手段の構成比率に道路ごとの特性がある。たとえば沿道

に工場・事業所が多ければトラック等の自動車が多く、小・中学校が近傍にあれば児

童・学童の通行が多い、あるいは駅に通じていれば通勤の人が多い。このようなこと

から、住宅地区内において道路網計画を作成するに際しては、路線ごとに道路の機能

を使い分けることが現実的な方法であろうと考えられる。この考え方をもとに大阪市

の地区交通計画では、住宅地区内の道路を歩行者系道路と自動車系道路の2っに分類

している。すなわち、幹線道路に囲まれた住宅地区内において、以下のような方針で
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歩行者系道路・自動車系道路を適切に配置し、交通の安全を確保するとともに、快適

な歩行者空間を提供するための、歩車共存手法を用いた地区道路整備が行われている。

（2）歩行者系道路

　歩行者系道路は歩車共存策を導入し、自動車の速度を抑え、通過交通を減らすこと

により、歩行者の安全を図る道路である。鉄道駅・バス停・学校・病院・商店街・公

園等の施設を結ぶ歩行者交通量の多い路線を中心にネット、ワークを形成するように配

置している。

　このうち、特に歩行者交通量の多い路線では、自動車交通を抑制し、快適な歩行者

空間を整備することが必要であり、道路幅員が8m程度の歩行者系道路にっいては、

4章の実験より得られた蛇行を用いた歩車共存手法すなわちコミュニティ道路を整備

している。

（3）自動車系道路

　自動車系道路は、地区に用事のある車のアクセス路として、車をスムーズに流す道

路であり、歩行者の安全は、段付き歩道の設置によって確保する。この自動車系道路

は、歩道設置の可能な幅員の道路で自動車交通量の多い路線を選定するが、地区分断

要素とならないように考慮し、また地区に用事のない通過交通が進入できないネット

ワー一クとすることが望ましい。

　6－2－2　コミュニティ道路

　コミュニティ道路の整備に際しては、単に交通抑制策を導入し、交通環境の改善を

図るだけではなく、生活や憩いの場としての整備も図り、歩車共存状態を積極的に創

出する必要がある。

　このような観点から、コミュニティ道路の設計概念をまとめると次のようになる。

　　①歩く、住む、遊ぶ、憩うといった日常生活行為の場としての快適な環境を形

　　　成することとし、そのための施設を積極的に導入する。

　　②周辺の環境に適合した環境を生み出せるものとする。

　　③老人・幼児・身障者・乳母車などの通行に不便でないものとする。

　　④通過を目的とする自動車に進入する気を起こさせないような道路構造とする。

　　⑤進入した自動車が低速でしか走行できないものとする。

　　⑥不法駐車を排除しうるものとする。

　　⑦人の通行を優先しながらも、最大限、自動車の通行の安全性を確保する。

　これらをさらに、コミュニティ道路に要求される目的・機能と、道路を構成する要
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素の関係から整理したのが表6・2・1である。

　大阪市では以上のほかに、道路法・道路構造令・道路交通法、あるいは現実の道路

環境や沿道状況を考慮し、次に述べるような設計基準をとりまとめている。1）

O「道路構造令」第3条における道路の区分は、第4種第4級とする。

O設計速度は20km／時とする。　　　　　　　　　　　　一

　歩行者系道路は、地区道路のネットワークにおいて自動車の通過を抑制すべき位置

づけの道路である。このため、道路構造令において計画交通量が500台未満である第

4種第4級とする。また歩行者系道路の位置づけから、走行速度はできるだけ低い方

が望ましく、第4種第4級の道路における最低設計速度である20km／時とする。

O歩車道の分離をはかり、車道は原則として1車線かっ一方通行とする。

O車道の最小幅員は3mとする。

　歩道幅員をできるだけ広くとるために、最小車道幅員は第4種第4級の道路の最小

車道幅員である3mとする。また道路幅員を狭くすることは、自動車運転者に進入す

る気を起こさせないようにすることや、不法駐車を排除することにも効果があると思

われる。

O車道には直線部と屈折部を設け、自動車に蛇行を強いるものとする。

　4章の実験結果をふまえ、直線部と屈折部を設けて自動車に蛇行を強いることによ

り、自動車の走行速度を抑制する。実際の車道線形の決定にあたっては、前出図4・

5・1の屈折度と走行速度の関係を考慮した上で、道路構造令の最小曲線半径を満た

し、さらには消防車の通過が可能な範囲で選択されている。この結果、幅員8の区画

道路においては図6・2・1に示すように見通し幅（張出し部間の横断方向の距離）

2m、屈折部の距離8mを基本としている。

O車道には適宜、徐行標示を設ける。

　徐行標示は車道上に部分的に着色することにより、車道の視覚的な連続性をなくし、

ドライバーの注意を喚起する。歩行者系道路空間のアクセントともなる。

○歩車道境界の段差は必要最小限とする。

　現行法令によると、歩道は車道と構造的に、かっ連続して分離されている必要があ

る。このため、歩車道境界を明確なものとするために必要最小限の段差を設ける。段

差は老人や身障者であっても道路を横断するのに支障がないよう3cm程度とする。

o歩道舗装は歩行者が楽しく快適に歩ける材質とする。

　コミュニティ道路は地区内道路の主要動線として、また市民の憩いの場として機能
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することが要求されるため、他の道路よりも魅力のある道路でなければならない。こ

のため、歩道舗装はインターロッキングブロックやレンガ舗装など楽しく快適に歩け

る材質とする。

O交差点付近・車道屈曲部など必要に応じて照明灯を設ける。

　コミュニティ道路は地区の歩行幹線であり、夜間の通行にも安全を図る必要がある

こと、さらに車道の屈折をドライバーに明確に認知させる必要があることから、照明

灯を設ける。灯具は景観に配慮したデザインとする。

○歩道には、植樹を行う。

　道路の修景効果を高めて魅力的な道とするために、歩道には適宜、高木および低木

を配する。

○歩道には原則として車止めなどを設ける。

　歩車道境界の段差が小さいことによる自動車の歩道への乗り上げを防ぐために、歩

［田⇒

照明灯

圃一一

車道

駒止め
（ペンチ状）

③

目

8m

　　　m

無謹鑑蹴

」

図6・2・1　コミュニティ道路の設計例　　写真6・2・1　コミュニティ道路
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道には原則として車止めを設ける。車止めは歩行者が道路を横断する妨げとならない

ように、断続的なものとする。

　以上の設計基準をもとに、幅8mの区画道路において作成された標準設計が前出図

6・2・1である。完成写真例を写真6・2・1に示す。歩道舗装はインターロッキ

ングブロックとし、歩道幅員の最も広くなる部分を利用して植樹を行っている。徐行

標示にはカラー舗装を用いている。

　6－2－3　歩車共存手法の面的整備

　地区全体としての安全性・快適性を向上するには、コミュニティ道路に加えて、ハ

ンプ・狭さく・庭先道路などの歩車共存手法を、地区内に面的に整備することが必要

であり、近年そのような整備も進められている。大阪市においても、こうした歩車共

存手法の面的整備を行っている。ここでは大阪市城東区関目地区での整備を例にとり

各手法の設計指針および配置方針を紹介する。

（1）地区の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ノヘ　コt・ニティ道路　対象地区は、大

阪市の北東部に位

置し、図6・2・

2に示すように城

東区関目3～6丁

目にわたる国道1

号，163号，城北川

および市道に囲ま

れた約700m四方

の住宅地区（47．6

ha）である。

　この地区では6

・8・11mの道路

ぺ

図6・2・2　関目地区の施設配置図

a　ハ’プ

⑧IE．“ハ’プ

⊂狭さく＋ハ’プ

■－　Ekフ．ルト

●●●　　陥克直藷

④　公　園

⑭　公共縦

①　小≠校

●r－　一方造行

図　図　　自転車歩1〒書

　　専用逼｛規頷済）

迦π喘膳
　　自勘車系遂路

が格子状に通っており、道路密度も約29km／km　2と市内平均の約18km／km　2に比

べて高い。また公安委員会によって昭和45年から生活ゾーン規制のモデル地区となっ

ているため、一方通行規制・20km／時または30km／時の速度規制・駐車禁止・大型

車規制などが全域で行われている。

　交通の実態をみると、まず自動車交通では、地区北西角の幹線道路交差点を避ける
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　／時とする。

　断面の形状については、

前章での実験結果をもとに、

図6・2・3のようなもの

とする。

　円弧ハンプは縦断方向の

長さが3mで高さ10cmとし、

車や地区東端の阪神高速道路の入路へ向かう車が地区内に流れ込んでいるケースが見

受けられ、かなり通過交通が多い。一方、駅に向かう通勤・通学の流れや2っの小学

校への通学・商店街への買物など、歩行者も多い地区である。したがって地区内は交

通錯綜の生じやすい状況にある。

（2）各歩車共存手法の整備概要　　　　　　　　　　　　　一

　実施計画の策定にあたって、大阪市では6－2－1で述べた道路の使い分けの考え

方に従って、まず地区内道路を自動車系道路と歩行者系道路の2種類に分類している。

自動車系道路は幅員・沿道状況・歩道の有無などを考慮して決定している。歩行者系

道路は地下鉄や京阪の駅に向かう路線や小学校への通学・商店街への買物など歩行者

の集中する路線を主軸とし、そのほかに道路幅員・沿道状況などを考慮しながら設定

している。歩行者系道路には、その機能を実現するために、各種の歩車共存手法を取

り入れている。すなわち前述のごとく交通抑制策を導入するとともに、景観等に配慮

し、積極的に歩車共存状態を創出すべく次のような設計指針を作成している。

1）ハンプ

　車道の路面を部分的に盛り上げて車の速度を抑えるもので、地区内に用事のない自

動車が進入しにくい状況を作り出すものである。設計指針は以下のとおりである。

O「道路構造令」第3条における道路の区分で、第4種第4級に区分される道路を

　対象とする。

O設計速度は20km／時

　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

　蛇行手法と同様に、歩行　　　H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　ノノカンル　　 ノケ @　ノ’ノ’
　者系道路の性格を考慮し　　　　　　　　　　L＝3rnH＝10m

　て、道路区分は第4種第　　　　　　　　（a）円弧ハンプ標準断面図

　4級、設計速度は20km　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L，
　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L2　　　　　　　　　22
　　　　　　　　　　　　　　H＝：

｝ ／　　％％％％％・㌘％％拗・㌘〃－

　　L2＝4m以上　H＝5～10cm程度
　　2L　42：H＝10：1

　　　（b）台形ハンプ標準断面図

図6・2・3　ハンプの設計例

一131一



台形ハンプについては、擦り付け部の勾配を1：10程度とする。

O舗装材は視認性を考慮したものとする。

　視認性でアスアァルト舗装との違いを際立たせるために、小舗石やインターロッキ

ングプロック舗装あるいは、カラー舗装とする。小舗石・インターロッキングブロッ

クにっいては、走行感においても、アスファルト舗装との違いを出すことができる。

　ハンプは道路幅員や歩道の有無による制限がなく、多くの歩行者系道路に適用が可

能である。

　また、交差点を盛り上げ、ドライバー・歩行者に交差道路に対する注意を促すもの

を特に交差点ハンプと呼ぶが、構造・形状は単路部の台形ハンプと同様である。ただ

し、他の歩車共存策を施していない交差道路については、擦り付け部の勾配を1：30

程度とし、衝撃を緩和している。

　交差点ハンプは、歩行者系道路の連続性を確保するとともに交差道路から進入する

自動車運転者に注意を促すため、歩行者と自動車の動線が交差すると思われる交差点

を中心に設置する。写真6・2・2～3に設置例を示す。

写真6・2・2　ハンプ 写真6・2・3　交差点ハンプ

2）狭さく

　車道の幅員を部分的に狭くして、車の速度を低く抑えるものである。道路の入口に

設置することにより、地区内に用事のない自動車が進入しにくい状況を作りだし、通

過交通を減少させることができる。設計指針は次のとおりである。
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○「道路構造令」第3条における道路の区分で、第4種第4級に区分される道路を

　対象とする。

○設計速度は20km／時とする。

O狭さく部の車道幅員は3mとする。

　狭さくにっいても、コミュニティ道路・ハンプと同様、道路区分は第4種第4級、

設計速度は20km／時とする。また、狭さく部の車道幅員は第4種第4級の道路の最

低幅員である3mとする。

　車道を狭くすることにより生じたスペースに植樹することにより、緑量を増やすこ

とができる。また、多くの場合ハンプと組み合わせて整備を行うことにより、速度抑

制効果の向上を図る。図6・2・4に設計例を、写真6・2・4に設置例を示す。

図6・2・4　狭さくの設計例 写真6・2・4　狭さく

（3）庭先道路

　幅員6m程度で両側に歩道を設置する余裕のない歩行者系道路は、歩道と車道を分

離した一般的なコミュニティ道路を適用することが困難である。このような狭幅員道

路において、歩道を設けないで蛇行手法を取り入れたのが、庭先道路である。コミュ

ニティ道路と同様、歩行者の軸となる路線に整備する。その設計指針は次のとおりで

ある。

○「道路構造令」第3条における道路の区分で、第4種第4級に区分される道路を

　対象とする。

O最小車道幅員は3mとする。

一133一



o車道幅員の変化あるいは障害物の設置により、自動車に蛇行を強いるものとする。

　幅員6m程度の道路では、一方通行としても両側に十分な歩道を確保することが困

難である。もし狭幅員の歩道を設置した場合には歩行者が車道上を通行することが考

えられ、高速で通行する自動車の危険にさらされることになる。そのため、段付歩道

を設置しない単断面道路とし、蛇行手法により自動車の速度を抑制する。

　単断面道路は、側帯により車道と路肩が区分される。そのため路肩の幅員を変化さ

せたり、車道部に左右交互に交通島を設けることにより、自動車に蛇行を強いる構造

が用いられている。

○入口部には狭さくを設ける。

　庭先道路の入口には狭さく（特に庭先フォルトと呼ぶ）を設けて通過交通の進入を

抑制する。

O舗装は、必要に応じて楽しく快適に歩ける材質とする。

　コミュニティ道路と同様、庭先道路も歩行者の主要動線となるため、インターロッ

キングブロック舗装やレンガ舗装など楽しく快適に歩ける舗装とする。　　　　’

①　　　　　　　　　　　② ③

図6・2・5　庭先道路の設計例
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○車道屈曲部には必要に応じて照明灯

　を設ける。

o高木および低木を配する。

　車道幅員を変化させるために生じた路

肩の余裕や交通島を利用して照明灯を設

けたり、植樹を行ったりすることができ

る。図6・2・5および写真6・2・5

に例を示す。この例では路肩の幅員を変

化させることにより、自動車を蛇行させ

ている。舗装材はインターロッキングブ

写真6・2・5　庭先道路

ロックとアスファルトの組み合わせとし、車道の視覚的な連続性を遮断し、速度抑制

の効果を増大させるとともに、路肩の植樹や照明灯ともあいまって新しい道路景観を

生み出している。

　以上の歩車共存手法を用い、道路状況、交通状況、それぞれの適用範囲を考慮して

配置したのが前出図6・2・2である。

　自動車系道路にっいては、交通状況・歩道の有無などを考慮して、南北方向に一方

通行が対となる2路線を、東西方向には地区の南側外周道路の一方通行と対になるよ

うな路線が配置されている。これらの路線にっいては既に段付歩道が整備されている。

この3路線以外はすべて歩行者系道路としている。このうち、地下鉄や京阪の駅に向

かう路線や、小学校への通学、商店街への買い物に集中する路線について、交通状況、

道路幅員、沿道状況を考慮して歩行者系道路の主軸と位置付け、コミュニティ道路と

して整備している。

6－3　歩車共存手法の整備効果の分析

　ここでは、大阪市で整備された4路線のコミュニティ道路、および先に述べた関目

地区において整備された各種の歩車共存手法に関する調査結果をもとに、それらの整

備効果を分析する。

　6－3－1　調査の概要

（1）長池・中宮・新森・八幡屋でのコミュニティ道路に関する調査

　コミュニティ道路の整備が対象道路および周辺道路に及ぼす影響を把握するために、

交通実態調査とアンケートを行った。調査対象とした路線は、昭和55年度に整備を行っ
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た阿倍野区長池と昭和56年度に整備を行った旭区中宮・旭区新森・港区八幡屋を合わ

せた4路線である。

1）交通実態調査　　　　　表6・3・1　コミュニティ道路の交通実態調査日

　各路線において、整

備前後の断面交通量・

駐停車台数を目視によ

り観測した。断面交通

量は自動車・自転車・

歩行者の交通手段別に

12時間交通量を計測し

た。駐停車台数にっい

ては、長池では12時間

中のすべての駐停車車

両にっいて駐停車時間

を観測し、その他の3

区間については、ある

瞬間にその区間内に駐

停車している自動車の

台数を観測した。また長池では8mmカメラにより交通流動を撮影し、一定区間を通

過する時間を、コマ数より判読し、区間平均速度を求めた。調査日は表6・3・1の

とおりである。

2）アンケート調査

　各路線の沿道世帯およびその周辺世帯にアンケート票（章末資料6－1参照）を留

置、数日後に回収した。調査日は長池が昭和55年11月7日～11日、他の3路線が昭和

57年8月21日～25日で、サンプル数は長池268人・中宮135人・新森131人・八幡屋134

人である。

（2）関目地区での歩車共存手法の面的整備に関する調査

　歩車共存手法を面的に整備した城東区関目地区においても、（1）で述べた単独整備

のコミュニティ道路と同様、実態調査ならびにアンケート調査を行った。調査内容は

っぎのとおりである。2）3）

1）交通実態調査

整　　備　　前 整　　備　　後

交通量調査

（長池）

@昭和55年5月13日（火）

i中宮・八幡屋）　　　　】

@昭和55年10月1日（水）

i新森）

@昭和56年1月19日（月）

（長池）’　昭和55年9月26日（金）

i中宮・新森・八幡屋1回目）

@昭和57年7月16日（金）

i中宮・新森・八幡屋2回目）

@昭和57年9月16日（金）

駐停車台数

ｲ査

（長池）

@昭和55年5月13日（火）

i中宮・八幡屋）

@昭和56年1月16日（金）

i新森）

@昭和56年1月19日（月）

　　　　　　　　　　　’
i長池）

@昭和55年9月26日（金）

i中宮・新森・八幡屋）

@昭和57年7月16日（金）

走行速度

ｲ査

（長池）

@昭和55年5月13日（火）

（長池）

@昭和55年9月26日（金）

i中宮・新森・八幡屋）

@昭和57年8月24日（火）
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泉
阪

駅

wE［「ー」ELL「

　　　　〔凡例〕

一自動車系道路
　　　歩行者系道路
胴㎜n蝋■

　　　（コミュニティ道路）

　　　、歩行者系道路

　　　（ハンプ、狭さく）

・・◆…◆・歩行者用道路

　　　◆　ハ　ンプ

e交差点ハンプ
◆．ハンプ＋狭さく

　゜　庭先フtルト

〔コ学校
睡1公園
　◇　イメージ・ハンプ

e⇔OO庭先道路
①狭さく＋ハンプ　②交差点ハンプ　　③狭さく＋ハンプ
④庭先フォルト　　⑤コミュニティ道路⑥ハンプ
⑦交差点ハンプ　　⑧庭先フtルト

図6・3・1　交通実態調査対象区間（関目地区）

　関目地区においては各種の交通抑制策を整備しているため、各抑制策の代表的な区

間を選定し整備前後にっいて手段別交通量・自動車走行速度・駐車台数・騒音振動を

測定した。調査した8区間は図6・3・1のとおりである。また地区外周の20地点の

出入口について通過交通量を、地区内7交差点にっいて交差点の進入状況を観測した。

それぞれの測定方法はっぎのとおりである。

（a）手段別交通量一8区間の歩行者・自転車・自動車にっいて30分交通量を2回測

　定し、地区内の12時間連続観測地点の時間帯別交通量構成率を参考にして、各区間

　の12時間交通量を推計した。

（b）自動車走行速度一8区間にっいて、区間中2地点に設置した光センサー間を通

　過す時間を計測し、その間の距離と通過時間より平均速度を求めた。

（c）駐車台数一一8区間にっいて30分間隔で5回、その瞬間に各区間に駐車している

　台数を目視により観測した。

（d）騒音・振動一8区間にっいて道路と民地の境界線上に振動計を設置し、その上
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方1．菱nの位置に騒音計を設置して計測した。6秒間隔で100サンプルの騒音・振動を

読み取り、大きいものから5番目・10番目の値（L5・L10）と50番目の値（L50）

を整備前後で比較した。

（e）通過交通量一地区の出入口20地点において、午前8時から11時の3時間に通過

　する自動車のプレートナンバーとその通過時間を記録することにより、交通量と同

　時に地区内通過の所要時間を調べ、地区内にとどまっている時間が10分に満たない

　自動車交通を地区内に用事の無い通過交通と判別した。なお、地区内にとどまって

　いる時間が10分以内であっても、入口と同じ方向に出ているものは、通過交通と見

　なしていない。

（f）交差点進入状況一地区内の7交差点にっいて交差点に進入する自動車・自転車

　を目視で観測し、停車・徐行・減速・そのまま走行の4種類に分類した。

　以上各項目の調査日は整備前が昭和59年10月23日火曜日、整備後が昭和61年11月19

日水曜日である。

2）アンケート調査

　関目地区でのアンケートは、地区内の交通抑制策を実施した路線の沿道住民・実施

していない区間の沿道住民・関目地区周辺の住民にっいて行い、それぞれ199人・114

人・62人、合計375人の回答を得た。昭和61年12月19日～20日にアンケート票（章末

資料6－2参照）を各家庭に配布し、昭和61年12月22日～24日に回収した。

　6－3－2　蛇行手法を用いたコミュニティ道路の整備効果の分析

鵠

　幻　アー5

ｨ　整備後

25
d漬…“繋整備前

519　391

6竃7

綴　　346

　（－46％）

整備後整備前

　　目⑤　間関区）（

¢

整備後佗　　　　屋　　　　幡整備後ω八　　　　の整備前　

（

整備後②　　　　森整備後ω新　　　　の整備前　（整備後ω中

整備前ω

町池長の
（

化変勤嫡姫舶鴎酬雌㍉ゴ共弓弓即

一138一



（1）自動車交通量の変化

　図6・3・2は、各コミュニティ道路の自動車交通量（12時間交通量）を道路整備

実施前後で比較したものである。各区間とも自動車交通量が減少しており、特に関目

地区では、43％の減少がみられる。これは関目地区のコミュニティ道路のみがハンプ

と組合わせて整備されたことによるものと考えられる。　　．

（2）歩行者・自転　（人／日）

　車交通量の変化

　　　　　　　　　　2．000
各路線の歩行者・

自転車交通量（12

時間交通量）をま
　　　　　　　　　　1，000
とめたのが図6・

3・3である。自

動車交通量のよう

に一定の傾向はみ

られないが、関目

地区のコミュニティ

道路においては、

自転車交通量が大

きく減少している。

これはハンプの設

置により、車道が

走りにくくなった

ためと考えられる。

（3）駐停車状況の

　変化

　図6・3・4は
長池のコミュニティ

道路にっいて、整

備区間内に駐停車

した車1台ごとの

駐停車時間を示し

0

（台／日）

2．000

1，685人

難難

　　　1，675人
@　　（＋8％）1，556人　　1，370人　　　　　、

（－12％）

…嚢遼蔑

1諏；22％）
、、

1，446人

i－7％）

866人

623人
蒙 484人

§茎
・1

（＋36％）

597人（＋　　’

ｮ垂ii美ii…

5％）
539人

ii灘

（－10％）

’

　519人

i－4％）
藷‖

637人ノ
嚢叢ξ：i
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量類儲歩の
（

整備後②　　　宮整備前
整備後池整備前　長

　　　851台
1，000　　　（十5．4％）
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整備後整備前

長　池
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図6・3・3

整備後佗　　　　屋整備後ω幡　　　　八整備前 整備後整備前

　　目⑤　間関区
　（

コミュニティ道路整備区間の

歩行者・自転車交通量の変化
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たものである。平　（分）

均駐停車時間は、　　o－5

整備前が約2時間　　6－10

であったのに対し　11－31◆

て、整備後は約10　31－60’

分と大幅に減少し、　61－120

整備前には全体の121－180・

4分の1を占めて181－240．

いた2時間以上の241＿300

駐車は、整備後は301．－600．

全くなくなった。　601＿

また図6・3・5
　　　　　　　　　　　0
は、長池を除くコ

ミュニティ道路に

ついて、時刻ごと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（台）
　　　　　　　　　　　　　　　　整備前：：　’：：　：：

　　　　　　　　　　　　（a）中宮　　185
　　　　　　　　　　　　　　　　整備後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1

　　　　　　　　　　　　⑥新潔

　　　　　延べ台数1平均（分）

■■■整備後
　　　　　　　　　　　　（c）八幡屋　　　　　203
ただし・11始のうち8台について‘ま駐車　　　　　　整備後
時間の観測が不可能であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．7

1。2。、。＿霊謙1

　　　　　　　　　　　図6・3・5

　　　　　　　　　　　コミュニティ道路整備区間

　　　　　　　　　　　の平均駐停車台数の変化

　　　　　　　　　　図6・3・4

　　　　　　　　　　　コミュニティ道路整備区間の

の平均駐停車台数　　　駐停車時間の変化（長池町）

を事業実施前後で

比較したものである。整備後は物理的に停車可能なスペースが限られるため、各区間

とも大幅な減少がみられる。なお周辺道路の駐停車もあわせて調査したが、コミュニ

ティ道路から締め出された駐停車車両が周辺道路に駐車場所を移した様子はみうけら

れなかった。

（4）自動車の走行速度の変化

（三ニ　　　ハ（99　　曙曇…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均23．1km／h
　　　　　　　　　　　　　　　　　／h台　台
　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数

　　81012141618202224262830323タ36384042444648　　　　　　　　81012141618202224262830323436384042444648

　　　　　　　　　速度　　　（km／h）　　　　　　　速度　　　（km／h）
　　　　　　　　（a）長池町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）関目（区間⑤）

図6・3・6　コミュニティ道路整備区間の自動車走行速度の変化（長池・関目）

一140一



　図6・3・6は、長池および関目のコミュニティ道路にっいて、事業実施前後で自

動車の走行速度を比較したものである。いずれの路線でも速度が減少しており、特に

高速域で走行する自動車が減少したことがわかる。

（5）住民の評価

　図6・3・7は、長

池町および関目地区の

コミュニティ道路の整

長　池

0

　　　　　　　　　　　関　目
備にっいて、沿道住民（区間⑤）

に、「良いことである」

「改良すべき点はある

が、良いことである」

20 40 60 80　　　100％

、
35 4

9 51

図6・3・7　コミュニティ道路整備区

　　　　　　　間の住民の評価（1）

■良　　い
CIマア良い
■悪　　い
吻ワカラナイ

「良いことではない」「わからない」の4っの

選択肢で回答を求めた結果である。約9割の

住民が整備に賛成していることがわかる。ま　　長池での質問

た図6・3・8は・長池町の・ミュニテ・道　「嘉；㌫訂も歩儲繊を

路で、歩行者に対してまわり道になってもこ

の道路を通るかどうかを質問した結果である．芸鷲；舞

掌1舞腰竺㌶麓蓮㌶劣㌶り道でlll

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まわり道であればiii答えており、交通安全性の向上や植樹やカラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通らない
フルな舗装による歩行者空間の快適性の増加どちらとも

が、歩行者の経路選択に影響することが示唆　　　いえない’㌔

される。しかし交通実態の観測結果では、歩

行者交通量が減少している区間もあり、今後

その要因を分析していく必要がある。

　6－3－3　ハンプの整備効果の分析

（1）自動車交通量の変化

0 20 40

図6・3・8
　コミュニティ道路整備

　区間の住民の評価（2）

60

　図6・3・9は、関目地区でのハンプ設置路線にっいて手段別の交通量を事業実施

前後で比較したものである。自動車・バイク交通量が減少し、歩行者・自転車の交通

量が増加しており、自動車系道路と歩行者系道路の使い分けの考え方が実現されてい

る。
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（2）自動車走行速度の変化

　関目地区でのハンプ設置

路線、および交差点ハンプ

に接続する区間について事

業実施前後の自動車走行速

度の変化を調べたのが図6・

3・10である。ハンプ全体

としての明らかな傾向は見

られない。このことから自

動車・バイク交通量が減少

しているのは、ハンプ設置

区間の通過所要時間の増加

よりもハンプ通過時の不快

感によるものと考えられ

る。

（3）交差点進入状況の変化

　図6・3・11は、関目地

区の交差点ハンプ設置部へ

の自動車および自転車の進

入状況を目視により観測し

たものである。これによる

と自動車にっいては、停車

の割合が増加しており、交

差点ハンプによる注意喚起

の効果があらわれている。

一方、自転車にっいては、

1，565
@　　　　1，449

874

@・：・：

：i：

640

・　．

奄奄ｫ襲
… 743

奄奄奄

心・

i’ii：

i：i：iii霞 　　　322
’11292　　　1：’：　64　　　102107

整蓼鯨整備前整備後整備前整備後整備前

　”鮫ハ量　　通点プ交差ン車交ハ動①　

自

プ　の
▽　（⑳

2．401

整備後勢整備前鮫．過

籠ぱ二鯖㌫ω

籠囎遡整備後勢較整備前鮫ハ瑞

難｝㌫

整覆勢
　　　交ハ整備前　　　②整備後勢整備前鮫ハ整備後プ整備前⑭

量通交車転自の
（

図6・3・9　ハンプ設置路線の交通量の変化

停車・徐行の割合が減少している交差点もあり、自転車利用者にっいては、他の注意

喚起の方法にっいて今後検討が必要である。

（4）騒音・振動の変化

　前章においてハンプの騒音・振動の検討を行ったが、ここでは実際に施工した関目

地区において、検証を行った。
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　（台）

　20

　15

台

　10
数

　　5

　　　　　　　　　　　　　　　（台）

平均速度　　　　　　　　　　　15
整備前25．2→整備後25．9km／h

0
　8　1012141618202224262830323436384042444648

　　　　　速度（km／h）
　　　（a）区間②：交差点ハンプ

　（台）

　50

ム　30
口

数20

　10

　　0

平均速度

ｮ備前28．0→整備後26．8km／h

8101214161820222426田30323436384042444648

　　　　速度（km／h）
　　（c）区間⑦：交差点ハンプ

⑧整備前

　整備後

⑧整備前

　整備後

④整備前

　整備後

⑧整備前

　整備後

0　　　20　　40 60

台

数

80　　100％

11 1

4

　　　　（a）自動車

0　　　20　　40　　60

10

5

平均速度

整備前21．2→整備後23．Okm／h

0

　81012141618202224262830323436384042444648

　　　　　速度（km／h）
　　　　（b）区間⑥：ハンプ

　　　　Eコ整備前
　　　　■1整備後

図6・3・10

　　ハンプ設置路線の自動車

　　走行速度の変化

車行速行停徐減走
ロ囮膠■

80　　100％

（b）自転車

図6・3・11 交差点ハンプへの進入状況の変化
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　5秒間隔で、100　dB（A）
　　　　　　　　　　90
サンプルの騒音・　騒80
振動レベルを読み翼

取り、騒音レベル　ベ』8

　　　　　　　　　　　20
の大きいものから　ル10

5番目の値・50番

目の値および振動

レベルの10番目の

値・50番目の値を

L5　L50

図6・3・12

　　　　　dB
　　　　振60
　　　　動50
　　　　レ40
　　　　べ；1

　　　　ル10

　　　　　　　LioL50

ハンプ設置路線の騒音・

振動レベルの変化（区間⑥）

事前事後で比較したところ、図6・3・12に示すとおり両レベルとも、減少した。こ

れは自動車交通量の減少によるものと考えられる。一方、生活道路では幹線道路に比

べて走行車両が少ないことから、一定時間ごとの観測値よりも自動車1台ごとの騒音・

振動値に対する考慮が必要であると考えられる。そこで、調査地点を通過した自動車

1台ごとに、通過時の騒音・振動のピーク値を調べ、それぞれのピーク値を縦軸に、

走行速度を横軸にたとったのが図6・3・13である。騒音にっいては、速度と正の相

関関係にあるようで、多くの車がハンプ直近ではスピードを落すことから事業前より

もむしろ減少している。振動にっいては、速度とのはっきりした相関は見られないが、

ハンプ設置により振動が増加していることはないと考えられる。

dB（A）
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騒

音　80
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ベ

ル
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△
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振
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レ60
ベ

ル

（50ピ

ク

）40
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　　　　　速　度
　（a）騒音レベルと速度の変化
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貨鋲小

小
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■

▲

10　　　　20　　　　30　　　　40　km／h
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　（b）振動レベルと速度の変化

図6・3・13　ハンプ設置路線の騒音・振動レペルと速度の変化（区間⑥）
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（5）住民の評価

　コミュニティ道

路と同様にハンプ

および交差点ハン

プにっいて、その

評価を4っの選択

肢で質問した。そ

ハンプ

交差点ハンプ

0 20 40 60 80 100％

…

7 48 6 診9

・ 45 41， 9

囲良　　い
Cコマア良い
■悪　　い
疹ワカラナイ

図6・3・14　ハンプ設置路線の住民の評価

の結果を示したのが図6・3・14であり、ハンプで85％、交差点ハンプで86％の住民

が良いことであるとしている。

　6－3－4　狭さくの整備効果の分析

（1）交通量の変化

　図6・3・15は、関目地区の狭さくとハンプを組み合わせた2区間にっいて事業実

施前後の手段別交通量（12時間交通量）の変化を示したものである。自動車交通量・

歩行者交通量ともに減少しているが、歩行者交通量の減少にっいては、今後その要因

を分析する必要がある。

　1，617　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：台または人／12時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30分間交通量2回の観測値にもとつく推定値

整備後整備前整備後整備前

くプさン狭ハ③＋くプさン狭ハ①＋

量通交車動自の
（

量通交車輪二め
（

817

整備後整備前整備後整備前

くプさン狭ハ③＋くプさン狭ハ①＋

量通交者行歩∋
（

1，117

図6・3・15狭さく設置路線の交通量の変化

整備後整備前整備後整備前

くプさン狭ハ③＋くプさン狭ハ①＋

量通交車転自の
（

（2）自動車走行速度の変化

　図6・3・16は、関目地区の狭さくとハンプを組み合わせた2区間にっいて事業実

施前後の自動車走行速度の変化を調べたものである。両区間とも速度の低下がみられ、
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（台）

20

15

10
台

数

［コ整備前

　平均28．6km／h

■整備後
　平均20．5km／h

（台）

20

15

　10
数

08101214161820222426283032誕36蜘42弱46娼　8・10・1214・16・18・20・Za・24・26・aS・3032・M・S6・Sa・4042・44・46・48

　　　　　　速度（km／h）　　　　　　　　　速度（km／h）
　　　（a）区間①：狭さく＋ハンプ　　　　　　　　　（b）区間③：狭さく＋ハンプ

　　　　図6・3・16狭さく設置路線の自動車走行速度の変化

前出図6・3・10のハンプだけを設置した区間では速度の減少が見られなかったこと

から、ハンプと狭さくとの組み合わせによって速度抑制効果が発揮されたと考えられ

る。

（3）住民の評価

　図6・3・17は、関目地

区の狭さくとハンプを組み

合わせた区間にっいて、住

民の評価を4択で質問した

ものである。他の施策と同

0 20 60 80　　100％

囲良　　い
【コマア良い

■悪　　い
疹ワカラナイ

図6・3・17狭さく設置路線の住民の評価

様、8割以上の住民が良いことであるとしている。

　6－3－5　各手法の面的整備効果の分析

（1）流入交通量の変化

　関目地区において国道に接続する2断　　表6・3・2

面（地区の北および西面）にっいて地区

内への流入自動車交通量（午前8時から

11時の3時間交通量）を事業前後で比較

すると、表6・3・2に示すように自動

車系道路では12％増加したのに対して、

歩行者系道路では8％減少した。このこ

面的整備地区の流入交

通量の変化（関目）

分　　類 歩行者系 自動車系 合　　計

地点数 7 3 10

事業前

幕ﾆ後

854

V89

磁722 1498

P511

変　　化 一7．6％ ＋12．1％ ＋0．9％

注）北・西断面での3時間交通量
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　　　　　　　　　　　　　　　㊦％（∋（∋

　　　　　　　　　　　　　　　⑭％繊％＄｝kfiif

　　　　　　　　図6・3・18面的整備地区の通過交通量の変化

とから、各種の交通抑制策の実施に伴う道路の機能分担が実際に機能していることが

わかる。

（2）通過交通量の変化

　図6・3・18は、ナンバープレート調査の結果より、各出入口の流出入交通量とそ

れに対する通過交通量の割合を示したものである。これによると、事業実施前後とも、

流入交通量・通過交通量の多い地点には変化はないが、通過交通量の割合の変化状況

は、地点ごとに若干異っており、図中⑪からの流入交通、⑭への流出交通に占める通

過の割合が目立って減少した。これらは共にコミュニティ道路整備路線の延長線上に

ある出入口である。また全出入口での通過交通量の割合を平均すると、事業前32．9％

から事業後27．4％へと5．5％減少し、一部通過交通量の割合が増加している地点にっ

　　　　　　　　　　4駕、％日1％29°14123％1SS．22％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業後　織出入台数5。。（台）　　　　　　　　　　　③⑲

　　　　　　　　　　　舗　％174　6彊

過‥鶴通
㊤加
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いても、台数でみると減少した。このことから、通過交通の排除においても効果があ

ることがわかる。

（3）交通事故件数の変化

　表6・3・3は、大阪府警のデーt

タをもとに関目地区にっいて事業実

施前・事業実施後各1年間の交通事

故発生件数（届け出のあった人身事

故）を比較したものである。事業実

施後は実施前に比べて事故件数が減

少したことがわかる。

（4）住民の評価

　関目地区における歩

車共存手法の面的整備

について「良いことで

ある」「問題はあるが

良いことである」「良

いことではない」「わ

からない」の4っの選

択肢を設定し、交通抑

重点路線

地区内

地区外

全　体

0

表6・3・3 面的整備地区の交

通事故件数の変化

区分 　　　　’冝@　間 月数 件数 月平均

事業前
　　　”
T9．1～59．12 12 14 1．17

事業後 62．1～62．12 12 11 0．92

20 40 60 80 100％

■良　　い
［コマア良い

■良クナイ
囮ワカラナイ

図6・3・19面的整備地区の住民の評価

制策を実施した道路の沿道住民・それ以外の地区内住民・地区外の周辺住民に分けて

示したのが図6・3・19である。「良いことである」「問題はあるが良いことである」

を合わせると施策を実施した沿道住民・施策を実施しない地区内住民・地区外住民の

順で評価が高いことがわかる。全サンプルの平均でも90％の人が良いことであるとし

ている。

6－4　結　　語

　本章では、まず6－2において住宅地区内の道路を自動車系道路と歩行者系道路に

使い分ける地区道路整備の考え方にっいて述べ、これを実現するためのコミュニティ

道路、ハンプ、狭さく、庭先道路等の歩車共存手法の設計指針にっいて考察を行った。

　さらに、6－3ではこの考え方にもとついて、地区道路の整備がなされた大阪市の

関目地区などにおいて、整備前後に交通実態・住民意識を調査することにより、その

整備効果の分析を行った。

一148一



　以下で、抑制手法別に整備効果の分析結果をまとめる。

　　①コミュニティ道路については調査を行ったすべての路線にっいて、自動車交

　　　通量が減少したこと、ハンプとの組合わせによりさらに自動車交通量が減少す

　　　ることが明らかになった。しかも各区間とも駐停車台数が減少し、長池町の調

　　　査では、平均駐停車時間が整備前の2時間から整備後の10分へと大幅に減少し

　　　ていることがわかった。また自動車の平均走行速度｝こっいても低下傾向が見ら

　　　れ、特に高速域で走行する自動車が減少することがわかった。さらに沿道住民

　　　へのアンケート結果でも約9割の住民が整備に賛成していることが明らかになっ

　　　た。

　　②ハンプについても単路部にハンプを設置した道路では、自動車・バイク交通

　　　量が減少すると同時に歩行者・自転車交通量が増加しており、歩行者系道路の

　　　考え方が実現されていることが実証された。また交差点ハンプを設置した交差

　　　点では一時停止をする自動車の割合が増えており、交差点における注意喚起の

　　　効果があらわれた。そしてハンプを設置したことによる騒音・振動の増加はみ

　　　られないことも実証されている。その結果、沿道住民へのアンケート調査では

　　　9割近くの住民が整備に賛成していることが明らかになった。

　　③狭さくを設置した道路においては、自動車の交通量が減少し、走行速度が低

　　　下していることが明らかになり、住民へのアンケート調査では8割以上の住民

　　　が整備に賛成していることが明らかになった。

　また、各手法の画的整備による効果を分析した結果、以下の点が明らかになった。

　　①地区への流入自動車交通量を整備前後で比較すると、歩行者系道路で減少し、

　　　自動車系道路で増加するという効果があらわれており、道路の使い分けの考え

　　　方に沿った自動車利用をされていることが明らかになった。

　　②さらに地区に流入する自動車交通に占める通過交通の割合が減少しており、

　　　通過交通排除の効果もあらわれている。

　　③これらの結果として事業実施後は実施前に比べて交通事故の発生件数が減少

　　　していることも実証された。またアンケート調査においても、約9割の住民が

　　　面的な整備に賛成しており、特に歩車共存策を実施した区間の沿道住民の評価

　　　が高いことが示されている。

　このように、歩車共存手法を用いて地区道路整備を行った結果、各施策は目的とし

た効果をあらわし、住民からも高い評価を得ていることがわかった。
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　ただし、いくっかの点で今後の地区道路整備に還元すべき点、あるいは今後の検討

課題が残っており、それらををまとめると、次のとおりとなる。

　　①　施策実施区間で、一部に歩行者交通量，自転車交通量の減少した区間がみら

　　　れる。その要因を分析し、より安全・快適な歩行者系道路とする必要がある。

　　②地区北西角の幹線道路交差点を避けて地区内に流入する車は、事前よりは減

　　　少しているものの、依然として残っている。幹線道路からの進入部での対策を

　　　さらに検討する必要がある。例えば、地区進入部にっいては、交通抑制策だけ

　　　でなく、地区の性格を表わすサインなどの設置もあわせて検討する必要がある

　　　と思われる。

　　③地区内の道路を歩行者系，自動車系の2っに分類したが、歩行者系道路を通

　　　行する自転車が、自動車系道路との交差点で一時停止を怠るといった状況がみ

　　　うけられた。今後は交差道路の優先関係を整理すると同時に、各交差点で交差

　　　道路の種類に応じた対策を行っていく必要がある。
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一一 P50一



第6章資料
　資料　6－1　歩行者系道路についてのアンケート調査票

1．歩行者系道路にっいてのアンケート■査菓

　　　…i

　大阪市では、このたび生活道路での交通安全をはかるため、長池公園の西側に「歩行者系道

路Jを整備いたしました。工事に際しては、皆様にいろいろとご協力いただき、ありがとうご

ざいました。

　この詞査は、「歩行者系道路」についての皆様のご意見をおうかがいし、今後の交通安全対策

を考えていくうえで参考にさせていただくためにおこなうものです．’

　お忙しいところ、たいへんご迷惑をおかけしますが、

よろしくご協力くださいますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊大■m土．木局

　　　　　　　　t
　　●　アンケート泉に配入されたことは、統計的に処理されま†ので、

　　　個人の秘密をおか†ことltあ叩ません．

　　●　ご不明の点、その他アンケー‘についてのお聞いあわせは、眉査

　　　　を書託した（財）大飯市土木披術協会に二連絡《ださい．

　　　　　　　　　｛財）×恒市▲＊綾筒笛舎

　　　　　　　　　　　　じi　　らヤPt
　　　　　　　　　　　　民村上
　　　　　　　　　●■×■（ee）“s－■Tel

間1．長池公■の西側に葺備した「歩行者系道路」についておたずねします。

間1－1．あなたは、この歩行者系道路を知っておら

　　　　れますか．あてはまる番号にO印をつけて

　　　　ください．

問1－2．

3べ一ジの問9．

へ担皐轟くttさ

、㌔

3．知　ない

■べ一ジの問9．

へ舶這み《t’■

い・

どれくちい通っておられま†カ㌔あてはま

る番号にO印をっけてください。

Lほぽ毎日
通っている

2．遇に2－3回

通っている
3。ほとんど
　遵らない

間1－3．おもにどのような自的で通っておられます

　　　　か．あてはまる番号に2つまで○印をつけ

　　　　てください．

匝＝憂］［亘＝ヨ［口
4．買絢、用事　5．散歩、休患　6．その億｛　　）

間1－4．この這路の感ヒは、以前とくらべてどのよ

　　　　うに変わりましたか．例にならって最も近

　　　　いと感ヒられるところにO印をつけてくだ

　　　　さい．

　　　　　　　　　　　Ut篇亀言鍍㌘と乱婁薗鴫
　　0喝　楽しい惑し　　　　　　　」＿＿＿L＿」＿＿＿＿」

　　　　明るい惑じ　　　　　　一＿＿」＿＿」＿＿」＿＿」

　　｛イ｝おちついた惑じ　　　　」＿＿L＿＿」＿＿＿L＿＿i

　　　　境Lめる惑じ　　　　　」＿＿J＿＿＿一＿＿L＿＿」

　　国　康しい感ヒ　　　　　　　」＿＿＿一」＿＿■」＿＿＿＿L＿＿＿＿」

　　句寸　ひろびうとした感ヒ　　 」＿＿＿＿」＿＿」＿＿＿＿」＿＿＿i

　　防）安全な感ヒ　　　　　　」＿＿一＿⊥＿＿一＿」
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●　次の間2～周4．では、長池公回西側の歩行者系道路を通られたときに感じられたことをおたずねして

　　います．それぞれ下の例にならって、最も近いと感ヒられるところにO印をつけてください．

さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

iく臥例㌦歩道。広六L二・i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

i　　　　U）歩道路面の†べりに《さ」＿一＿L＿O．．．＿ii
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

i　　　　en歩道路面のへいたんさ　」＿一．．e－＿一一　i
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

L・■●．■■●■■■●台．■．．．．，．・．・．．●．”●■■■’■●■s■■●■■■●■■■■●■■■●●●●“．・≡．・．．．．．．．．，．一一．■■■●■■■■■■■■●■■■■●■●■’

　　　　　　■　　■

間2．歩いて通られたかたにおたずねします。
　　　　　　C多いて通られたことがないかたは、次の阿3．へお違み《ださい．，

間2・－1．’

〔1〕

この這路を歩いて通る場合、次の項目につ

いてどのように感ヒておられま†か．

歩道の歩●やすさ、立ち■や休息のしや†

亭について

　’　　　　n－i蒜漂と蒜・‘・
　m　■直の庄さ

　㈲■遮路■釣†ぺり↓二《●

　陶　■直■田のへ‘、たん■

　国■竃の＊”1，

　　　　　　　　　ク　硲街島樹．阜▲めなどの置■かた

　悌ベン◆nN用nしや†t

　●　禽体とLて■趣の■●やすさ

〔2〕　安金48について

自簡皐の軍包のしや†●

nlt牽ilt●0二Pttてあ6二と

卓止め博直と●迦に創↑てあ6二稔

画舅■のxピード

自舷卓とのすれちbeL・nLやtt

金体として管金●

一一一一一一t．．．一．i．．一一．．L．．．．．L

一一一一

一一一一
　　◆◆どららとも◆◆島い　　　　　　　　■、・　　禽いいえ●い●い

一一一一

一一一一

一一一

〔3〕　　なガめ1二7Vて

〔4〕

間2　・－2．

　　　　　　　　　　　一醐eもPtp　　　　　　　　　　　　　　　　　●い　　　　　　　　　か・　　　　　　　　　　　鼻いL・ieい垣い．
■適路●の襲し■　　　　　」＿＿L＿＿L＿＿」＿＿J

街烏樹nt●■t　　　　一＿一＿L＿」＿＿」

ペン＋の色、かkち　　　」＿．一一＿＿」

団nn色、カ・nち　　　L＿＿＿＿」
■連⑰■に蜜化ガあ6二と　」＿⊥＿一L＿」＿＿」

己●ethりの景色のロ■　一＿一＿一
含俸としてnefめ　　　一＿一＿」＿＿一

歩●やすさ、安金さ、ながめ告まとめて

　　　　　　　　　　や◆n4t‘◆◆　　　　　　　　●い　　　　　　　　　　　　　　　　●‘・　　　　　　　　　　A．・pLいp●t’
こ　の直●ti　」＿一」＿L＿一＿」

この遣路を歩いて通6■●は、整傭前にく

らべて増えましたか．あてはまる番号にO

印をつけてください．

1．培　　　え　　　た

2．浪　　　っ　　　た

3．衰　わ　ら　な　い

　　　　　　ロ　　　

間3．自転車に乗って通られたかたにおたずねします●
　　　　　　憤転皐に東って直られたことがないかたは、次の剛．へお逸み《tt　eい）

問3－1．　この遠路を畠転車で通る場合、おもにどこ

　　　　　を走っておられま†か．あてはまる番号に

　　　　　O印をつけてください．

1．　おもに車遭を走っている

2．　おもに歩違を竃⇔ている

3．　享遭と歩遭のどちらともいえない

問3－2．車道を走る場合、次の項目についてどのよ

　　　　　うに惑じておられま†か．

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◆ど一tt◆や　　　　　　　　　　　　　　　●‘・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●い　　　　　　　　　　　　　　　　　員・・t・teい■い
　　ml迫n広さ　　　　　　　　　一＿＿L＿＿L＿＿一＿」

　　　　■IV－’rYft：tt’etい6二t　　一一
　　・　　npnとlmt”e：ttwあ6こと　」＿＿一＿＿」＿＿一

　　国樋と■己の■：ltheある；と　　一＿」＿＿L＿＿L＿＿」

　　財Φ昆とsし　　　　　　　　　」＿一
　　悌贈靴のtttちカへ吻L¶オ書　」＿」＿＿」＿」＿＿」

　　●　金体として卓這の走りや†さ

間8－3．歩道を走る場合、次の項目についてどのよ

　　　　　うに感じておられますか．

　　　　　　　　　　　　　　　Av言烈鵠3＃s・・
■ln広■

9己●■のへい丘4●

断路樹、皐止めぴどの■●かた

皐止めがあ6二と

見とおし

禽tM樹tretJrthSA・eLrtt

金体として■迫の竜り」P†ε

問S－4．　この遭路を畠転車で通る回数は、整備前に

　　　　　くらべて増えましたか．あてはまる番号に

　　　　　0印をつけてください．

1．増　　　え　　　た

ゑ　減　　　っ　　　た

3．　衰　わ　ら　な　い
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　　　　　　　　　　コ

間4．　自動車に彙って通られたかたにおたずねします．
　　　　　（臼動皐に乗って通られたことがないかたは、次の間S．へお迫み《ださい」

間4－t．この道路を自勘事で通る場合、スピードを

　　　　　だしにくい感じがしま†か．あてはまる番

　　　　号にO印をつけてください．

間4－2．自動車で通る場合、次の項目についてどの

　　　　　ように感ヒておられま†か．

　　　　　　　　　　　　　　　　やや汚と‘十や　　　　　　　　　　　　　　良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●い　　　　　　　　　　　　　　　　良いいLt－．●‘・
　　切　‘直の広さ　　　　　　　　　　一＿＿」」＿一＿＿＿」＿＿」

　　↓イ】　■己がジグザ列二ま●「っていること　　　　L－L＿＿＿」L＿＿＿＝L－一一」

　　栩　●ぷに■い賂酉貴示伊あ6こと　　」＿＿」＿＿L＿＿L＿＿J

　　国　履量で多1と■”鍋？th6こt　　」＿＿」＿＿L＿＿L＿＿鵬

　　悦1　●thtti這とli：⑨？てあること　　L＿＿＿＿＿＿一

　　倒　昆とおし　　　　　　　　　　　L＿＿一＿」＿＿＿L＿rJ

　　闇　eE●中夢litとカtitN，‘・のしや怜　　　」一＿一＿＿＿」＿＿一■

　　●　全体として自働■の金りや†ξ　　」＿＿L＿．．．1＿＿＿L＿＿J

間4－S．　この遭路に停車のための場所があることを

　　　　　知つておられますか．あてはまる番号にO

　　　　　印をつけてくttさい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，bら　右い

その停皐場所の自動車の止めや†さについて、どのように惑ヒ

ておられま†カ㌔あてttまる香号にO印をつけて《ださい．

σ｝停皐場婿のかたち

en亭畝として

’止方や†い　1▲めにくい

1止め◆すい　2止めにくい

間4－4．　この道路の■限迫度が20キロであることを

　　　　’知っておられますか．あてはまる番号にO

　　　　　印をつけてください．

1．　知っている 2．　知らない

問5．沿道または近《に住んでおられる立場からみた場合についておたずねします。

長池公■西■の歩行者系道路を、沿遭または近く’に住んでおられる立場、あるいは新聞、テレビなど

で知っておられる立場からみた場合、次の項目についてどのように感ヒておられま†か．最も近いと

感ヒられるところにO印をつけてください．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ee（e一　編・言　織忠　　；《e：　｝｛ei
　　　　m　歩行者や自転車の交通事故の心配　　一＿＿＿L＿＿＿＿一＿＿＿L＿＿＿＿▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　ど一らとs　　　雫　　　守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lnti吻6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しにく《な‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しw《な●　　、．えむい　　　Lに《⊂む●
　　　　初遁路上での立ち話や子供の遊び　　」＿＿一＿＿＿＿」＿＿＿」＿＿」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　◆　　　どちらと‘　　●　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P《右●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）む｛むも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レtむふ　　　いLない　　　ウな｛むあ
　　　　防歩行者や自転車の通る量　　」＿＿＿＿＿⊥＿＿＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　　　◆　　　どh“‘　　　“　　◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザくなる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カc．ti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウな《む6　　　いt●い　　　，（なi
　　　　国自動車の通る量　」＿＿＿＿」＿＿＿＿」＿＿＿一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　　　●　　　ど烏らとs　　　◆　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（なi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n（むa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vむtむ6　　　いxむい　　　，くな●

　　　　閉路上駐車の量」＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　良い　言さ　趨忠　　1ご　●∵
　　　　励道路のながめ」＿＿＿」＿＿＿＿」＿＿一＿＿」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nt一　言霊　ε隻1獄　；8　●・－

　　　　O全体としてこの道路は　」＿一＿」

（次ページにつづく）
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問6．このような歩行者系道路がお宅の近くに整億された場合についておたずねします。

　　問6－1．　まわり道になっても歩行者系遣路を通られま†か。あてはまる番号にO印をつけてください．

　　　　　　　　〔1〕歩《場合　　　　　　　　　　　〔2〕■転車の●合

聞6－2．自動箪を運転していて、このような歩行

　　　　者系道路があった場合どうされま†か。

　　　　あてはまる香号にO印をつけてください．

　　　コ　　　　　　

問7．一般に、このような歩行者系道路を今後整備してい《ことに対してどう思われますか。あてはま

　　る番号に○印をつけて《ださい。

1、　良、・二とである 2．　改良†べ●点はあるカ《．良い二≧である 3．　良、、ことで‘まな‘、 4．　わからない

改良すべe点、良い二とではない理由をお1●《ださい．

問8．あなたの家の前の道路壱歩行者系道路とすることに対して、ピう思われますか。あてはまる番号

　　にO印をつけて《ださい。

1．賛直であ6 ，．　わからない

その坦由を次のなカ・カ・ら遇び．あてはまる●号にo印をつ‘，て《ださい．

自動車が走りにく《なるから

自動車を止める場所が少なくなるから

人通りがふえて、うるさくなるおそれがあるから

家の前の遭路の幅が狭いから

問9．あなた自身のことについておうかがいいたします。あてはまる番号に○印壱つけて《ださい。

m性　別　は　　1．　男　　2．　女

｛イ1年　齢　は　　1．15才未満　2．15－19’t　3．20～29才　4　論～39オ　5．40－594　6．60才以上

n境霞は　1．金社貝2．自　官3．牲・生促4．主　婿5．無　ロ6・その他

ω　自動軍は　 1．　ほほ！毎日運転†る　2．　と●どき運転する　3．　tlとんど運転しない4．　運転で●ない

間10アンケートにご協力いただきありがとうございました．最後に、「歩行者系道路」を含めて、交通

　　安全対策などに対するご意見、ご希望があれば自由にお書きください。’また、この「歩行者系道

　　路」にふさわしい名前（愛称）があれば、ぜひお敏え《ださい。
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　資料　6－2　生活道路についての意識調査アンケート票

蕊灘ザ生活道路についての意ra調査　ジ’
問1　あなたのご家族のことについて、おうかがいいたします．（お二人のうち、どちらかがお答えください．）

（1）現在いっしょにお住まいのご家族のなかに次の

　　方はおられますか．

小学生以前の幼児

　　　　；1．いる　12．いない　　　　■

小　　学　　生
1．いるi2．いない　　　　‘

65才以上の方
　　　　：1．いる　・2．いない　　　　■

（2）自家用車、自転享などをお持ちでしたら、

　　モれそれの保宥台数をお答えください．

自家用草 　　　　‘x．ある（　台）i2．な　い　　’

バ伯、ミニバイク 　　　　，kある（　台）　i　2．な　い

　　■ｩ　転　軍 　　　　■kある（　台）i2・ない

問2あ糠ご自蜘ことにっいておうか脚します．あてはまる牡にO印をつけてください．

（1）性 別 1．男　　　2．女

（2）年 飴 1　．　18才未満　　2．　18～29 3． 30～39　4．40～49 5．50～64 6．65才以上

（3）職 業
1．会社員　　　　2．公務貝
T．生徒・学生　　6．主 婦

3．自宅で自営
V．無　職

4．自宅以外で自営

W．その他

《4）自動車の運転
1．ほぼ毎日選転する
R．ほとんど運転しない

2．ときどき運転する
S‘運転免許証を持っていない

（5）自転車の利用
1．ほぼ毎日乗る
R．ほとんど乗らない

2．ときど吉乗る

S．乗ったことがない

問3
危険であ・i少。㍑ああi安全である

（例）自転車で通る ・　i・　iO　i・
（1）子　供　が　遊　ぶ

　　：　　　　　1　　　　　：■　　　　．　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　l　　　　　l　　　　　：

（2）道ばたで立ち話する

　　1　　　　　：　　　　　1●　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　．　　l　　　　　l　　　　　；

（3）歩　い　て　通　る

　　l　　　　　l　　　　　1■　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　l　　　　　　l　　　　　　l

（4）向いの家に行く

　　l　　　　　l　　　　　l●　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　l　　　　　　l　　　　　　l

（5）自転車で通る
　　l　　　　　l　　　　　l’　　1　　°　　1　　◆　　1　　◆

（6）自動車で通る

　　；　　　　　l　　　　　l■　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　・■　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　l　　　　　l　　　　　l

●以上をあわせて、

@お　の　の　　は

　　l　　　　　l　　　　　l●　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　l　　　　　l　　　　　l

問4

「お宅の前の道路」（玄関や通用門が面している道路）において、次のことを行うことについてどう思われますか．

例にならって、あてはまるところにO印をつけてください．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家の前の道路が「安全である」と思われ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない方は、モの理由を下》らanra
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遇びその番号にO印をつけてください．

（03つまで）

道路が広すぎる

道路が狭すぎる

歩道がない

歩道が狭い

人通りが多い

車がたくさん通る
享がスピードを出して通る

路上駐車が多い
自転車がたくさん通る

見とおしが悪い

道路がでこぼこしている
じゃまな看板などがある

その他（　　　　　　　）

「お宅の前の這路」について、以下の項目をそれぞれどのように感じておられますか．

臥蹴ならい、恥近いと思われるところにO印をり1ナてください．

不 満iやや不満iどぷi・舗足i満 足

・　　1 ・　　1 ■のながめ ・　　1 ・　　1

1 の　　　　やすさ ．　　　　　　　■ ．　　　　　　　1 ●　　　　　　　1 ・　　　　　　　， ◆

2 の止めやすさ ●　　　　　　　1 ■　　　　　　　． ●　　　　　　1 ●　　　　　　　， ●

3 車の’　りやすさ ・　　1 ・　　1 ・　　1 ・　　； ●

4 き　　や　　す　　さ ●　　　　　　‘ ・　　　　　　　■ ．　　　　　　‘ ・　　　　　　1 ◆

5車 の　　　　し ・　　　　　　　， ．　　　　　　　． ・　　　　　　　1 ．　　　　　　　． ●

　　‘ ●6 の　しさ（　がある ・　　　　　　1 ● 1

7 な　　の　　の ．　　　　　　1 ・　　　　　　　1 ．　　　　　　1 ●　　　　　　　1 ■

8 のな　がめ ・　、1 ・　　1 ・　　； ・　　1 ●

9事 に　　する　　　さ ．　　　　　　● ．　　　　　　‘ ・　　　　　■ ．　　　　　　1 ■

10 の　　　　る　さ ■　　　　　　1 ●　　　　　　1 ●　　　　　　1 ■　　　　　　1 ●

●泥 をあわせて、お　の　の　　に
．　　　　　　‘　　‘ ・　　　　　　l　　l ・　　｝ ・　　1 ●
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問5 腿の写恥～Oのような「ゆずり葉の道」が北古舩輌南徽どに類鉢たことをこぞんじですか．
あてはまる番号にO印をつけてください．

1．知っている 2．知らない 次ページの間6へお進みください

問5・1写真①k②、③のうち、最もよく知っておられるのはどの「ゆずり素の道」ですか．
　　　　あてはまる番号ユ2妃±にO印をつけ、以下の間には　の　　　　の　につい　お答えください．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（01つ）
1．写真①（北古市公■の南側）

2．写真O（南北の通り）

3．写真O（■之荘西公■の南■）

㍉”．　・’聯㈱泌
‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F問5・2　そこ】を何で通られましたか．あてはまる番号蜘三〇印をつけてください．
．ご三‘1号ご、辞〉㌣葺　．：

ことはない 2．歩いて 3．自転車に乗って 4．バイクに乗って 5．自動車を運転して

こを通ると吉、次の項目についてどのように感じておられますか．

例にならって、最も近いと感じられるところにO印をつけてください．

い　・やや い・ つ　　　1 い1 い　・わか．ない

（傍》全体のながめ ・i ・i ・i oi ・i ●

（D草　道　の広　さ
　　；’　　1

・i
　　｝°　　1

・i ・i ■

《2）車道の■髄
　　；°　　1 　　：’　　1 　　1°　　1 　　；’　　；

・i ●

（3）歩　道　の　広　さ ・i
　　1°　　1

・i ・i ・i ●

（め歩道の色、デザイン ・i
　　；°　　1

・i ・i ・i ●

（5）草止めの大奮さ、形 ・i
　　；°　　1 　　：’　　1 　　：°　　1

・i ●

（6）縁の量や種類
　　：’　　1

・i
　　：’　　1 　　：’　　1 　　｜°　　1

●

《7）な　　が　　　め ・i ・i ・i ・i ・i ●

●全体としてこの道路は ・i ．　　1　　● ・i ・．

　　1°　　1

一
■写真①の「ゆ1rり葉の道」には「ハンプ（車道の部分的な盛り上げM慎）」があります．モこで、写真①の
　　「ゆずり葉の道」についてお答えの方は、ハンブに閲する（8）～（10）の問にもお答えくEさい．

《8）色、デザイン
　　：■　　： 　　；●　　： ．　i　　‘ 　　：■　　： 　　：■　　：

●

（9）違くからの見やすさ
．　i　　■ ．　i　　l 　　：●　　： 　　：●　　： 　　：■　　言

●

（10）ハンブの高さ　1．高すヴる　2．やや高すぎる　3．ちょうど良い　4．低す曹る

同5・3

　　　　　↓

「ゆずり葉の道1が整備されて、モの道路の良くなった点、悪くなvn点を下から遇び（いくつでも）、モの番号にO印

をつけてください．

　　　【良　く　な　っ　た　点】
1．交通事故の心配が滅った

2．自動車の通行量が滅って静かになった

3．路上駐車が滅って広く使えるようになった

4．子供を遊ばせることがで音るようになった

5．立ち話などがしやすくなvh
6．　9竃冑fしやすくなった

7．縁の量が増えた

8．道路のながめが良くなった

9．夜道が明るくなった
10．その他（　　　　　　　　　　　　　）

　【悪　く　な　っ　た　点】
1．自動享で走りにくくなった

2．自動車を止めにくくなった
3．　自転車で通りにくくなった

4．歩きにくくなった
5．　路」：m【が増え喪と

6．せまくるしい盛じになった

7．人道りが増えてうるさくなvた
8．富わりの道路の交通量が増えた

9．まわりの道路で駐庫が増えた

10．その俺（　　　　　　　）

聞5・4　「ゆずり素の道」が1僚されたことについて、どのように感じておられtすか．あてはまる番号にO印をつけてください．

　　　　　　　　　　2．問■はあるが
1．良いことである
　　　　　　　　　　　　良いことである

3．良いことではない
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問6
別紙の写真④、Oのような「ノ、ンフ’（車道の盛り上げ舘装）」が、京阪本線沿いと大阪府警察学校の南側に整備さ

れたことをごぞんじですか．あてはまる番号にO印をつけてください．

1．知っている 2．知らない 次ベージの問7へお進みください

問6－1写真④、⑤のrハンプ」のうち、よく知っておられるのはどちらですか．
　　　あてはまる番号にO印をつけ、以下の問にはモのハンプについてお答えください．

（01つ）

1．写真④のハンブ（京阪本線沿い）

2．写真⑤のハンブ（大阪府警察学校の南側）

問6・2　そこを何で通られましたか．あてはまる番号巡⊆O印をつけてください．

ことはない 2．歩いて 3．自転車に乗って 4．バイクに乗って 5．自動車を運転して

「ハンプiの次の項目についてどのように感じておられますか．

最も近いと惑じられるところにO印をつけてください．

悪いiやや悪いi　　　‘

1

ふつう　　　1
iまあ良いi良　　　　． 　．

｢　．1わからない

（1）色、　デザイン
　　：°　　1 　　：’　　1 　　：●　　： 　　：’　　： 　　：◆　　：

●

（2）遣くからの見やすさ
　　：’　　1 　　；’　　1 　　：●　　： 　　：’　　1 　　：’　　1

●

（3）まわりとの詞和
　　：’　　1 　　：°　　1 　　；’　　！ 　　；匂　　1 　　：’　　：

■

（4》夜間の見やすさ
．　i　　l 　　：■　　： 　　：’　　： 　　；°　　： 　　：●　　：

■

●全体としてこのハンプは
　　：°　　1

．　　1　　・
　　：°　　： 　　：◆　　1 　　：°　　1

一
（5）ハンプの高さ　L高すぎる　2．やや高すぎる　3tちょうど良い　4．低すぎる

（6）配置の間かく　　1．近すぎる　2．やや近すぎる　3．ちょうど良い　4．違すぎる

■ハンプの整債にあたっては実験などを行い、まわりに影響がないよう十分配慮いたしましたが、ハンブから発生する

　騒音・撮動についてどのように感じておられますか．

（T）以前と比ぺて騒音・振動は 1・かなり増えた　2．少し増えた　3．かわらない　　　　4．減った

（8）現在の騒音・振動について 1．かなり気になる2．少し気になる3．あまり気にならない4．全く気にならない

問6・3

　　　　　↓

「ハンプ』が整備されて、良くなった点、悪くなった点を下から選び（いくつでも）、その番号にO印をつけてくださじ㌔

　　　【良くなった点】
1．交通事故の心配が減・⊃た

2．自動車がゆっくり走るようになった

3．自動車の交通量が滅った

4．路上駐章が減った

5．道路のながめが良くなった

6．夜道が明るくなった

7．モの他（　　　　　　　　　）

　【悪くなった点】
1．自動車で走りにくくなった

2．自動車を止めにくくなった
3．　自転車、　’1’1クで通りG二くくなrった

4．路上駐車が増えた

5．うるさくなった
6．まわりの道路の交通量が増えた

7．その他（　　　　　　　　）

問6・4　「ハンプ」が整備されたことについてどのように感じておられますか．あてはまる番号にO印をつけてください．

　　　　　　　　　　2．問題はあるが
1．良いことである
　　　　　　　　　　　良いことである

3．良いことではない　　4．わからない
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問7 搬の写鵡のよう削交差点ハンフ’《難点の盛吐げ酷）」糧髄れたことをこぞんじですか．
あてはまる番号にo印をつけてください．

1．知っている 2．知らない 次ページの問8へお進みください

【7－1モこを何で通られましたか．あてはまる番号U脇O印をつけてください．　．．

ことはない 2．歩いて 3．自転享に乗って 4．バイクに乗って 5．自動草を運転して

「交差点ハンプ」の次の項目についてどのように感じておられますか．

モれそれ最も近いと感じられるところにO印をつけてください．

悪いiやや悪いi ふつうiま欲いi良 いiわからない

（1）色、　デザイン ・i
　　：’　　1

・i ・i ・i ●

（2）遣くからの見やすき
　　：’　　1 ．　i　　， 　　；°　　1 　　：°　　； 　　：°　　1

●

（3）　まわりとの■和
　　；’　　1 　　：’　　；　　1 　　：’　　1 ・i　　… ・i　　l

●

（4）夜間の見やすさ

　　…
D　　1

@　：
．　　1

@　：
．　　1

@　：
．　　1

@　：
．　　1

@　：
●

●全　体　と　し　て
@　この交差点ハンプは

　　：°　　：

@　：

．　i

@　…

．　i

@　…

　　：°　　1

@　：

　　：’　　1

@　： 一

（5）ハンプの高き　　1．高す9る　2．やや高すXる　3．ちょうど良い　4．低す暫る

■交差点ハンプの整惚にあたっては実験などを行い、まわりに影審がないよう十分配慮いたしましたが、交差点ハンプ

　から発生する騒音・振動についてどのように感じておられますか．

（6）以前と比べて■音・振動は 1．かなり増えた　2．少し増えた　3．かわらない　　　　4．滅った

（7）現在の騒音・拓動について 1．かなり気になる2．少し気になる3．あまり気にならない4．全く気にならない

　　　　　　　　　↓

問7－2　r交差点ハンプ」が整億されて、良くなった点、悪くなった点を下から遇び（いくつでも）、モの番号にO印モつけてく

　　　　ださい．

【良　く　な　っ　た　点】

1．交通事故の心配が減った

2．自動車がゆっくb走るようになった
3．自動車の交通量が減った

4．交差点を歩いて横断しやすくなった

5．自転車で安心して通れるようになった

6．道路のながめが良くなった

7．交差点がわかりやすくなった
8．モの他（　　　　　　　　　　）

【悪　く　な　っ　た　点】

1．自動車で走りにくくなった
2．　自転コ【で過りにくくなr⊃た

3．　日13書のながめが悪くなった

4，せまくるしい感じtこなった

5．うるさくなった

6．まわりの道路の交通量が増えた

7．その他（　　　　　　　　）

問7－3　1交差点ハンプ」が整惰きれたことについてどのように感じておられますか．あてはまる番号にO印をつけてください◆

　　　　　　　　　　2．問題はあるが
1．良いことである
　　　　　　　　　　　　」良いことである

3．　良し、ことではなも、
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問8 別⑳写駒、⑧のようn「狭さく」醐副、報の醐と願楳沿い1こ難さ煉ことをごぞんじですか．
あてはまる番号にO印をつけてください．

1．知っている 2．知らない 次ページの問9へお進みくだきい

．：r〈〉主ざ≡卓≒ t”　鐸欄
問8弓　写真⑦、●の・狭さく」のうち、よく知っておられるのはどちらですか．

　　　あてはまる番号にO印をつけ、以下の問にはその狭さくについてお答えください．

（01つ）

1．写真⑦の狭さく（閲目小学校南側）

2．写真⑧の狭さく（京阪本線沿い）

問8・2　そこを何で通られましたか．あてはまる番号〕r：SSttgO印をつけてください．

鍵

ことはない 2．歩いて 3．自転享に乗って 4．パイクに乗って 5．自動車を逗転して

狭さく1の次の項目についてどのように感じておられますか．

最も近いと感じられるところにO印をつけてください．

　　　■ｫ　　　■
　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　■
｢　1やや悪い：ふつう　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　． 　　　　‘Pまあ良い：良　　　　■ い

（D色、　デザイン
．　　1

@　；
．　　1　　◆　　l

@　l　　　　；
．　　1

@　：
●

：　　●
F

（2）迫くからの見やすさ ．　　1

@　1 ・i・i
．　　1

@　：
●

（3》夜間の見やすさ
．　　：

@　；
．　　1　　．　　：

@　l　　　　l
．　　1

@　：
●

●全体としてこの狭さくは ．　　1

@　：
．　　1　　．　　l

@　l　　　　：
．　　：

@　：
● 1　＿F

（4）狭くなっている部分

@の　皐道の帽
1．広すぎる 2．やや広す9る 3．ちょうど良い 4．狭すぎる

（5）狭くなっている部分

@　の車道の盛り上げ方
1．高すぎる 2．やや高すぎる 3．ちょうど良い 4．低すざる

問8・3

　　　　　↓

「狭さく1が整備されて、その道路の良くなった点、悪くなった点を下から遺び（いくつでも）、その番号にO印をつ

けてください．

【良　く　な　っ　た　点】

1．交通事故の心配が減った
2．自動車がゆっくり走るようになつた

3．自動車の通行量が滅って静かになった

4．路上駐車が滅って広く使えるようになった
5．子供を遊ばせることができるようになった

6．縁の量が増えた

7．道路のながめが良くなった
8．夜道が明るくなった

9．モの他（　　　　　　　　　　）

【悪　く　な　っ　た　点】

1．自動車で走りにくくなった
2．自動車を止めにくくなった
3．　自奄i…11［で通りCこくくなっ」た

4．路上駐車が増えた
5．せまくるしい感じ｛こなつた

6．人通りが増えてうるさくなった
7．まわりの道路の交通量が増えた

8．まわりの道路で駐車が増えた

9・その他（　　　　　　　）

間8咋　「狭さく」が整佑されたことについてどのように感じておられますか．あてはまる番号にO印をつけてください．

　　　　　　　　　　2．問題はあるが
1．良いことである
　　　　　　　　　　　良いことである

3．良いことではない　　4．わからない
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問9 脚iの顎⑨のようza　r庭先道路』が北師公園の北郎鮪さ硫こと緯んじですか．
あてはまる番号にO印をつけてください．

1．知っている 2．知らない 次ページの問10へお進みください

問9・1モこを何で通られましたか．あてはまる番号】脇O印をつけてください．

ことはない 2．歩いて 3．自転車に乗って 4．バイクに乗って 5．自動車を逗転して

「庭先道路」の次の項目についてどのように感じておられますか．

最も近いと感じられるところにO印をつけてください．

悪
　■　　　　　　　　　　　　　　■
｢　：やや悪い；ふつう　■　　　　　　　　　　　　， 　　　　■Pまあ良い1良　　　　● いiわからない

（1）道路の平たんさ
　　l　　　　l’　　1　　’　　1 　　：■　　：

・i ・i ■

（2）■装の色、デザイン
　　l　　　　l●　　　　　　　　　　　　　　●　　l　　　　l 　　：◆　　：

・i
　　：●　　：

●

（3）■装材料の種類
　　；　　　　1●　　　　　　　　　　　　　　●　　；　　　　｝ 　　：■　　： 　　：■　　：

・i ●

（4）縁の量や種類
　　l　　　　l●　　　　　　　　　　　　　　■　　l　　　　l

・i ・i ・i ●

（5）題　明　灯　の　形
　　l　　　　l°　　1　　’　　1

・i ・i ・i ●

（6）な　　が　　め
　　1　　　　；◆　　1　　’　　1 　　：°　　1 　　：◆　　1

・i ■

l　　　　l
●全体としてこの道路は ◆　　1　　°　　1 ’　　1 ’　　1 ●　　；

問9・2

　　　　　↓

「慶先道路」が整憤されて、その道路の良くなった点、悪くなった点？下から遇び（いくつでも）、モの番号にO印を

つけてくださNs．

【良　く　な　っ　た　点】

1．交通事故の心配が滅った
2．自動車の通行量が滅って●かになった

3．路上駐享が滅って広く使えるようになった

4．子供を遊ばせることがで書るようになった

5．立ち話などがしやすくなった

6．績断しやすくなった

7．緑の量が増えた
8．道路のながめが良くなった

9．夜道が明るくなった
10．モの他　（　　　　　　　　　　　〉

【悪　く　な　っ　た　点】

1．自動皐で走りにくくなった

2．自動車を止めにくくなった
3．　自転車で通りにくくなった

4．歩きにくくなった
5．路上駐草が増えた
6．　せまくるしt、感じになった

7．人遁りが増えてうるさくttっ”L

8．まわりの道路の交通量が増えた
9．まわりの道路で駐車が増えた

10．モの他（　　　　　　　　）

問9・3　「庭先道路」が整借されたことについてどのように感じておられますか．あてはまる番号にO印をつけてください．

　　　‘

　　　　　　　　　　2．問■はあるが
1．良いことである
　　　　　　　　　　　　良いことである
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問10自朗畦聴きれてい紡に雛ずねはす（遅されてV、ttい方ははページのMllへお齢ください）．

（D主に、どのような目的で自家用車を

　　運転されていますか．最も多いもの

　　1つにO印をつけてくだきい．
L通助
4．仕　事

2．通　学　　3．買物などの用事

5．レジャー　6．その他（　　）

（2）そのときの、主な行吉先1つを記入してください．　＿＿＿＿＿＿＿＿匝＿＿＿一

（3）お宅からそこに行くとき、最もよく通っておられる道順（ルート）Amuを、下の地図に●ける範囲内で記人して

　　ください（車庫が離れている場合には享庫からの道甑を記入してください）．

（9）「ゆずり葉の道」や「ハンプ」などが出来たことによって、自家用車で出かけられると宕の道ME変えられた方は、

　　以前の道噸を蜘己人してくだきい．　　　　　　　　　　　　　　　．．

●tt

囲 ．日日口口［

臥してい
ただく記号

自動車利用の

現在の道■

以前の道類

（5）自家用車で出かけられるとき、あるいは出先から帰宅されるとき、お宅のS．12S2．S！　t；ついてどのように感じてお

　　られますか．それぞれあてはまるところにO印をつけてください．

　　そして、不便を惑じておられる方は、その理由を⊇遺び、その番号にO印をつけてください．

　　l　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　1

s峠苔i…i晶i・・　　．　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　1

出かける

ﾆ　　台

　：　　　l　　　l　　　l’　1’　1’　；’　1’

@l　　　　l　　　　l　　　　l

帰宅する

ﾆ　　き

　1　　　；　　　；　　　1・　1　’　：　◆　1　’　1　’

@l　　　l　　　：　　　1　．　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　，

〈不便を感じる理由、03つまで〉

i．草道が狭い

2．人や自転車の通行が多い

3．自動車の通行が多い

4．路上駐車が多い
5．スt㌔ドが出しにくい

6．アレキの回敗が多い
7．面倒な」、ンドn操作が多い

8．一方通行が多い

9．信号が多い
10．モの他（　　　　　　　）

（6）お宅のまわりには、rゆずり葉の道」や「ハンプ」などが整債されましたが、自動車利用の便利さについてどのよう

　　にお考えでしょうか．次のなかから、最も近いと感じられるものの番号にO印をつけてください．

t．もっと安全で住みよい‘まち’にしたいので、もう少し不便になってbかまわない

2．安全で住みよい‘まち’にするため、現状程度の不便さはやむをえない

3．現状では不便す9るので、もっと走りやすくしたほうがよい
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問11歩く埴口頃って出鮒ら禍と吉；：ついて雛ずねはす．あてはま碍号にO印をつ‘ナてください．

（1）どちらで出かけられることのぽうが多

　　いですか．

1．歩いて出かける　2．自転車に乗って出かける

（2）そのと曹、どのような目的で出かけら　　1．通勤　2．通学3．貫物などの用事

　　れていますか．最も多いもの1つだけ　　5．散歩　6．レジャー　7．その他（

　　にO印をつけてくだきい．

（3）モのと9、歩くか自転草に乗って、ど　　1．鉄道の駅まで　　　　　　2．バス停まで

　　こまで行かれていますか．主な行客先　　3．通助・通学・買物先まで　　4．公■まで

　　1つだけにO印をつけてください．　　　5．モの他（

（4）お宅からそこに行くとS、最もよく通っておられる這閲（ルート）．L2auモ、下の地図に書ける範囲内で記入して

　　ください．

（5）rゆずb葉の道」や「ハンプJなどが出来たことによって、歩くか自転車に葉って出かけられるときの遵口を変えら

　　れた方は、以前の道口を搬記入してください．

　　　　　P　　♂

品

■■

宴富硲ロ　m“

’，ン「

棚毘既

｛，繍
」」L－一一■一■」L昂■ユ印一

■　●∈日国
口■

@●
9■●●

Cジ

●■
7●“●
怦齣

二

．・

一■■● ，・“　　　　　　　　　　　　　　　つ■

凹■

Lr［［

］ロ］口端ー蛸

輝
口旧伯

問12

l

il㌍呂

瑠 ■●龍鵠声
　　　　　　　●

丁口◆

記入してい
ただく記号

徒歩、または

自転車利用の

現在の道口

以前の道■
●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　■　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目［t■－9Eigp　f“

ゆずり葉の道、ハンプ、交差点ハンプ、狭さく、庭先道路などが整備されたことについてどう思われていますか．

あてはまる番号にO印をつけてください．

1．良いことである

整備箇所敵1こついて、

どう思われていますか．

2．良いことであるが，多少改良すぺさ点はある 4．わからない

改良すべ奮点、良いことではない理由をお書きください．

1．もっとつくってもよい

2．これぐらいでよい

3．よくわからない

間13
今後、ゆずり葉の道やハンプなどを整僧するにあたっての留意点など、交通安全対賃や生活琉墳整僧などについてのご意

見、ご希菌があれば自由にお書きください．

ご協力ありがとうございました
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第7章　結　　論

　本研究では、住区内道路の交通環境の改善を目的として、歩車共存手法の設計方法

と効果にっいて実証的に研究を行ってきた。すなわち、歩車共存道路の設計方法に焦

点をあて、現実の区画道路での調査や実験道路における走行実験にもとづき、歩車共

存手法の中で、主要でかっ一般的な手法である蛇行、ハ之プ、狭さくの設計指針を提

案した。また、これにもとづき整備された歩車共存道路の効果を、交通状況の前後比

較および住民意識に着目して分析した。その結果、蛇行やハンプ、狭さくの速度抑制

効果や環境改善効果が現実に確認され、今後、これらの手法が住区内道路において歩

車共存状態を創出するための有効な手段となることがわかった。

　以下では本研究で得られた成果を要約する。

［第2章］

　第2章では、住宅地区における交通環境改善方策の歴史と、歩車共存手法の導入経

過、及び歩車共存手法が我国の住区交通対策に果たす役割にっいて考察した。その結

果は以下のようにまとめられる。

1．我国の交通事故は欧米諸国と比較して歩行者・自転車事故の割合が多く、特に歩

　行者事故の60％以上が生活に密着した区画道路において発生しており、区画道路に

　おける交通安全対策が急務となっていることを明らかにした。また同時に、交通安

　全の問題だけでなく、自動車の大量化、あるいは違反駐車により、道路環境、ひい

　ては住環境が悪化していることを住民意識の面から明らかにした。

2．　このような状態を改善するため、過去様々な研究・実践がなされてきたが、その

　中からまず、欧米各国の例として近隣住区理論、ラドバーン・システム、ブキャナ

　ンレポートを取り上げ、その理念を考察した。その結果、これらの手法は道路のネッ

　トワークで歩車分離を図るか、同一道路内で歩車分離を図る方法が中心であり、ニュ

　ータウン等の新たに道路が整備されるところでは現実性があるが、既に人口が密集

　している既成市街地に適用することは困難であることがわかった。しかしながら、

　これらの手法は市街地における住区形成の必要性を強調し、歩車共存手法の出現に

　影響を与えたと考えられる。次に、我国における事例として、交通安全施設等の整

　備事業と居住環境整備事業、さらには生活ゾーン規制を取り上げ、その内容を考察

　した。その結果、交通安全施設等の整備は、交通事故に対する緊急的な対策に留まっ
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　ていること、生活ゾーン規制は、交通規制が容易に遵守されないところに問題があ

　り、今後改善すべき余地のあることがわかった。居住環境整備事業は、当初、ネッ

　トワークによる歩車分離を目的としていたが、最近は歩車共存手法を取り入れた事

　例が多くなってきていることが明らかになった。

3．　このような経過を経て、1970年代に歩車共存手法が提案・一実践されることになっ

　た。歩車共存手法は限られた道路空間の中で、歩行者と自動車がお互いに譲りあう

　ことにより交通の安全を図るとともに、住環境の改善を図ろうとするもので、大幅

　な道路新設や拡幅の困難な既成市街地において実現性をもった柔軟な方法である。

　このため、オランダのデルフト市で実施されて以来、この手法を採用する都市が急

　速に増加しっっある。

　　欧米各国では歩車共存道路の整備に際して、道路を生活のための空間としてとら

　え、自動車交通の抑制を図るとともに、緑化などによる道路の修景も同時に行って

　いる。また、自動車交通の抑制に際しては、蛇行・ハンプ・狭さく等の道路構造の

　改変と、交通規制が有機的に組合わされていることがわかった。

4．歩車共存手法は、最近我国でも採用されるようになってきており、コミュニティ

　道路や住区総合交通安全事業として既成市街地において実施されるとともに、ニュー

　タウン等の新市街地においても採用されるようになってきており、今後ますます歩

　車共存手法が重要なものとなることを明らかにした。

［第3章］

　第3章では、本研究における「歩車共存」の概念を明確にし、それにもとついて各

種の歩車共存手法を分類整理し、それらの特性を把握した。

1．歩車共存状態とは、「快適な歩行者空間が確保されるとともに、自動車利用の抑

　制により交通の安全性が確保され、区画道路が生活空間として機能している状態」

　と言える。この状態を住区内道路で実現するには、まず自動車交通の抑制が重要で

　あり、具体的には、①自動車交通量の削減、②走行速度の抑制、③注意走行の喚起、

　④駐車車両の削減が目標となる。さらには、緑化や修景、舗装材の改善を行い、歩

　行者や居住者にとって快適な環境の形成も必要である。このことから、歩車共存手

　法は、大きくわけて先の4っの目標を実現する自動車交通抑制策と、道路の緑化や

　修景などの質的向上手法に分類できることを示した。

2．　自動車交通抑制策は、その内容からみて、道路交通法などの法制度による一方通
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行や速度規制などの規制手法、蛇行やハンプなどの道路構造を改変する物理的手法、

さらには路面の着色やサインなどドライバーの視覚を通してドライバーに心理的な

影響を与える心理的手法に分類されることを示し、それらの具体的方策のメニュー

とその特性を明らかにした。また、自動車交通抑制策が実施される時には、それら

を組合わせた運用が重要であることを明らかにした。　　，

［第4章］

　第4章では、歩車共存手法の1っである蛇行に着目し、実際の区画道路における交

通流動の観測と2種類の実験道路における実験より得られた結果から、蛇行の効果を

明らかにした。

1．実際の住区内道路において、自動車などの交通流動を8mmカメラで観測し、そ

　の走行特性を分析した。その結果、駐車車両等の路上障害物があり、自動車が蛇行

　して走行せざるを得ない時には走行速度が低下することを確認した。

2．路外の実験走行路に障害物を設置し、自動車の単独走行状況を分析した結果、蛇

　行の大きさと走行速度の関係を定量的に把握することができた。すなわち、自動車

　の平均走行速度は、障害物間の横断方向の距離Wを1m変化させれば約3km／h、

　同じく法線方向の距離を1m変化させれば約0．5km／h低下することがわかった。

3．次に、幅員8m程度の道路を対象に蛇行を取り入れた歩車共存道路の設計案を6

　種作成し、これを実験道路上に仮設して、歩行者や自転車との混合流動を模擬的に

　作り出して自動車の走行実験を行った。この結果、自動車の走行速度は自動車単独

　の場合よりも、歩行者や自転車が道路上に存在する時の方が速度がより低下するこ

　と、また歩行者よりも、自転車と追い越し・すれ違う時の方がより速度が低下する

　ことがわかった。さらに、歩車道境界の障害物や駐車車両の存在が、自動車の走行

　速度や、運転者の感じる危険感に影響を与えることも明らかになった。

［第5章］

　第5章では、速度抑制手法として注目されているハンプに着目し、諸外国における

実験結果を整理分析するとともに、ハンプを設置した実験道路での走行実験結果をも

とに、ハンプの速度抑制効果を明らかにした。さらに、ハンプによって発生する騒音・

振動も観測し、現実の道路において発生するであろう騒音・振動の予測を行った。こ

れらをもとに、住区内道路に適用可能なハンプの設計指針を提案した。
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1．ハンプに関する欧米諸国での実験結果を整理分析し、その成果を考察した。また、

　我国の道路にハンプを導入する際に検討すべき点を明らかにし、これをもとに実験

　を行うハンプの形状を選定した。

2．ハンプを設置した実験道路において、自動車を定速で走らせる定速走行実験と、

　自由に走行させる自由走行実験を行った。これにより、速度と車体の垂直加速度の

　関係、ドライバーの感覚との関係、騒音・振動との関係を求めるとともに、ハンプ

　の速度抑制効果を明らかにした。また、同時に自転車・バイクの走行実験を行い、

　その安全性を確認した。

3．以上の実験結果をもとにして、速度抑制効果、ドライバーの不快感、自転車・バ

　イクの不快感・危険感から各形状のハンプの得失を分析し、底辺長3mで高さが10

　cmと5cmの2っの円弧ハンプ、上辺長4m、下辺長6m、高さ10cmの台形ハンプ

　の3っが望ましいハンプ形状であることを明らかにした。

4．上の3種類のハンプにっいて、実験で得られた走行速度と騒音・振動の関係を用

　い、実際の道路で生じる交通流の推計をもとに騒音・振動をコンピューターで予測

　し、評価を行った。その結果、同じ走行速度の場合にはハンプの設置により騒音・

　振動は増加するが、ハンプの設置により速度が低下することから騒音振動が減殺さ

　れ、結果としては騒音・振動は増加しないことが明らかになった。

［第6章］

　第6章では、蛇行を導入した歩車共存道路として整備された大阪市内の長池・中宮・

新森・八幡屋のコミュニティ道路4路線、ならびに蛇行・ハンプ・狭さく等を面的に

整備した大阪市内の関目地区において、整備前後の交通実態調査と住民意識の調査を

行い、歩車共存道路の効果を分析した。

1．蛇行を用いたコミュニティ道路においては、全箇所にっいて自動車交通量の減少、

　走行速度の減少がみられ、特に高速度で走行する自動車が著しく減少したことが明

　らかになった。また、各箇所とも駐車台数が減少するとともに、長時間駐車が大幅

　に減少するなど、コミュニティ道路の計画目的が達成されていることがわかった。

2．ハンプを設置した道路においても自動車交通量が減少するとともに、歩行者、自

　転車の交通量が増加したことがわかった。さらにハンプと狭さくを組合わせた道路

　では、ハンプのみの場合に比べて自動車交通量の抑制効果、ならびに走行速度の抑

　制効果が向上することが確認された。また、ハンプ設置による騒音・振動の増加は

一166一



　みられず、ハンプの設置目的が達成されていることが実証された。

3．関目地区では、地区内の自動車交通の集散を処理する自動車系道路と、蛇行、ハ

　ンプ、狭さく等の歩車共存手法を用いて歩行者交通を優先させる歩行者系道路を配

　置したことによって、地区内への通過自動車交通が減少していることが明らかになっ

　た。特に地区への流入自動車交通は自動車系道路で増加、歩行者系道路で減少する

　など、地区道路の使い分けを高める効果をもっているこ．とが確認された。

4．面的整備地区内では交通事故発生件数も減少するとともに、コミュニティ道路の

　沿道住民や面的整備地区住民の約9割が歩車共存手法に賛成するなど、交通安全の

　確保や交通環境の改善に大きな効果をあげていることが確認できた。

　以上述べてきたように、歩車共存道路では自動車交通が抑制され、道路交通環境の

改善に大きな効果があることがわかった。また、住民からも大きな期待が寄せられて

おり、今後ますます歩車共存道路の整備が進められていくものと考えられるが、その

ためには、歩車共存手法にっいてより詳細な研究を行うとともに、歩車共存手法の面

的整備や道路の修景手法、さらには法制度にっいても今後検討を進めていく必要があ

る。これら今後に残された課題にっいて簡単に述べておきたい。

1．歩車共存手法

　　歩車共存手法の中には、本研究で扱った蛇行、ハンプ、狭さくのほかにも、対角

　遮断やミニロータリー等の物理的手法や、イメージフォルトや減速ストライプ等の

　心理的手法がある。これらにっいても、その特性や効果が十分明らかにされている

　とは言えず、今後さらに研究を進める必要がある。

2．面的整備手法

　　歩車共存手法は住区内道路に面的に適用することにより、より大きな効果をあげ

　ることができる。その場合の地区全体の計画方針と歩車共存手法の配置にっいても

　研究が進められているが、歩者共存手法をとり入れた面的整備を拡大していくため

　には、より簡便な計画あるいは配置手法の検討を進めていく必要がある。．

3．修景手法

　　最近の歩車共存道路の整備内容をみると、画一的な標準設計がそのまま適用され

　たり、歩車共存の考え方が十分消化されず、単に新奇さを追求しただけのストリー

　トファニチャーが設けられた例なども多く、自動車交通の抑制を達成するとともに、

　町並みに調和した景観の創出、さらには歩きやすい舗装や緑陰の確保など、真に地
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　域住民が快適に感じられる歩車共存空間の形成にも今後努力する必要がある。

4．　法制度の整備

　　道路構造令や道路交通法等の現行諸法令は、人と車の分離を基本に定められてお

　り、人と車の共存を目的とする歩車共存道路の整備に際して制約となることが多い。

　オランダや西ドイッ等西欧各国では歩車共存道路に関する法帯渡が整備されており、

　住民のニーズに対応した多様な道路整備が進められている。我国においても、歩車

　共存道路の整備事例を積み重ねていく中で、法制度の検討も進め、我国の道路事情

　や交通事情に適合した法制度の確立を図ることが望ましい。
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